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は じ め に

我が 国の産業 界 におけ る情 報化 は、企業内利用 に とどま らず 産業 間 を横 断的 に

網羅 した企業 間 ネ ッ トワークの利用へ と急速 に拡大 ・進展 してい る。

最近 では、業界 、業 際に またが る企業 間 において、 これ まで の書類 を中心 とし

た取引形態 か らネ ッ トワーク を利用 したEDI(電 子デー タ交換)へ の動 きが活

発化 している。今 や 、EDIは 、企業系列 を越 え、業種 を越 え、 そ して国境 を越

えて グローバ ル に自由に展 開 され ようと してい る。

EDIを 円滑 に推 進す るに当たっては、通信 プロ トコル、 ビジネス プ ロ トコル

等 の各種 取 り決 め につ いての標準化 やルール化 が必要不可欠 であ る とと もに、法

的諸 問題へ の対処 を検討、整備す る必要が あ る。

当セ ンターで は、昭和63年 度以来、法律 の専 門家お よび企業 等の実務 家 に よ

る 「電子取 引調査研 究委員会 」 を設 けて、主 に法 的側面か ら電子取引 の実態把握

と問題 の分析 、対 策等 の検 討 を行 ってきた。 その検討結果 は、主 に受発 注業 務 を

対象 と して、EDIに お ける取 引契約 を締 結す る場合 に留意すべ き基本 的 な事項

や参考 とな る契約 文例 などを示 し、紙 ベ ースの取引 とEDIに よる取引 の相違 点

につ いて検討 し、平成5年 度 にその成 果 を 「電子取引契約 条項作成 の ポイ ン ト」

として と りまとめ た。

本 年度 は、 海外 の機 関、国内の業界毎 に作 成 されてい る標準 契約書 、モ デル契

約書 を調査 す る と ともに、業界 や業種 に とらわれ ない共 通かつ普遍 的 に適用す る

ことが出来 る標準 契約書 を検討 し、 「デー タ交換協定書(参 考試案)」 と して と

りまとめた。

この協 定書 が 、わが 国EDIの 更 なる発展 に寄与す れば幸 いで ある。

最後 に、本調 査研 究の実施 にあた ってご協 力 を頂 いた委員 をは じめ、関係各位

に対 し、深 く感 謝 の意 を表す る。

平成8年3月

財団法人 日本情報処理開発協会

産 業 情 報 化 推 進 セ ン タ ー
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1.EDIに 関 す る標 準 契 約

1.1EDI標 準 契 約 の 概 要

我が 国におけ るEDIに 関す る標準契約や モデル契約 につ いて は、 日本電 子機械工業

界(EIAJ)の 「オ ンライ ン取 引標準 システム契約書 」、石油化 学工業協会(JPC

A)の 「企業 間データ交換 に関す る覚書」、その他 い くつかの業界 団体 で、標準契約書 、

モデル契約書 が公 表 され て いる(こ れ らについては、本 報告書 に参 考資料 として収 録 さ

れて いる)。 ただ し、 これ らの標準契約 書、モデル契約 書は、各業 界 ごとの商慣行 や特

性 も加 味 して作成 されて いるため 、必ず しも、業界や業 種を異 にす るEDI取 引には適

用 しうる もの とは いえ な い。す なわ ち、 これ らの契約 書 に含 まれ る条項 は、既存 の シス

テ ムを前提 と したモデル契約 で あ り、EDIの 対象取 引分野 につ いて も広範かつ 多様な

取引を対象 として いる。 これ らに共通かつ普遍 的に適用 す るこ とが可能 な 「標準契約 書」

を作成す る ことは不 可能 であ る。

そ こで、EDIに 関す る標準 契約を策定す るにあた っては、 その前提 として、 どの よ

うな 内容 の標準契約 を定 めれば、 それが有用 な もの として、実務 において採用 され るの

かを検討す ること とした。その ため には、EDI標 準契約 が どの ような場所 で利用 され

るのか、 また、 どの ような標 準契約書が望 ま しいか 、な どい くつか の基本 的な要素 につ

いて検討を行 った。

その一方で、EDIに 必要 な契約事項を 明確 にす るこ とな く、EDIを 導入す る こと

は、 いざ障害や トラブルが発 生 した場合 に、法 的な解決 を 困難 にす るおそれが あるばか

りでな く、取 引の公正 や安全 をはか るうえか らも問題 とな る。 また、EDIに 特有 な必

要最 少 限の法 的事項 を記述 した何 らか の汎用 的な参考契約 を提示す るこ とは、法実務 の

観 点か らEDIに つ いて検討 す る場合 において も重要 な課題 で ある。このような問題意

識 の もとに、本調査研 究委員会 では 、特定 の取 引分野を前 提 とす るこ とな く、EDIに

特有 な必要最少 限の法 的 な事項 を定め たデータ交換協定 書(参 考試案)を 作成す る こと

とした。 このデータ交換 協定 書の作成 にあた っては、以 下の ような事項 を前提 として い

る。

1.2デ ー タ 交換 協 定 書 の 前 提 条 件

現 実に行 われて いるEDI取 引では、契約 当事 者 間にお いて取 引の様 々な レベル にお

いて合 意が形成 され てお り、 これ らの合意 によ って取 引の 内容 、データ交換 に伴 う各種

の技術 的事項 な どを具体 的に定めて いる。 このような様 々な レベルの合意(契 約)は 、

次 の3種 類 に整理す るこ とがで き、 これ らの合意(契 約)が 一体 とな って継続 的な取 引
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契約の仕組みを構成するもの と考え られる。

① 背景 とな る取 引契約(基 本 契約)

それ ぞれの継続 的な取 引の実体 的な契約 内容 を定め る契約 であ り、取 引に応 じて基本

的 に定め る必要 のある各 種の事項 を定め る もので ある。例え ば、受発注 の方法 、検 収の

時期 お よび方法、蝦疵 担保責 任、代金 の支払方法および時期その他の事項が定め られ る。

すなわ ち、従来 の継続 的取 引契約 と呼ばれて きた契約 その もの といえ る。

② デー タ交換協定

デー タ交換協定は 、電 子的な手段 によ って取 引にかか わるデー タの交換 を行 う場合 に、

そ の ような手段 を取 るこ とに特有 な法 的問題 につ いて基本 的な事項を規定 す る もので あ

る。 この協定 では、必 要最少 限の基本 的な原則を定 あ、 システ ムの運用 方法、電子 デー

タの内容 な ど細部 に関す る合意 は、運用 マニ ュアル で別 に定め る こと として いる。 した

が って 、運用 マニ ュアル に定 める技 術 的合意 に基づ いてデータの交換が行 われた場合 に、

そのデータ交換 の効 果等 に関す る合意 な どが この協定 に定め られ るこ とにな る。

③ 運用 マニ ュアル

運用 マニ ュアルは、EDIに お いてデータ交換 を行 うため に必要 の技 術 的な諸事項

(メ ッセー ジの受信処理方法 、 システムの運用 時間、セ キ ュ リテ ィに関す る事項 等)を

具体 的 に定め る もので あ り、従来 の運用 規約 な どと呼ばれ て いた もの に相 当す る もので

あ る。すなわ ち、運用 マニ ュアルで は、データ交換を行 うため に必要 な技術 的お よび手

続 的要件をすべて規定す るこ とにな る。 また、デー タ交換協定 に規定すべ き事 項 と、運

用 マニ ュアル に規定すべ き事項 とは必ず しも厳密 に区別 され る もので はな い。 そこで本

来 な らデータ交換協定本文 中に記載 すべ き事項 も、 いわ ば下位規範で あ る運 用 マニ ュア

ルに記載するこ とも考え られ る。特 にデー タ交換協定 に規定 されて いな い事項 につ いて、

運 用マニ ュアルで追加 す るこ と、あ るいは、デ ータ交換協定 に規定 され て いる事項 につ

いて、運用 マニ ュアルで変更す る こ とも考え られ る。

1.3デ ー タ交 換 協 定 書作 成 の基 本 方 針

この データ交換協定 書作成 にあた っては、次 の事項 を基礎 としてい る。

① 継続的取引に関する基本契約の存在

本データ交換協定書においては、当事者間に 「継続取 引基本契約」、 「取引基本契約」

等のいわゆる基本契約(背 景 となる取 引契約)が 締結されていることを前提 としている。

このような取引基本契約が締結されていない場合には、納品、検収、代金決済、担保責
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任その他各 種の取 引にお いて必 要 な条項を データ交換協定書 に付加 して使用 す る必要 が

あ る。要す るに、本 データ交換協 定書を利用す るにあた っては、現 実の取 引の特性 を考

慮 した修正を行 うこ とが極 めて肝 要で ある。

② 中立性 の確保

現 実のEDI契 約 において は、他 の契約 におけ る場合 と同様 に種 々の事 情か ら、取 引

当事者 の一方 に有 利 な事項が定 め られ るこ とが ある。 しか しなが ら、デー タ交換協定書

作成 の基 本 において は、この ような一 方の利 益 に偏 る契約条項 は必ず しも適切で はない

と考え られ る。 したが って、本 データ交換協 定書作成 にあた っては、 で きる限 り、 当事

者 間の中立 ・公正 を保 つ方針を とった。

③ 汎用性 の確保

EDIの 対 象 となる取引は、例えば契約の成立時期一つを取 り上 げて も、すべ ての取

引に共通 に適用 され る 「標 準」を作成す るこ とは不可能で ある。 また、 システムに よっ

ては、契約 の成 立 にいた る以前 の 「商談情報」 を伝送す る場合 も有 りえ 、 これ らの ヴァ

リエー シ ョンを網 羅 的 に記述 す るこ とは不可能 である。

これ らの事情 にて ら し、本 データ交換 協定書作成にあた っては、取 引のEDI化 に伴 っ

て、当事者 間で定 め るべ き必要最低 限の事項 を取 り上 げ るこ とによ り、 ある程度の汎用

性 を付与す るこ とを意 図 した(た だ し、後述 す るように、継続 的な取 引の 中で商 品の受

発注 を電子的デ ータ交換 によ って行 うこ とを前 提 として いる)。 したが って、本データ

交換協定 書を利用す る場合 には、現実 の取 引の特性 、利用す る システ ムの種類、伝送 す

る情報 の種類 に応 じて、 これを適宜修正す る必要が ある。

④ 想定 した シス テム

本デー タ交換協 定書作 成 にあた って想定 したEDIシ ステ ムの枠組 は、主 と して、物

品売買 に関す る取 引当事者が 、VAN事 業者を介在 させ ず、発 注 デー タお よび受注 デー

タの双方を伝達 す る場合 であ り、か つ、送 信者がデータ伝送 を起 動 し、相手方 の指定 さ

れた メールボ ックスに当該 のデータを書き込む いわゆ る双方向型の場合 を想定 して いる。

⑤ 運用 マニ ュアル との関係

本 データ交換協定 書は 、ある程度 の汎用性 が あるもの とす るため、取 引のEDI化 に

伴 って必 要 と思 われ る最低 限の事項 に とどま っている。 この汎用性 を確保 す る上では、

本来 な らば協 定書本文 中に記載すべ き事項 も、 いわば下位規範で あ る 「運用 マニ ュアル」

に記載 して ある事項 が ある。 この代表 的な ものは、デー タ交換 の安全 お よび信頼確保 の

ため の手順 に関す る事 項で あるが、各取 引においては、必要 とされ るデータ交換の安全

確保 のための手段 ・手 順は異な るで あろうこ とが前提 にあ るため であ る。
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⑥ 既存の取 引契約 との関係

本デー タ交換 協定書 は、それがすで に当事者 間に存在 して いる 「背景 とな る取 引契約

(underlyingcommercialcontract)」 に影響を与え な い との方針の もとに策定 して いる。

したが って、可能 な限 り継 続的取 引契 約、商 品売 買契約等 の名称で締結 され る既存 の継

続 的な取 引の基本契約 に影 響を及 ぼ さない ようにデー タ交換協定を定 め るべ きであ る。

データ交換協 定 に伴 って基 本契約の 内容を変更 す る必要が ある場合 には、基本契約 を改

定す るこ とが望 ま しいで あろう。

⑦ 各種の法規制 との関係

取 引分野 によ っては、各種の業法 による規制 があ る。 また、取 引が 下請 法 の適用 を受

け るもので ある場合 には、書面交付義務や その記載事項が定 め られ てお り、 その条 項を

遵守 しなけれ ばな らな い。 しか しなが ら、 これ らの法規 制を網羅 的 に包 含す る標 準契約

を作成す るこ とは不 可能で あ り、本デ ータ交換 協定書 においては、 これ らの法規 制を考

慮 す るこ とな く試案 を作 成 して いる。 そ こで現 実 に本 データ交換協定 書を利用 して具体

的なデータ交換協定 書を作成す るにあた っては、 これ らの法規制 に適 合化 させ る必要が

あ る。

⑧ 国際的な視野

本データ交換協定 書は、 国内取 引に適用 され るこ とを前提 として作 成 され て いる。 し

か し、EDIに は国境が な く、国際取 引 に適用 され るデータ交換 協定 との整合 性を 図る

必要がある。 そのため、署名 ・原本 な ど文 書 に特有 な問題 につ いて電子 デー タの場合 に

どの ように扱 うかな ど我が 国の制度上必 ず しも必要 でな い事項 は規定 していな いが 、U

NCITRALの モデル法案やECE/WP。4の モデルデータ交換協定 書等を参考 に

し、国際的な動 向 もある程度視野 に入 れた契約条項 とな って いる。

1.4デ ー タ交 換 協 定 書 利 用 の 留 意 点

本データ交換協 定書は、全13条 か ら成 り、各条項 に関す る詳 しい解説 につ いては、

3の 「データ交換 協定書(参 考試案)の 逐条解説 」を参照 され たい。 なお、 これ まで述

べて きた ところか らもわか るように、本デー タ交換協 定書は、上述 の基本 方針 に基づ い

て作成 した もので あ り、具体 的な取 引 にそのまま適 用で きるわけで はな い。す なわち、

本 データ交換 協定書を利用 す るにあた って は現 実の取 引の特性を考慮 した修正 を行 うこ

とが極めて肝 要で あ る。本デー タ交 換協定書 では、立案 の趣 旨や 問題 点な どについては

「コメ ン ト」で解説 して いるので、その意 図を十 分 に理解 した上 で、各業界 に とって適

切 な標準協 定書を作成 す る必要が ある。
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データ交換協定書(参 考試案)
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2.デ ータ交換 協定 書(参 考試案)

以下 に、作 業部会 を 中心 に作成 した 「データ交換 協定書(参 考試案)」 を 示す。

デー タ交換協 定書(参 考試案) ver.1.0

(以下 「甲」 という)と (以 下 「乙」 とい う)と は 、

甲を発注者 、乙を受 注者 とする甲乙間における別紙記載 の商品に関する継続 的取 引

(以下 「本件取引」 という)に 基づ く個別の契約(以 下 「個別契約」 という)を 電子

的なデータ交換 によ り成立 させ ることに関 して次の とお り協定を締結する。

第1条 デ ー タ交 換 の 実 施

甲お よび乙は、本件取 引に関す る個別契約 をデータ交換 に よ り成立 させ ること

に合 意す る。

第2条 運 用 マ ニ ュア ル

1.デ ー タ交換 の実施 に必要 な システム、送信手順 、メッセージ構成、伝達す るデー

タの種 類 、 シス テ ムの稼 働時 間 その他 の細 目は 、 甲乙 間で別 に定 め る データ交

換運用 マニ ュアル(以 下 「運用マニ ュアル」 という)で 定め る。

2.甲 お よび 乙は、運 用マニ ュアルが この協定 と一体 をな し、 この協定 と同一の効

力を有す るこ とを相 互 に確認 す る。

3・ システムの変更 その他 の事 由によ り運 用 マニ ュアル を変更 す る必要 が生 じた場

合 には、 その変 更 に伴 う費用負 担を含 め、 甲乙 間で事 前 に協 議 を行 い合 意の う

え変更す る。

第3条 デー タ交換 の安全お よび信頼確保 のための手順

甲および乙は、データ交換の安全確保のため下記各号の全部またはいずれかの

手順を実施す る ものとし、その実施の手順の内容は運 用マニ ュアルに定めるこ
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とに合意す る。

(1)発 信者 の 同一性 の確認手順

(2)発 信者 の作成権 限の確認手順

(3)デ ータ入力誤 りの確認手順

(4)伝 送途上 におけ るデータ変質 の確認手順

(5)そ の他 甲お よび乙が合意 す る事項

第4条 デ ー タの 伝 達

データの伝達 は、運用マニ ュアル に定 め る方法 によ り、相 手方 の メール ボ ック

スに書 き込 む こ とによ り行 う。

第5条 読 み 出 し不 能 デ ー タの 取 扱 い

1.伝 達 され たデータの読 み出 しがで きない場合 デー タの受信 者は、 これ らの事情

を知 った後、直 ちに、相手方 に対 して その 旨を に よ り通知 す る。

2.前 項 に よる通知 が ある場合 、発信者 は当該のデー タを撤回 した もの とみ なす。

第6条 受 信 確 認

1,甲 または乙は、相手方 に対 し、その伝達 にかか る発注デー タまたは受注 デー タ

の受信確 認 を求 め るこ とがで き る。 この受信確 認 の方 法 は、特 段 の指 定 のな い

限 り の方法 による もの とす る。

2.前 項 の受信確認を受領 した場合 、当 該発注 デー タまたは受 注デー タの伝 達は 完

了 した もの とみ な し、その受領が な い場合 には伝達 がなか った もの とみなす。

第7条 デ ー タの 確 定

甲お よび乙は、伝 達 されたデー タが第3条 各号 に定め る安全確保 の ため の手順

に したが って作 成 ・伝送 され た場合 には、 それ ぞれ確 認 され た事 項 につ き受 信

データの内容 が確定す るこ とに合意 す る。
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第8条 個 別 契 約 の成 立

本件取 引 に関す る個別 契約は、受 注デー タが伝達 され た時 に成 立す るもの とす

る。た だ し、乙 が 甲に対 して第6条 の受 信確認 を求め た場合 に は、個 別契約 は

受信確認 の受 領 の時 に成 立す る もの と し、かつ 甲乙間 に別段 の 定 めが あ る場 合

には、 その定 め に従 うもの とす る。

第9条 デ ー タ の保 存 お よ び交 付

1.甲 お よび 乙は、それぞれの発信 にか か るデータおよび受 信にかか るデー タを 保

存す る もの とし、相手方 の請求 があ る場合 には 、 これ を相手 方 に交付 しなけ れ

ばな らな い。 た だ し、 プ リン トアウ ト ・複製そ の他 に よ りこの 交 付 に費用が 発

生す る場合 には、その費用は請求者の負担 とす る。

2.保 存 お よび交付 の細 目に関 して は運用 マニ ュアル に定 め る。

第10条 費 用 負 担

この協 定 に定 め るデー タ交換の運用 に伴 う費用の負担 は別 に定 め る とお りとす

る。

第11条 シス テ ム の管 理

1.甲 お よび 乙は、デ ータ交換 が円滑かつ安全 に実施 され るようそれぞれ システム

を管理 す る もの とす る。

2.シ ステ ムの異 常、故 障発生 時に伴 う措置 は、運用 マニ ュアル に定 め る ところに

よる。

第12条 基本 契約 との関係

甲乙間で締結 した本件取引に関する 年 月 日付基本契約書 に定めた事項 と

この協定 に定め た事項 との間に相違が ある場合 には、 この協定 の定めが優先 的

効力を有す るもの とす る。
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第13条 有 効 期 間

この協定 の有効 期間は 年 月 日か ら 年 月 日まで と し、期 間満 了の3

カ月前 ま でに 甲 または 乙か ら相 手 方 に対 し書面 によ り更新 の拒 絶 また は内容 変

更 の申出 のない 限 り同一 条件を もって更 に 年 継続す る もの と し、事 後 も同 様

とす る。

平成 年 月 日

(甲)

(乙)
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3.デ ー タ交換協 定書(参 考 試案)の 逐条解説

「データ交換 協 定書(参 考試案)」 の条文 だけで は使用者 に作成意 図が正 し く伝 わ り

に くい点 もあ り、 また、デー タ交換協定 書は各種業界 ・業 態 に共通 して参考 になる よう

に作成 され て いるが、実 際 に使用す る際には、それ ぞれ の業 界、業態 に合 った内容 に修

正す る必要が あ る。そ のため 、それ ぞれ の条文 の意 図す る ところお よび使用す るため の

留意点 な どにつ いて こ こで解 説す る。

前 文

(以 下 「甲」 とい う)と

(以下 「乙」 とい う)と は、 甲を発注者、 乙 を受注者 とす る甲乙間 にお ける別紙記

載の商品 に関す る継続 的取 引(以 下 「本 件取引」 とい う)に 基づ く個別 の契約(以

下 「個 別契約」 とい う)を 電子 的 なデー タ交換 に より成立 させ るこ とに関 して次の

とお り、協 定 を締結 す る。

(コ メ ン ト)

(1)協 定 の対象

このデータ交換 協定 書は、すで に継続 的な商 品の売 買 につ いて基 本 的な契約を締結 し

てい る当事 者 間において、個 別 的な受発 注を電子データ交換 によ って行 う場合を想定 し

て い る。

(2)協 定 の位 置づ け

デ ータ交換 協定 書 では、電子 的な手段 によってデ ータ交換 を行 うこ とか ら生ず る問題

に限定 して規 定 してい る。例 えば、商 品の 引き渡 し、検 品 の有 無 、その方法、代金 の決

済時期 、その方法 な ど本 件取 引に関わ る基 本的な問題 につ いては 、基本 契約で定 め られ

て いるこ とを前提 として いる。 また、 システムの運用方法 、電子 データの 内容 な ど細 部

に関す る合意 は運用 マニ ュアルで別 に定 め ることに して い る(第2条 参 照)。

(3)取 引の内容

前文 は、電子 デ ー タ交換協定 の 目 的を 明 らか にす る とともに、協定 の対 象 となる取 引

を明 らか にす る もので あ る。

協定 の対象 とな る取 引を別紙 に記 載す る ことと して いる。対象 とな る取 引の表示が あ

ま り複 雑で なけれ ば、別 紙 とせ ず に、前文 に書 き込む こ とあるいは取 引の対象 に関す る

条項 をお くこ と も考え られ る。例 えば、後者 の場合 には、 「第1条 本協定 は、以下 の

商 品の受発注 に適用 され る。…」 というよ うな規定が考え られ る。
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第1条 デー タ交換 の実 施

㌫ ご 本件取引　 個別契　 タ交　 成　 ∋

(コ メ ン ト)

当事 者の合意

継続 的取 引関係 にあ る甲 と乙 とが 個 別的な受発注 を電 子デー タ交換 によ って行 うこ と

に合意 したこ とを 明文 で規定 す るもので ある。前文 があれ ば、特 に本条の必要 はな い よ

うに も考え られ るが、 当事者が合意 したこ とを 明確 にす るため に本条を置 いて いる。

第2条 運用 マニ ュアル

1.デ ータ交換 の実施 に必 要 なシス テム、送信 手順、 メ ッセージ構成 、伝 達す るデ

ータの種類 、 シス テムの稼働時 間その他 の細 目は、 甲乙間で別に定 め るデ ー タ交

換 運用マニ ュアル(以 下 「運用マ ニ ュアル」 とい う)で 定め る。

2.甲 お よび乙 は、運用 マニ ュアルが この協 定 と一体 をな し、 この協 定 と同… の効

力 を有す るこ とを相互 に確 認す る。

3.シ ステムの変更 その他 の事 由 によ り運用マ ニュアル を変更す る必要が生 じた場

合 には、その変更 に伴 う費 用負担 を含め、 甲乙間で事前 に協 議 を行 い合意 の うえ

変更す る。

(コ メ ン ト)

(1)運 用 マニ ュアルで定 め る事 項

協定書で は必要 最 低 限の事項 のみ を取 り決 めて い るため、 データ交 換 システ ムの構 成

を含 め、実際にデータ交換 を行 うの に必要 な技術 的および手続的要件はすべ て運用 マニ ュ

アルで定あ るこ ととな る。 も っとも、データ交 換の運用前 に必要事項 をすべて網羅二す る

こ とは無理 が あるか も しれな い。 また、運用 マニ ュアル を定 め るにあた り前提 と して い

た事項が変 更 されれ ば、運用 マニ ュアル も変 更す る必要が 生 じて くる。運用 開始後 も、

運用 マニ ュアルを追加 ・変更が でき るように して お く必要 があ る。

1)運 用マニ ュアルにお いて定 めるべ き事項

以下 には最低 限取 り決めて お くべ き と思われ る事 項 を列挙 した。実 際 に行 われ るデ ー

タ交換 に応 じて項 目を追加 ・変 更す る必要が あろ う。

● データ交換協 定書 お よび運 用マニ ュアル上使 用す る用語 の定義

EDIに 関す る契 約上使用 す る用語 は、 まだ国際的に も国内的 に も統一一した定 義

がな い ものが多 く、誤解を さけれ るため、 当該契約 で使用 す る用語 につ いて、 明確

な定義を設 け る必 要が ある。
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● システム構成

使用 す るハー ドウェア、 ソフ トウ ェアその他 設備

● 通信

通信 回線 、通信手順 、VAN事 業者の利用の有無 その他通信方法

● デー タ交換 にお いて対象 とす るデー タ

受発注 デー タ(個 別 契約 の締結 を発 注データのみ で行 うこ とと した場合(単 方 向

型)、 発注データのみ とな る。)、 場合 に よっては受 信確 認デ ータや その他 、見積、

納 品確認 、請 求等 もデータ交換 システム上 で行 うこ とが考え られ る。

● データ に書 き込 む 内容

発注 データであれ ば、発 注す る物 の種類 、数量 、納 期、納入場所等 、

*下 請代金支 払遅 延等 防止 法 の適用対象 となる場合 に は、発 注 内容が 「磁気 記録 媒

体等」 に記録 され 、明確 に書面 に表示 され るように しておか なけれ ばな らな い。

その際 の発 注内容 につ いて も記載すべ き事項が定め られ て いるので 、当該 法令 に

沿 った対応が必 要 となる(下 請法弟3条 および関連規則)。

● データ内容 の誤 りが発 生 した場合の措置

記載 すべ き事項 が記載 され て いなか った場合等の相手 方へ の通知義務 の有無 、通

知手段 、通知が なか った場合 の当該 データの効力等

● 読み 出 し不能 デー タの取扱方法(第5条 コメ ン ト参 照)。

● データ交換 の運 用

データ交換 の運用 にかか る費用負担(第10条 コメ ン ト参照)、 運 用 日、時間、運

用 時間外 に受領 したデー タの取扱 い等、

発注 データ受 信後受 注デー タ返送 までの期間、返送が なか った場合 の効果等(受

注 データが定 め た期 間 内に受信 されなければ発 注を拒否 した とみなすな ど)、

● デー タ交換 の安全確 保 のための手順(第3条 コメ ン ト参照)。

● デー タの伝送

技術 的な伝達 方法 に関す る定め(第4条 コメン ト参照)。

● 受信確 認の方法 お よび形態 、受信確認受領 までの期 間

第6条 に よ り受 信確認 が必要 な場合 の方法 の詳細(第6条 コメ ン ト参照)。

● デー タの保存

方法 ・範 囲 ・期 間等 お よび相手方へ の交付方法(第9条 コメ ン ト参照)。

● システムの管理 お よび保守 の方法 ・手順 、異常時 の措 置

双方の管理責任 者 、相手 方へ の連絡 方法 、 日常 の管理 ・保守方法 、異 常発生 時 の
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具体 的な措置お よびその間 のデー タ交換の代替手段 とそ の効果(第11条 コメ ン ト参

照)。

(2)運 用マニ ュアル の効力 お よびその変更

運用マニ ュアル は協定書 と一体 とな り法 的拘束力を もつ。運 用マニ ュアル は記載 事

項 の変更は協定書 の変更 と同様 の効力を有す るたあ、書 面(覚 書等の契約)に よる こ

とが必要で ある。 もっとも、変更 内容 によ り相手方へ の通知 で足 りる もの と、変更 契

約が必要 な ものが考え られ る。なお、運用マニ ュアル の変更 に よ り、協定書 の内容 と

矛盾が生 じる ときには、協定 書の変更 も必要 となる。 ま た、基 本契約 との整合性 も注

意 しなけれ ばな らない。基 本契約 と矛盾が生 じる場合 、第12条 で、基本契約 よ り運 用

マニ ュアル および協定 書が優先 す る と規定 してい る。

協定書 と運用 マニ ュアルの 間に齪齢が生 じた場合 の優 先順位 につ いて も協定書 あ る

いは運用 マニ ュアル に規定 す る必 要が ある。

第3条 データ交換の安全お よび信頼確保 の ための手順

甲お よび乙は、デー タ交i換の安 全確保 のため下記各号 の全部 またはいず れかの手順

を実施す る もの と し、その実施の手順 の内容 は運用 マニ ュアル に定 める こ とに合意す

る。

(1)発 信者 の同一性 の確 認手順

(2)発 信者 の作 成権 限の確 認手順

(3)デ ー タ入力誤 りの確 認手順

(4)伝 送途上 におけ るデ ータ変 質の確認 手順

(5)そ の他 甲お よび乙が合意す る事項

(コ メ ン ト)

(1)本 条 の趣 旨

本条 はデ ータ交 換 の安全 お よび信 頼確保 のたあの手順 を定 め た規定 であ る。EDIに

おいて は取 引が電子化 され るため に、紙 ベースの取 引に比 べ 、受信 した メ ッセー ジ上 で

相手方 の同一性や その権 限 につ いて確認す るこ とが困難 とな る。 そ こで伝送 されたデ ー

タの発信 者 の同一性 の確認(identification)、 発信者 の作成 権 限の確認(authorization;

ここでは当該 データ発 信 に関 す る決済権 限の意 味で用 い る。)、 伝送途 上でデー タの 変

質が ない ことの確認(dataintegrity)、 データ入 力の誤 り(dataentryerror)が ないこ と等

の点 につ いて、予 め確 認の手 順を定 めてお く必 要性 も生ず る。 この ような確認 のため の

手順 を定 めておけば、受信 したメ ッセー ジが この手順 に したが って作成、伝送 されて い

ることを確 認す るこ とによ り、無権 限者 による発信やデー タの改鼠、入力 の誤 り、伝 送

途上 におけ るデー タ変質 な どに対応 す るこ とがで き、受信 した メ ッセー ジに対す る受 信
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者 の信頼を保護す るこ と も可 能 にな る。 も しこの ような手順 が定 め られて いな い と、 例

え ば無権 限者が デー タを作 成 ・伝送 した場合 や伝送途上で メ ッセー ジが変質 した場合 の

処理 は民法の一般 原則 に よる こ ととな り、表見代理、錯誤 等の困難 な問題を生 じ、電 子

取 引の迅速 ・円滑 を阻害 す るおそれ もあ る。

(2)各 手順の具体例

第1号 の発信者 の同一一・[tsの確認手順 としては、パスワー ド、電子署名、暗号化等があ る。

第2号 の発 信者 の作 成権 限の確認 手順 としては、 データ発信可能 な端 末を権 限者 で な

ければ使用で きな いように制 限す ること、メ ッセー ジ上 に作成権 限者 の電子署 名を付 す

る等の方法が ある。

第3号 のデー タ入力 の誤 りの有無 に関す る確認手 順 と しては、入力 され たデータ値 の

異常性を排除す る ような仕組 を用い るものが あ り、値 の上 限 ・下 限を設 定 し、 この範 囲

を外れ た ものは異常 デー タ と して排 除す る、商品 コー ドと商 品名 の双方 を送信す るよ う

に して これ らが一致 しな い場 合 にエ ラーデータ とする等 が あ る。これ らの手順 の採用 に

よ り、一定程度、商 品の数量 、種類 に関す る リス クを軽 減す ることも可能 になろ う。

第4号 の伝送途 上 におけ るデータ変質 の確認手順 としては、パ リテ ィーチ ェ ックや 暗

号化 が挙 げ られ る。後 者で は 、暗号化 され たデータが伝送 途上 で変質 した場合、 これ を

所定 の鍵 によって復号 して も意 味をなす メ ッセー ジが再現 され ないこ と とな り、 これ に

よって変質 が判 明す る。

(3)各 手 順の選択基準 等

本条 では、以上 の項 目を例示 して いるが、多 くの場合 、これ らの安 全対策(ト ラ ンズ

ア クシ ョン セキ ュ リテ ィ)を 講ず る ため には費 用が必要 にな る。ま た取 引の 種類や 実

態 に よ り、必要 とされ る安全 対策 の種類や程度 も異 なる と考え られ る。 したが って 、現

実 に適用 され るデー タ交 換協 定を作成す る場合 には、 これ らの安全対策 の うち必要 な手

順を選択 し、 また業種 の特殊 性 に応 じ、第5号 に掲げて い るように他 の手順 を加え る必

要 もあろ う。 この例 と しては 、特 に慎重を要す る システ ムの場合の、 申込み に対 して 単

に諾否 を通知す るので な く、 申込 の内容を繰 り返 した上で 承諾す る 旨の メ ッセー ジを 送

るこ ととし、 この両者が 一致 して は じめて個別契約が成立 す る という一'連の手段 を採 用

す るこ と、な どが考え られ る。

いずれ に して も各 手順 の詳細 は運用マニ ュアルで定め、 これが履践 され て いるか どう

かが事後 的に も確 認で き るようにす る必要が ある。

な お、上述 の ように、実 際の協定 にお いて どの ような安全対策 のため の手 順を採用す

るかは、伝送 されるデータの重要度を勘案 して、ある手順を採用 した場合 に要する費用
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(ハー ド・ソフ トの コス ト等)と これ に よって得 られ る効果 を考 量 して決定す るこ とと

な ろう。

第4条 デー タの伝達

エ ニ慧 漂:ユ アル蹴 る拠 り・相　 メー≡]

(コ メ ン ト)

具体 的な伝達 方法 につ いては、運用 マニ ュアルで定め る。

ここでは、発信者 がデー タを発信 して、相手方の メール ボ ックスにデー タが到達 し、

読み 出 し可能 な状態 にな った ときを デー タの伝達 として いる。 間にVAN会 社が介在す

る場合 の ように、具体 的なデータ交 換 システムの構成 によ り、定 め方が異 なるこ ととな

る。

第5条 読み 出 し不能 デー タの取扱 い

1.伝 達 された データの読み 出 しがで きない場合 、デー タの受信者 は、 これ らの事

情 を知 った後、直 ちに、相手方 に対 してその 旨を に よ り通

知す る。

2.前 項 に よる通知が ある場合 、発 信者 は当該 のデー タを撤 回 した もの とみなす。

(コ メ ン ト)

(1)読 み 出 し不能 データの取 扱 い

本条は、発信者か ら受信者 に伝達 され たデー タ(発 注デー タ)が 、受信者 の責 に帰す

べ き事 由によ らない何 らかの原因(技 術上 の原因)に よ って、読み 出 し不能 とな った場

合 の取扱 いを定 めている。注意 しな けれ ばな らな いのは、 ここで の発信者 ・受 信者 は、

発注者 ・受 注者 と読 みかえてはな らない という点であ る。見方を変え れば、発 注者 ・受

注者 はいずれ も発 信者 ・受 信者 にな りうるので、当事 者の公平性が 強 く要請 され る とこ

ろである。か か る場合 、受信者は、発 注デー タが読み 出 し不能で あ るこ との通知義務を

課す こ とが 求め られてい る。 ただ し、読 み 出 し不能 という事実 は、第8条 にお け る契約

の成否 とも直接関わ り(原 則 として 「受 注デー タ受信の時点 」に個 別契約は成立す る。

第8条 参 照)、 様 々な具体的状況が想 定 され るため、発信者 ・受 注者 いずれ に も不 利に

ならない よう、単方向 ・双方 向型共 に場合を分 けて具体 的な取 り決 めをす る必要が あ る。

例 えば、

1)伝 達 され たデー タが受信者側 に到達 した痕跡 は認 め られ るが読み 出 し不能 の場合

原因 と して人為 的な操作 ミス(暗 号化処理 の誤 り)、 ソフ ト・ハー ド的な トラブル、
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第三者 の介入(ハ ッカー に よる発 注な ど)が 考 え られ る。 この場合 、本条 に従 った対

応 で足 りるが、 あ くまで も伝達 データ内容が読 み とり可能 な状 態で伝達 され、発信者

が確認 で きるこ とが原 則 となる。受信者側 に過大な通知義務(誰 が発信者 で あるか、

あ るいは伝達 内容を定 期 的に確認すべ き義務 を負担 させ るな ど)を 負わせ な いよ う配

慮 が必要 であ る。受信 者側 に到達 した痕跡のみ によ って は、発 信者 す ら確 認で きない

場合 には、本条 の予定 して いる 「通知」 その ものの対象 とな る前提が欠け るため(す

なわ ち、読み 出 しそ の ものがで きない)、 受 信者は本条 の通 知義務 を免 除 され 、当該

データは伝達 されなか った もの とす るべ きであ ろう。

第6条 に よって、受信確 認手段が定め られてい る場合 に も、伝達 され たデー タ内容

その ものが読 み 出 し不 能 に もかか わ らず、 システ ム上 の 自動 的 に受 信確認 が なされ る

こ とも多 い とみ られ るが、 この場合 には、第6条2項 で はな く本条 によって発信者 は

デー タを撤 回 した もの とみ なされ る。

2)読 み 出 し可能 で あるが内容 に誤 りが ある場合

読み 出 し可能 なデータに対 して 内容 に誤 りがある場合を本条 では対象 と して いない。

しか し現 実 には、デ ー タ内容の全部 または一部 に明 らか に動機 の錯誤 や操作上 の ミス

(キ ー ボー ドの打 ち間違 いな ど)が み られ る場合 、受信者 に通 知義務が な い とす るこ

とには、継続 的取 引な どを前提 とす る と、疑 問の余 地が ある。 この場合 に も、 当事者

の公平 に配慮 しつつ妥 当な対処方法を運用マニ ュアルで定め るべ きであろ う。

なお、入力 デー タの誤 りの有無 の確認手段(第3条3号)と の関係 で も、受信者 の

負担が大 き くな らな い よう、一定 の基準 によって システ ム上 で 自動処理が で きるよう

な合意 をなす こ とが望 ま しい。

(2)読 み 出 し不能 の通 知

伝達 され たデータが読み 出 し不 能で ある場合 の通知 方法(手 段 、通知 時間等)に つ い

て も取 引のタイ ミングを失 わせ な いよう配慮 して(迅 速性 が要求 され るこ とが多 い)、

具体 的に運用 マニ ュアル で定 めてお く必要があ る。 この場合の通知方法 としては、電子

メール ・FAX・ 電話 ・郵便 等の方法が考え られ るが 、で きれ ば電話 の ように 口頭 によ

る通知で はな く、後 に証拠が残せ るような方法 で行 うこ とが望 ま しい。

(3)読 み 出 し不能通知 の効果

受信者か ら前項 の読 み 出 し不能 の通知がな され た場合 には、発信者が 当該 発信 デー タ

を撤 回 したもの とみな され る。場合 に応 じて、当該発信 データを撤 回した上 で、発 信デー

タの再送 を義務 づけ るな どの取 り決め にす る事 も考え られ る。取 引内容 に よっては、読

み 出 し不能 の通知 につ いて一 定の通知期 限を設け、期 限が過 ぎた場合 は、 リス クの負担
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は通 知を しなか った側が負 うな どの取 り決あをす るこ とも考え られ る。なお、単方 向型

で発 注のみで契約が成立す る場合 には(受 注者の承諾 につ き包括 的合意 ある場合)、 受

信者 の立場の保全を考慮 し、 あ らか じめ運用マニ ュアル に基づ き発注デー タが伝送 され

た ことを証 明す る手順の合意が必要 で あろう(第8条 コメ ン ト末 尾参照)。

(4)VAN会 社の システ ムを介 したデ ータ伝達

VAN会 社介在 型の双 方 向 システムを前提 とし、情報処理 の一 環 と して第6条 の受信

確認 が行われ る場合 には どの ように考え るべ きであ ろうか。個別 の約 定 による受信確認

が本条 に優先す るもの と し、読み 出 し不能の場合 で も、撤 回 とみ な さな いようにす るこ

とも考 え られ よう。例 えば、VAN会 社 が発注者受 注者 間の媒介責任 を負担す る約定 に

基づ き、発 信者受信者 間の意思伝達 にっ いて、FAX、 電話 その他 の手段 によ り運用マ

ニ ュアルで定め られ た受 信確認を代行 す る場合 であ る。すなわ ち、前 もって定 め られ た

頻度 でVAN会 社 が発 注者受注者の メール ボ ックス にア クセ ス して受信確認 を代 行す る

システムを前 提 とすれ ば、読み 出 し不能 という事態 は大事 故 によ って通信途絶 で も起 き

ない限 り想 定 しに くいか らであ る。す なわ ち、 この場合 には本条(第5条)並 び に第6

条 、第8条 における意思確 認手段 に よることな く、VAN会 社 自身が 当事者 との個 別契

約 に基づ く代行責任 を関係 当事者 に対 し負担す るもの といえ よう。

第6条 受 信確認

!.甲 または乙は、相手方 に対 し、 その伝達 にかか る発 注デ ー タまたは受注 デ ータ

の受信確認 を求 めるこ とが で きる。 この受信確 認 の方 法は、特段 の指定 のない限

り の方法 に よる もの とす る。

2.前 項の受信確 認 を受領 した場合 、 当該発注 デー タまたは受注 デー タの伝達 は完

了 した もの とみ な し、 その受領 が ない場合 には伝 達が なか った もの とみなす 。

(コ メ ン ト)

(1)受 信確認の意味

受信確 認 とは、伝達 され たデータが到達 した という事実を通知 す るこ とで ある。これ

は、伝達 され たデータの 内容 を了知 したこ とを意味す る ものではな い。 また、 それ 自体

は、伝達 されたデータの 内容 に対す る受信者側 の意思表示(例 え ば、申込 に対す る承諾)

を意 味す る もので もな い。

この受信確認 は、デー タが到達 した という事 実の証 明に際 しては決定 的な意 味を有す

るが、それ以上 に受 信確 認 に どの ような法的効力を これ に持 たせ るか につ いて は、当事

者 間の合 意 によることになる(例 えば、本条2項 、8条 ただ し書)。

(2)相 手方 に対 す る受 信確認 の要否
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第1項 では、受発注 の当事者 であ る甲または 乙は、その相手 方 に対 して 「受信確 認を

求め るこ とがで きる」 と規定 して いる。 これ とは異 な り、デー タの伝達が あれば常 にそ

れ に対す る受信確認を行 うもの とす る、 と定め ることも考 え られ る。 しか し、それは、

その ため の通 信 コス トの負担 を考 え る と必ず しも合理 的ではな い場合 があ り、 また、取

引の種類 に よ って は、受信確認 を必 要 としない とす るほ うが妥 当な場合 もあ る。

(3)受 信確認 の方法

① 受信確認 の方法の選択

受信確認 の方法つ いては、その伝達 の手段、内容 お よび時期等 につ き種 々のあ り方

が考え られ 、 それ らを あ らか じめ約 定 してお く必要が あ る。例え ば、手段について い

えば、受信確 認 も受発注 のデータ交換 と同様の システムを使 って電 子的に伝達 され る

場合が多 いで あろうが、電話や ファクシ ミリ等による とす るこ とも考 え られ る。 した

が って 、その方法の詳細 につ いては、運 用マニ ュアル に譲 るという規定 の仕 方 も考 え

られ る。 そ こで定め た受信確認 の方法 が著 しく信頼性を欠 くもので あ るような場合 に

は、第2項 に定 め る受信確認 の効力が認 め られ ないこ とにな り、 その方法 を定 め るに

あた って はその 内容 に十分留意す る必要 があ る。

②VANシ ステムを介 したデー タ交換 と受信確認

本協定 書 では、デー タの伝達 につ いては、相手方の メール ボ ックスにデータを書 き

込 む という方式 の システムが前提 とな っている(第4条)。 それ とは異 な り、データ

交換がVAN会 社 を介 して行われ、VAN会 社 に伝送 され た受発 注 データが そこに置

かれ た メール ボ ックス に仕 分け され、受信者がそれ にア クセ スす る という方式が とら

れ る場合 も少 な くない。 この場合 も、受信者側が電話や フ ァク シ ミリで直接 に受信確

認を伝送す る もの とす るときには、本条 に したがって処理す るこ とが で きる。 しか し、

例え ば、VAN会 社 に よって これを代行す る方法が と られ るこ ともあ り、 この場合 の

受信確認 につ いて は、両者 の関係 に応 じて種 々の態様が考 え られ 、本条が その まま妥

当 しない こ とが多 い。 甲 ・乙双 方 とVAN会 社 との関係 やそ こで のネ ッ トワー ク利用

に係 る契約 ・協 定 に則 して、受信確認の方法やその効果 を規定 す るこ とが必要 とな る。

(4)受 信確認 の法 的効果

① デー タ伝達 の完了

第2項 では、受信確認 の効果 として、 「受信確認 を受領 した場合 、 当該発注デー タ

または受注 デー タの伝達 は完 了 した もの とみな し、その受領 がな い場合 には伝達が な

か った もの とみなす。 」 とい うみ な し規定をお いてい る。

これ に よって、 甲が 乙に受信確認 を請 求 してそれ を受領 した ときには、 甲の 申込み

は到達 した こ とにな り、乙は これ に拘束 され ることにな る(民 法521条1項 、524条 参

照)。 逆 に、乙が 甲に受信確認 を請 求 してそれを受領 した ときには、乙の承諾は到達
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したこ とにな る。本協定 書では、契約の成立 につ き発 信主義 による民法 の規定(526

条1項)と は異 な り、受 注デー タが伝達 され た ときに成立す る とす る立 場を採用 され

てい る(第8条 本文)。 それを受 けて、 乙が 甲に対 して受信確認を求 めた場合 には、

受信確認 の受領 の時 に個別契約が成立す る もの とす る、 という条項が 置かれて い る

(第8条 ただ し書)。

なお、受信確認 の受 領 には、データ伝達 の完 了の効果が与 え られ るだけで 、それ 自

体 は、伝達 され たデー タの内容を 了知 した ことな い し了知 可能 とな った こ とを意 味す

る ものではない。 したが って、受信 され たデー タの読み 出 しができな いこ とが 判明 し

たような場合 には、 その場合 の受信確認 には、上記 の ような契約の 申込みや 契約 成立

の効果は生 じな い。

また、本条 に よれ ば、逆 に受信確認 の受領 が ない場合 には、伝達が なか った もの と

み なされ る。受 信確認 を求 めた場合 には、実際 には受 信がな されて いて も、本条1項

所定 の方法 による受信確認 が伝達 され請 求 した者 に よってそれが受領 され な い限 り、

伝達 されなか ったこ とにな る。すなわ ち、 この場合 には、 甲の発注 データ(申 込み)

は伝達 されなか った ことにな るか ら、 甲は 申込み に拘 束 され ない し、乙の受注 データ

(承諾)は 到達 しなか ったこ とになるか ら、契約 は成立 しない(第8条 参照)。

このような規定 の仕 方(み な し規定)の ほか に、受 信確認が あれ ば、デー タの伝達

の完 了が推定 され ると規 定 して、 デー タ伝達 の相手 方 に反証を認 め る という規定 の仕

方 も考え られ る(推 定規定)。

② 受信確認を受領す る前 の履行準備等

受信確認を求 めた場合、受信確認 の受領が ない場合 には、伝達が なか った もの とみ

な される。 したが って、受信確認 を受領す るまでは、 当事者が契約 に係 る種 々の処理

を行 う場合 、それは、 それ ぞれ の費用 と責任 にお いて行 われ るこ とにな る。例えば、

乙が 甲に対 して受 注デ ータの受信確認 を求 めなが ら、 それ と併行 して履行 の準備等を

した場合 、 甲か らそ の受信確認が伝達 され なか った ときには、それ に係 る費用等 の リ

ス クは乙が負担 すべ きこ とになる。当事者 間の事情 に よっては、その趣 旨を 明文化 し

た条項を置 くこ とが望 ま しい場合 もあ る。

(5)受 信確認 の伝 達 の安全 お よび信頼確保

受信確認 は、受発 注 のデータ交換 と同様 の システムを使 って電子 的に伝 達 され る場合

も少 な くな い。そ の場合 、伝送 に際 してのデー タの食 い違 いや無権 限者 による伝送 等に

対す る安全お よび信頼確保 のための配慮が必要 とな る。それ につ いては、本協定 書 によ

る場合 には、第3条 で定 め るデー タ交換の安全確保 のための手順 を履 践 して受信確 認を

受領すれば、受信確認 がな された もの と解 され る(第7条 参照)。
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第7条 デー タの確 定

甲お よび乙は、伝 達 されたデー タが第3条 各号 に定 める安全確 保のた めの手)1に

したが って作成 ・伝 送 された場 合 には、それぞれ確 認 された事項 につ き受信 デー タ

の内容が確 定す ることに合 意す る。

(コ メ ン ト)

(1)本 条 の趣 旨

本条 は第3条 の 規定 を受 けて、安 全 お よび信頼確 保 のための手順 が履 践 され た場合 の

効果を規定 す る。す なわ ち、第3条 で規定す る手順が履践 され てい るこ とが確認 され た

場合 にそれぞれ確認 され た内容 につ いてデータが確定す る とい う効果 が発生す ることを

定あて いる。例え ば、第3条 の発信者 の同一性 の確認手順 の履践(決 め られ たパ ス ワー

ドの使用 等)が 確認 され た場 合 に、データ発信者がデ ータ上 に表 示 され た名義人 と同一

であ るこ とに確定す る とい うことである。

(2)主 張立証 責任 との関係

本条 の規定 は、 訴訟 におけ る主張 立証責任 と関連 す る。例え ば、EDIに よる契約 の

申込 がな され受 信者が これ に対 し承諾 した場合 に、 これ に よ って成立 した契約 に基づ く

請求 をす る ときの主張立 証責 任 は、 当該契約 による法律効 果の発生 を主 張す る者、す な

わち原則 と して受信者が 負担 す るこ ととな る。 したが って 、受信 したメ ッセー ジが真 に

相手方が作成 した もので あるか どうか、発信者がデー タの 作成 ・伝送権 限を有す るか ど

うか 、データが伝送途上 にお いて変質 して いるか どうか、 な どにつ いて争 いが ある場 合

には、受信者 は、 これ らの事項を主張 ・立証 しなけれ ばな らな いこ とが多か ろう。 ただ、

EDIに おいては、 こ う した立証は一般 的には困難 であ る。

本条の規定 に よ って、第3条 に基 づ いて定あ られ た手 順の履践 、す なわ ち定 め られ た

パ ス ワー ドの使用 、暗号鍵 の使 用等の事 実を受信者が証 明 すれば、 これ に対応 す るデ ー

タで あるこ とが確定 され るこ とにな るが、 これ らの事実 の 証明は比較 的容 易であ る。 例

えば、パ ス ワー ドの使 用 であ れば受 信者 に送 信 され たパ ス ワー ドを確認すれ ば よ く、 ま

た暗号鍵 の使用 の事 実は 、意 味あ るデータ として復元 され るこ とか ら証 明 され る。

(3)デ ータの確定 の意味

本条ではデ ータ の確 定 とい う用語 が使 用 されてい るが 、その意 味に注意 す る必 要が あ

る。

第3条 の手順 の履 践 の効果 に関す る定 め方 と しては 、一般 的 には、確認 され た 内容 の

事実を推定す るとす る とい う方法 と、 これを見倣す(擬 制)と いう方法が あ りうる。 こ

の両者の相違 は、前者 で あれ ば反証 が許 され るのに対 し、 後者で はこれが許 されな い と
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いうところにあ る。 しか しな が ら、第3条 の手 順を履践 した場合 の効果 として、 この両

者 の うちいずれを採用すべ きかを一律 に論 ず るこ とは困難 で あろう。なぜ な らば、例 え

ば同一 性確 認のための手順 と して暗号 システムを採用 した 場合で あ って も、その強度 に

は高低 があ り、 また安全対策 に関す る技術 の進展 に伴 い、 これを 阻害 す る技術 もまた進

展 す ることも予想 され、推定 的効果 に留 め るのが妥 当か、擬 制 的効果 まで認め るかを一

律 に決定す ることには 問題が あるか らであ る。参考試案で は、 と りあえず第3条 の手 順

を履 践 した場合の効果 として 「確定 」 という文言を使用 して いるが 、 もし、 この効果 が

いずれで あるかを 明確 に した い場合 には、上記の 問題 も考 慮 した うえ、そ の趣 旨を文 言

上 も明 らか に規 定す る必要が あろう。

(4)確 認手順 と効 果の対応

採用 され た確認 手順 と効 果 とが対 応 して いな い場 合、場合 に よって その ような効果 が

認 め られな いこ とが あ りうるので、 この点留意が必要で あ る。 これ に関 して は米 国の 統

一 商法典第4A編 の電子資金移動 に関す る規定で用 い られ る 「安全保 護手続 き(security

proceduer)に お け る 「取 引上の 合理性(commercialreasonableness)」 の 概念が 参考 とな

る。

この概念 は、必 ず しも技術上の観 点だけか ら安全 対策 に伴 う効果 を 定め る規定で は な

いが、例えば、採用 され た確 認手順 が高度 の安全性を保証 す る もの(強 度 の強 い暗号 に

よる暗号化が採用 されて いる場合等)で ある場合 には、単 に固定 的なパ ス ワー ドのみ を

採 用 して いるような場合 に比 べて 、 同一 性の確認 につ いて のメ ッセー ジに対す る信頼 が

よ り強 く保証 され る という考 え方 であ る。 この ような考え 方 は、 当事者 間において見 倣

し規 定をお く場合の参考 になろう。

なお、第3条 の 手順の定め方 に よ ってはその履践 を受信者が知 り得 ない ことが ある 。

その ような手順の履践を要件 として も、受信者 は手続 きが 履践 され たこ とを立証 でき な

いため、法律 的には、本条 に よる効 果を受け得 ない場合 もあ るこ とには留意す る必要 が

あ る。本条の規定は、諸外 国 ・諸 国際機 関が作成発表 して い るEDIモ デル契約 に比 べ

て、デ ータ交換の安全 および信頼確保 のための手順 に関す る規 定 に加え て、 これ を履 践

した場合の効果 につ いて も規定 した点 に特徴が ある。

第8条 個別契約の成立

本件取引 に関す る個別契約 は、受注 デー タが伝達 された時 に成立す る もの とす る.

た だ し、 乙が 甲に対 して第6条 の受信確 認 を求 めた場合 には、個別契約 は受信確 認

の受領 の時 に成立す る もの と し、かつ 甲乙間に別段 の定 めが ある場合 には、その定

め に従 うもの とす る。
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(コ メ ン ト)

(1)本 条 の趣 旨

本条 は、第7条 でデ ー タの 内容が 確定す る旨を定 めて いるこ とを前 提 と して、個別 契

約 の成立 時点を明 らか にす る もの である。

デ ータ交換協定 にお いては、デ ー タの交換 にかか わ る問題 につ いて だけ規定 す る とい

う考え方か らすれば、個 別契約 の成立時点 につ いては取 引の基本契約 の中で規定 すべ き

で ある とい うことも考え られ る。 しか し、 ここでは、継続 的な取 引契約の 中で、電子 的

なデータ交換 に よる個 別 的な受発 注を対象 としてい るので 、特 に個別契約 の成立 時点 を

定め る明文規定 を置 くこ とと して いる。 したが って、基 本契約 の 中で個別契約 の成 立 時

点 につ いて の規定が 存在す る場合 には、本条 は必ず しも必 要な いで あろう。

継続 的な商 品の 売買契 約 において 、個別 的な受発 注 を法 的に どの よ うに構成す るか に

つ いては い くつか の考 え方が 可能 であ るように思われ る。 商 品の売 買 につ いて は、す で

に基本 契約 で合意 され て いて 、1回1回 の受発注を 出荷指 図 とそれ に対 す る応諾 と構 成

す ること も可能で あるが(そ の ように理解 して いる業界 もある ようであ る)、 継続 的 な

売買 を成立 す る もの と理 解す るのが一般 的で あるように思われ る。

(2)個 別契約 の成立時期

個別 的な売買契 約 の成立 時点を定 め るこ との意義 は、それ によ って個別 的な契約が 確

定 し、売主または買主 と しての権利 義務関係が発生す る時点を 明 らかにす る ことで ある。

民法では、 隔地 者 間の契約 の成立 時点を 申込 に対 す る承諾が発信 され た時 と規定 して

いる(526条1項)。 この よ うな隔地者 間の契約 の成立 に関 す る民法 の原則で あ る承 諾 の

発信主 義 によれば、電子 データ交換 に よる個別契約 は、法的に承 諾 と評価 され る電子デー

タの発信 時 点にお いて成 立す るこ とになる。買主の発 注データに対応 して売 主の受 注デー

タが伝送 され る場合 には、前者を 申込 、後者を承諾 と解す るこ とが できるか ら、受注 デー

タが発信 され た時点で個 別 的契約が成立す るこ とになる。 本条 は、 この ような民法 の原

則を修正 し、受 注デ ータの受 信時 に個別 的な契約が成立す る もの と定 めてい る(到 達 主

義)。 周知 の ように、民 法 に おけ る承諾 の発信主義は、 イギ リス法 に 由来 す る もので あ

るが、契約が成立 す るため には承諾 の効力が存在 す るこ とが必要で あ るとい う論理 的 な

前提 と必ず しも整合 性が な く、 その両者を どの ように理論 構成す るか につ いて、停 止条

件説、不確定効力説 な どいろ いろの学説が主張 されて いる。例えば、発信 され た承諾 が

相手方 に到達 しなか った とき に、承諾の発信 によって いったん成立 した契約 が結局効 力

を生 じな いこ とにな るの であ るが、それを どの ように説 明す るかな どの問題 が生ず るの

であ る。本条で は、 この ような民法 の原則 によらず、承 諾 に当た る受注 データが伝達 さ
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れ た時点 に個別契約が成立 す る とした ものであ る。UNCITRALの モデル法案 にお

いて もとられて いる考え方 で あ る。 隔地者 間の取 引 とい って も、 コンピュー タを利用 し

た通信 システムによ って電 子 デー タが 交換 され る場合 には 、特殊 な場合 を除 いて、 デー

タの発信 時点 と受信 時点 との 間 には ほ とん ど時間差 はな く、発信 され たデー タが何 らか

の事 由によ って受信 され なか った ときの こ とを考 え る と、 発信主義 を とるよ りも到達 主

義 によ る方が合理 的であ ろう。

(3)受 信確認 との関係

なお、受 注者が 発注者 に受 注デー タの受 信確認 を 求め た ときには、受 注デ ータの伝 達

時で はな く、受信確認 デー タの受領 時 に個別 的な契約が成 立す ると して いる。す なわ ち

個別契約 は、受注 データの伝 達時 よ りも遅 い時点で ある受 信確認 の受領 の時 に成立す る

こ とにな る。受注者が受 信確 認を求 め るのであ るか ら、契 約 の成 立時が遅 くなるこ と も

許 され るであろ う。

(4)双 方 向 システム と単 方向 システム

本条 は、発 注デ ータに対 して受注 デー タが送 信 され るこ とを原則 と して いる。UNC

ITRALの モデル法案 で も同様で あ る。現 実 に行われて い る受 発注 システムにおいて

は、発 注データのみが送 信 され、 それを応諾す る 旨の受注 データが送信 され ないこ と も

少 な くない ようであ る。 シス テ ム全体 の安全性の観点か らす ると、受注 データが送信 さ

れ る方(双 方向 システム)が 望 ま しい といえ よう。 しか し、 日用 雑貨の ように比較 的単

価が低 く常 に在庫が あ って発 注 にいつで も応 じられ るよう な商 品の受発注 な どにおいて

は、通信 コス トの節約 な どの 理 由か ら発 注デー タのみで個 別 的な契約が成立 す るとい う

システム(単 方向 システ ム)に も十 分な合理性がある といわなけれ ばな らない。本条 は、

この ような単 方向 システ ムの 存在 を否 定す る もので はない。 この場合 には、発 注 とい う

一方 的な意思表示 だけで個別 的な契約 が成立 す る というこ とではな く
、基本契約 にお い

て、発注者か らの発注 があれ ば、受 注す る という受注者の 承諾 が あ らか じめ包括 的に与

え られ てい ると解す るこ とが で き る。 この ような単方 向 システムの場合 に も、個別 的 な

契約 の成立 時点を契約 で明 らか に してお く必要が ある。発 注者 の発注 データが受 注者 に

よって受信 され た時点にお いて個別 的な契約が成立す る とすべ きであろう。例え ば、デー

タ交換協定 では、 「本件 取 引 に関す る個別契約は、発注 デ ータが伝達 され た時点に成 立

す るもの とす る。」 と規定す るこ とが考え られ る。
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第9条 デ ータの保 存お よび交付

1.甲 お よび乙 は、それぞれの発信 にかか るデ ータお よび受信 にかか るデータを保

存す る もの とし、相手方 の請求 があ る場 合 には、 これ を相手 方 に交付 しなければ

な らない。た だ し、 プリン トア ウ ト ・複製その他 に よ りこの交付 に費用が 発生

す る場合 には、 その費 用は請求者 の負担 とす る

2.保 存 お よび交付 の細 目に しては運用マニ ュアルに定 める。

(コ メ ン ト)

(1)総 説

わが 国にお いて は、電子取 引にお いて作 成 ・伝送 ・保管 され る発 注 デー タや受 注デ ー

タが 、プ リン トア ウ トを要 さずに、デー タの ままの形態 で 、税 務上 の資料 とな りうるか

どうか につ いて は明確 ではな い。 しか しなが ら、 これ らの デー タは、…般 的な取引に お

け る紙 ベース によ る取 引資料 と同様 に保 管 され るのが通常 であ ろう。

(2)第2項 の 問題 点(運 用 マニ ュアルで定 まる細 目)

本条 は、 これ らのデータの保存 お よび交付 に関す る細 目を運 用 マニ ュアル において具

体 的に定 め る 旨が規定 されて いる。運用マニ ュアルにおい ては、例 えば保存 に関す る事

項 と しては、保存す るデー タの種類、保存の方法(使 用 す るシステムな どに関す る事 項

が含 まれ るこ ともありうる)な どにつ いて定め るこ とにな り、相手方が保 存 して いるデー

タの交 付 につ いては、交付の 方法(オ ンライ ンによる引 き渡 しを行 うのか、磁気媒体 に

よる引き渡 しの方法 を とるのか、記名捺印を伴う文書の形式での引き渡 しを行うかな ど)、

交付 す るデー タの作成 形式な どの諸事項が定め られ るこ とにな ろ う。

(3)「 交付」 につ いての 問題点(交 付請求 の負担費用 の範 囲)

なお、本条は、 相手方 に対 してデ ータの交付請求 がで きる 旨を定 め 、かつ 、デー タ交

付 に要 す る費用 は、交 付請求 を行 った当事者 の負担 とす る 旨が定 め られて いる。周知 の

ように、民事訴訟法 にお いて は、挙証者 と文書所持人 との 間の法律 関係 につ いて作成 さ

れた文書 につ いて は文書 提出命令 を拒む こ とがで きない 旨を規定す るが(同 法312条)、

文 書種類 によ ってはそれが 「法律関係 につ いて作成 され た」か どうかが争 い となる場 合

もあ る。他方 、同条 は、挙証 者が 当該 の文書 にっ いて引 き渡 しまたは閲覧 を請求 しう る

場合 には文書所持 人は文書提 出は拒絶 しえ ないこ とにな って お り、参考試案第7条 の規

定を設け るこ とに より、 この ような争 いを あ らか じめ 回避するこ とが可能 となる。また、

デー タの交付請 求の費用 に関 して は、公平 の見地か ら交付 を請 求す る者が 費用 を負担 す

る旨明定 してい る。 ただ し、 データを書面化 した場合 には ケース によ っては印紙税 の 負

担 が発生す る こ ともあるが、 参考試案 におけ る交付費用 に は、書面化 に伴 う印紙税 の 負

担 までは考え ては いな い。書 面形式 に よる交付 を行 う場合 にこの ような印紙税 負担 が発
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生 しうるこ とには留意すべ き であ り、現実 にデー タ交換協 定、運用 マニ ュアルを作成 す

る場合 には、 どの ような処理 をす るか を検討 すべ きで あろう。

(4)電 子デー タの証拠法 での位置付 け

また、民事訴訟 法 上、電子 データ(電 磁 的記 録)の 証拠能力(形 式 的証拠 力)に 関 す

る明文の規定 はな いが、下級 審判例 においては、電磁 的記 録媒体を準文 書であ る として

文 書提 出命令 を許 容 した もの もあ り、民事裁 判 にお いては 、 プ リン トア ウ トされた書 面

が書証 として採 用す るこ とも多 い(*)。 ただ、電子デー タは この証 明力(実 質的証拠

力)に ついては、例 えば改 ざんが容易で しか も改 ざんの痕 跡を全 く残 さない場合 もあ る

な どの問題点 もあ る。 この こ とに照 らす と、保存 方法 につ いて合意す る場合 には、 どの

ような保存方法 を とれば十分 な証 明力を有す るか 、証 明力 に関す る補強証拠 と しての ど

の ような立証が可能 か、な どの事項を検討す る こ とには意 味が ある。

(*)UNCITRALやECE・WP4の モデルEDI協 定 にお いて は、交換 され た

データを証拠 とす るたあの合 意が存在す る。 これ は、 コ ンピュー タ ・データに証 拠

能力を認め ない法域 もあ る こ とを前提 としてい るため と考 え られ るが 、 コン ピュー

タ ・デー タの証拠能力 が認 め られ るわが 国においては 、 さ しあ た り、データ交換 協

定 にかか る合意 までを規定 す る必要 は乏 しい ように思 われ る。 ただ、特定 のデー タ

のみをあ る事実 に関す る証 拠 とす る合 意、す なわ ち証 拠契約 を締結す る場合 には、

参考試案第9条 とは異 な る規定 とな る。証拠契約条項 を置 く場合 には 、その法律 的

有効性 を含め た検討が必要 とな ろう。なお、 コンピュータの 「原本性」 に関す る 問

題は、参考試案 においては特 に触れ て いな い。

第10条 費 用 負 担

この協定 に定 め るデ ー タ交換 の運 用に伴 う費用の負 担 は別 に定 め る とお りとす る。

(コ メン ト)

データ交換 の運 用 に当た り発生す る費用 につ いて具体 的 に どの費用 を どち らが負担 す

るか、別途定 め る旨を規 定 して いる。 これ につ いては運 用 マニ ュアル で定 め るこ とと し

て もよい。 どち らか一 方が過 大な負担を負 うこ とのな いよ う甲乙間の公平 に注意 して 定

め る必要が あ る。

費用負担 につ い ては書面(契 約)に よ り定め るべ きで あろう。 い ったん定め た事項 の

変更 も同様で あ る。相手 方 に費用負担の変更を求 め るこ とがで きる場合 、例えば、 デー

タ交換 の規模が増大 した場合 や、 システ ム構成 に変更 が生 じた場合 には、見直 しがで き
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るように して お くこ とが 当事者の公平 という点か ら望 ま しい。

第11条 シス テ ム の 管 理

1.甲 お よび 乙 は 、 デ ー タ交 換 が 円滑 か つ 安 全 に実 施 され る よ うそ れぞ れ シス テ ム を

管理 す る もの とす る 。

2.シ ス テ ム の異 常 、 故 障 発 生 時 に伴 う措 置 は 、 運 用 マ ニ ュ アル に定 め る と こ ろ に よ

る。

(コ メ ン ト)

(1)シ ステ ムの管理

日々の システ ム管理 お よび保守 方 法 も運 用 と併せ て運用マニ ュアル で定 め るべ きで あ

ろう。各 々が保有 す る システ ムの管理 ・保 守にかか る費用 は通常 各 々で負担 す る と思 わ

れ るが、別 段の取 り決 めをす ることも考 え られ る。第3条 の安全 お よび信頼確保 の ため

の手順 と同様、 これ らの管理 を行 っていた場合 には、異常 等の発生 によ り生 じる損害 に

つ いて危 険を負担 しな い といった定 めをす ることも考え られ る。

(2)異 常等 の発生 時の措置

異常等が発 生 した場合 、速やか に対応策 を と らな ければな らず 、異 常等を発 見 した者

に、相手方 に対す る速やか な通知義務を課 す必要 があ る。 その際の通知 方法 、通知後 の

対応 の協議 、 どち らが危 険を負担す るか 、異常継続 中の代 替措置 、復 旧後の措置 等 につ

いて も可能 な限 り詳細 に定 め 、異常等 の影響 を最小 限に抑え られ る ように してお く必 要

があ る。

第12条 基本契 約 との関係

甲乙間で締結 した本件取引に関する 年 月 日付基本契約書に定めた事項 とこの

協定に定めた事項 との間に相違がある場合には、この協定の定めが優先的効力 を有す

るものとする。

(コ メ ン ト)

電子取 引は 、背 景 とな る取 引契約 、デー タ交換協 定 、技術 ・運用 マニ ュアル の三者 に

より一体を構成 す る。 い うまで もな く、参考試案 は、この うちのデ ータ交換 協定 にあ た

るが、背景 とな る取 引契 約 ・取 引関係 に関連す る内容 には ほ とん ど触れ てお らず 、取 引

の実施 に必要 な諸 々の事 項、 例えば、検収 の時期 および方 法、暇疵担保責 任、代金 の支

払方法お よび 時期 そ の他 の事項は、背景 となる取 引契約 によ って支配 され こ とになる。

この ような背景 とな る取 引契約は 、 いわ ゆる 「基 本契約」 によ って規律 され るこ とに

なるが、紙ベー スの取 引を前提 とす る 「基本契約」 においては、例えば、 「個別契約 は、
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注文書 と注文請 書の交換 によ って成立 す る もの とす る。」 という条項 の ように、必ず し

もデー タ交換 を前 提 に しな い条項 も存在 す る。本条 は、 デー タ交換 の当事者 間にお いて

「基本契約 」が締結 されて い るこ とを前提 とし、基本契約 とデ ータ交換 協定 の間に齪 齢

が ある場合 には、デー タ交換 協定が優先 的 に適用 され るこ とを 明文化 した。 なお、基 本

契約 とデータ交換 協定 に齪齪 がな い場合 には、基本契約 の定あが適用 され る。仮 にデー

タ交換協定 の導入 によ って背 景 とな る取 引関係 自体が変更 され る場合 には、 当然 のこ と

として、基本契約 またはデー タ交換協 定 にお いて必要な手 当てを しなけれ ばな らない。

参考試案 においては規定 を設けて いないが、デ ータ交換 によって決済を行 う場合 、請求 ・

支払処理を データ交換 によ って行 う場合 な どには、ある程 度詳細 な規定(マ ニ ュアル に

おける規定 を含 む)を 設け る必要が あ ろう。

いずれ にせ よ、 データ交換 システ ムの導入 にあた って は、 その大小 は別 として既存 の

基本契約は何等か の影響を受 ける可能性が ある。 このような点 に配慮 し、基本契約 、デー

タ交換協定 、運 用マニ ュアルの整合性 を保つ必要 があるこ とには留意すべ きである。

第13条 有効期 間

辮璽翼驚麟 撫1糠 講鋼
(コ メ ン ト)

データ交換協 定 につ いて も一般 の継続 的契約 同様に存続期 間を定 め るこ とが考 え られ 、

「基本契約 」の存在を前提 とす る参 考試案 につ いては、本 条 の ように協定上 でその存 続

期 間を定 め る方式 と、例え ば 「この協定の有効期 間は、基 本契約 の有効期 間 と同一 とす

る。」 とい う方式 の二通 りの方式が あ りえ よう。そのいず れ を採 用す るか は当事者 の合

意 に よるところによろう。 た だ、基 本契約が終 了 して継続 的取 引 自体 も終 了 した場合 に

データ交換協 定のみを存続 させ るこ とは あま り意 味が無 い 。取 引を継続 しつつ、デー タ

交換方 式のみを廃止す る とい う希 な場合 には、 この変更処 理 のため に必要 な期間 に配慮

す る必要 があ り、参考試案 に おいて3か 月 とい うやや長 め の予告期 間をお いたのは この

点を考慮 したため であ る。 もちろん、具体 的な状況 におい て この予告期 間を修正す る こ

とは可能 で ある。

なお、デー タ交 換 システムの変更 はマニ ュアル等 の変更手続(第2条)に よ って行 う

こ とにな るか ら、必ず しも、本条 の適用 は必要 としな い。 た だ、 システ ム等 の変更処 理

に要 す る期間 につ いて配慮す る必要 は、上述 のデー タ交換方式廃止 の場 合 と同様で ある。
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企業 間売買取引データ交換 に関す る

システム運用規約確認書

[メ ー カ ー](以 下 甲 と い う)と[商 社](以 下 乙 とい う)の 間 で進 め て き た

『企 業 間売 買 取 引 きデ ー タ交 換 シ ス テ ム 』 が ○ 年 ○ 月 ○ 日か ら本 稼 働 す る に あ た り 、

『企 業 間売 買取 引 デー タ交 換 に関 す る シス テ ム運 用規 約 』 に基 づ く管理 を両 者 で お こ な っ

て い く こ と を こ こに確 認 す る 。 な お 、 当 シ ステ ムの 変 更 が お こな わ れ た場 合 、運 用 規 約

の変 更 履 歴 に銘 記 し、両 者 が 重 要 と認 識 した要 件 につ い て は 、 当 運 用 規 約 の バ ー ジ ョ ン

を更 新 す る もの とす る。

○ 年 ○ 月 ○ 日

甲 [メ ー カ ー]

乙 [商 社]
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EDI規 約 に於 ける当運用規約の位置付 け

1.EDl規 約標準4階 層概念図

A

社

一

第四 レベ ル 取引基本規約(オ ンライン取引契約)

解説EDIに よる取引の法的有効性を

確立するための契約書

見本 個別契約、EIAJ標 準契約書

一

第三 レベ ル 業務運用規約(シ ステム運用規約)

解説 トラブル時の対応 方法 な どを示 す

運用上 のガイ ドライ ン

見本EIAJ運 用 ルール

第ニ レベ ル 情報 表現 規約(ビ ジネス プロ トコル)

解説 ビジネスプロ トコル

一

・標 準 メ ッセ ー ジ

・デ ー タ エ レ メ ン ト

・ シ ン タ ッ ク ス ル ー ル

見 本EIAJプ ロ トコル

CII、EDIFACT

一
第 一 レベ ル 情報伝達規約(通 信プロ トコル)

見 本OSI、JCA、 全銀

B

社

2.当 システム運用規約の位置付け

L4

L3

L2

取引基本規約

業務運用規約

情報表現規約

L1情 報伝達規約

企業間売買取引 デ ータ交換に関す る覚書

同 システム運用規約

標準 メ ッセージJPCA-BP

デ ータエ レメ ン トJPCA-BP

シンタ ックスル ールCII

JPCA-BP補 足 プ ロ トコル 同 システム仕様 書

[メーカー]:VAN間SNI(LU6.2)

[商社]:VAN間SNI(LU6.2)
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EDIシ ス テ ム ・ ドキ ュ メ ン ト体 系

両社 間で基本設計以降、各種 ドキュメ ン トの交換 をお こな って きたが、実運用にあた り、正式 ドキュ メ

ン トの体系を次のように定める。

運用段階1.企 業間売買取引データ交換に関す る覚書

2.「 企業間売買取引データ交換に関する覚書」に基づ く

適用範囲の取決事項

3.企 業間売買取引データに関するシステム運用規約

締結

締結

締結

注)上 記以外の検討会議事録、調査資料などは全て参考資料 と取 り扱う。
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システム運用規約変更履歴 頁
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1.基 本 的 な考 え方



経緯 1.1

1.石 油化学工業協会 におけるEDl活 動 の経緯

1.昭 和60年8月

ビジネスプロ トコル(BP)小 委 員会 設置 。標 準化活動開始 。

2.平 成2年2月

「石 化協標準 ビジネスプロ トコル(JPCA-BP)」 初 版発表。

3.平 成3年5月

日本 貿易 会の賛同 を得て 、両者代表(石 化 協側7社 、貿易 会側7社 計14社)か らなる合 同作業

部会 を発足。検討開始。

4.平 成3年9月

検討 の結果 、基本的問題 な し。試 行チ ームによ る検証 、確認 。

試行チ ーム結成。

・ 日本触媒:ト ーメン、伊藤忠商 事、 日商岩井

・ 昭和電工:丸 紅

5.平 成4年7月

両試 行チ ームにてEDI本 番 スタ ー ト。

6.平 成4年8月

「石 化協標準 ビジネスプロ トコル」(JPCA-BP)第2版 発表 。

2.[メ ーカー]:[商 社]間 のEDl活 動 の経緯

1.平 成5年11月

検討 スター ト。

2.平 成6年7月

本番 スター ト。
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設計指針

基 本 的 な 考 え 方

1.ビ ジ ネ ス ・プ ロ ト コ ル

2.シ ン タ ッ ク ス

3.通 信手順

4.対 象デ ータ

5.製 品範 囲

6.対 象部 門

7.開 始 目標

8.伝 送 タイ ミング

12
●

JPCA-BP

CIIシ ンタ ックスル ール

タイプ12通 常モ ー ド(可 変長)

VAN(IBM-NMS)を 利用

[商社]:VAN間SNI手 順

[メーカー]:VAN間SNI手 順

『取引条件』 か ら 『支払』 までのすべて と 『組織変更 』

化学品全般

当事者 間における国 内取引 の内、化学品 ・合成樹 脂製品。

輸 出取 引、住設建材製品 を除 く。

[商社]:住 設 ・成形 品関係 を除 く全営業部

[メーカー]:住 設 ・成形 品関係 を除 く全営業部

注文 開始 日 ○年○ 月○ 日

注文系 についてはで きるだけ リアル に近 い形で送受信す る。
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対象範囲 1.3

対象範囲については、 『「企業間売買取引データ交換に関する覚書」に基づ く適用範囲の取決事項』に

定めているが、ここで内容につき補足す る。

1.対 象製 品

当事者 間における国内売買取引の 内、化学品 ・合成樹脂製 品。

輸 出取 引、マーベ シー トなどの住 設建材製品 を除 く。

2.対 象部門

[商社]:住 設 ・成形品関係を除 く全営業部

[メーか]:住 設 ・成形品関係 を除 く全営業部

3.対 象デ ータ

契約 、発注 か ら代金回収 までの一 貫 したサイクル につ いての取 引 を対象 とし、見本 、サ ンプル な

どの代金決済の ない取引 を除 く。

1)契 約 取引条件 デー タ、単価 デー タ

2)注 文 注文 デー タ、注 文確認 デー タ(省 略型)、 注文エ ラーデー タ

3)出 荷請求 ……出荷請求 デー タ、請求確認 デー タ

4)支 払 支払明細 デー タ、支払 デー タ

5)組 織変更 ……組織変更 デー タ
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費用負担

1.基 本 的な考 え方

1)開 発費 などの イニ シャル コス トは当事者側 の負担 とす る。

2)ラ ンニ ングコス ト中、VANの 通信費用負担の境界線 はメール ボ ックス とす る。

メ ー ル ボ ッ ク ス

A社k－

2.費 用項 目

SB土

境界線

1)イ ニ シ ャル ・コス ト

1.コ ンピュータ及び通信制御機器

2.自 社業務 プログラム

3.プ ロ トコル変換 ソフ ト

4.VAN初 期登 録費用

5.回 線 開設費

等

2)ラ ンニ ングコス ト

1.回 線利用料

2.VAN利 用料(基 本料、 メールボ ックス使 用料 、通信費等)

3.コ ンピュー タ運 用経 費

等
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今後の課題

1)決 済手段の期 日現金化

5
●

1
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2.シ ス テ ム概 要



システムの特徴 2.1

1.業 界間のEDl(産 業情報化推進 セン ター用語で は業際EDl)

当EDIは 石油化学 メー カー と商社 の業界間EDIで あ る。

2.両 業界の賛同のもとでの共同プロジェク ト

石油化学工業協会 と日本貿易会の共同プロジェク トの一環 として実現 した。

3.業 界標準に準拠

石油化学工業協会が作成 し、共同プロジェク トで日本貿易会 から承認 をうけた 『石油化学工業協

会 ビジネスプロ トコル標準書(第2版)JPCA-BP』 に準拠 している。

4.対 等のEDl

双方 に業務 運用の効率化 が実現 で きる基本仕 様で あ り、対等 のEDIで ある。 また、個 々の企 業

の立場 を尊重 し、各社 固有の システム を否定す る ものではない。

5.国 内標準 トランス レータ(Cllト ランス レータ)採 用

平成3年8月 に産業情報 化推進 セ ンターか ら発表 されたCIIシ ンタックスル ールに準拠 した ト

ランス レータを採 用 してい る。

6.両 者間の売買取引き業務の前範囲を網羅

契約から支払までの全プロセス対象のEDIで ある。

7.VANの 利 用

双方の運用上の独立性 、通信手順の相違 の調整 などを狙 って、VANを 利 用 して いる。
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業務処理の概要 2.5

1.契 約

1)取 引条件

販売条件 が決 まる と、[メ ーか]の 営業担 当者 はその販売 条 件 を販売契約 マス ターに登録 し、同

時に商社へ は、取引条件 デ ータ と して送信す る。 内容 は、商社 情報 、需要家情 報 、納 入先情報 、

品名情報 などである。

2)単 価

単価 は一 般 的には販売 契 約 マスターに登録 し、承認 され た時点 で商社 に送信 す る。 また、単 価

改訂時には 『受 注者企業 コー ド十契約番号 十実施 日』 をキーに変 わ ったデー タだ けを送信す る。

3)納 入先

[メーか]か らは、納入 先 デー タは このデ ータ種 別 では送信 せず、納 入先情報 は取引条件 デー タ

として送信す る。

2.注 文

1)発 注

商社の発 注担 当者 は事前 に登録 され た取引 条件 デ ータの選 定 を行 い、発注DBに 発注内容(数

量、納期 など)を 登録 す るとともに注文 デー タを送信 す る。

2)注 文 エ ラー

[メーか]で は注文 デ ー タをコ ンピュー タでチ ェ ック し、誤 りまたは不備 が判 明 した場合 は受注

DBに は取 り込 まず、エ ラー理 由をつ け注文 エ ラーデー タと して返 却す る。商 社の発注担 当者 は

発注DBを 修正 の うえ、修正 した注文 デー タを[メ ーか]へ 送信 す る。

3)受 注確認

イ)未 処理

注文エ ラ"と な らず 、受注DBに 記録 され たデー タにつ いて はその タイ ミングで受信確 認 の

意味 で、注文確認 デー タ(受 注者 処理 区分:未 処理)を 送信す る。

ロ)確 定

受注DBに 取 り込 まれた あと、[メ ーか]で は営業担 当者 がその注文 デー タ を指図デ ータに加

工す る。その時点 で、注文確認 デー タ(受 注者 処理 区分:確 定)を 送信 す る。 この とき、注 文

デー タを複数 に分割(分 納)す る ことがあ り、 その場 合 は、複数 の注文確認 デ ータを送信す る。
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業務処理の概要 2.5

ハ)保 留

生産手配その他の理由 で受注保留にす る場合は、注文確認データ(受 注者処理区分:保 留)

を送信する。

二)無 効

処理や伝送の タイミングのズレにより出荷指図の変更ができない時点で、商社から注文変更 ・

削除データを受信 した場合は、注文確認データ(受 注者処理区分:無 効)を 送信す る。

3.出 荷 請求

1)出 荷請 求

[メーか]で は、出荷 現 場か らの 出荷報告 に基づ き、受 注DBを 更新す る。受 注DBと 販売 契約

マス ター を参照 して売 上計上処 理 を行 い、売掛 金DBを 作成 し、 それ に基づ き出荷請求 デ ータ を

送信 す る。"[メーか]で は、出荷請求 デー タ送信分 につ いては、 あらためて請求書 は発行 しない。

2)請 求確認

商社 は出荷請 求デ ー タと発注DBと を照合 す る。一致 の場 合は、請求確認デ ータ(請 求確認 区

分:一 致)を 送信 す る。 また不 一致の場合 は、差異 の生 じたデ ータに対す る商 社のデ ー タ内容 及

び原 因を付加 して請求確認 デー タ(請 求確認区 分:不 一致)を 送信す る。不一 致デ ータに対 して

は、[メ ーか]訂 正 の場合 、赤 黒方式でデ ータが作成 され 、あ らためて出荷請求デ ータを送信す る。

4.支 払

1)支 払明細

商社は支払締切 日までに支払明細データを送信する。上記請求確認データの一致分の最終デー

タである。尚、このデータには下記の支払データとの リンクした支払整理番号 をつけて送信す る。

2)支 払

商社は支払締切 日までに上記支払明細データに基づく支払 データを送信する。手形の場合は、

手形番号 を支払 データに付加す るため、手形枚数分のデータ件数 となる。支払 明細データとは支

払整理番号で リンクする。
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標準業務処理 フロー(全 体) 2. 6
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個 別 業 務 処 理 フ ロ ー([メ ー カ ー]) 2. 7

図
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一一

1業 務 処 理 フ ロ ー([商 社])2.8

1)処 理 フ ロ ー(

[EDI・ 受 発 注]の 概 要

〉:デ ー タの 流 れ)
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3.運 用規 則1(通 常運 用)



交換 デ ー タの取 り決 め 3.1

業務

デ ー タ

種別 伝送 方向 業務の定義

契約 取引条件 不定 メ→ 商 個別注文の前に、決済及び納入に必要とする個別取引条件

を受注者から発注者に通知する情報。

単価 不定 メ→ 商
メーカー:商 社間の契約による販売単価情報。

単価設定時及び単価改定時に伝送される。

納入先 メ ー カ ー 不 使 用 。

注文 注文 リアル 商→ メ
個別発注を成立させるため、契約番号では定まらない数量、

納期などの注文要件を満たす情報。

注文確認

未処理

リア ル メ→ 商 発注申込みまたは変更に対 し、受注者が受信の確認を示す情

報。

注文確認

保留

リア ル メ→ 商 注文に対 し納期調整などの理由から受注者側で保留にした

時、その状態を連絡する情報。

注文確認

確定

リア ル メ→ 商 受注者が出荷指図したことを示す出荷予定情報。

分割受注時には、複数件のデータとなる。

注文

エ ラー

リアル メ→ 商 受注者側の注文要件を満たしていないと判明した注文データ

とその原因の情報。

荷

求

出

講

出荷請求 日 メ→ 商 受注者が納入先に出荷 したことを出荷単位毎に発注者に通知

し、代金の請求をする情報。

請求確認

一致

不一致

週 ・日 商→ メ 発 注 デ ー タ と出荷 請求 デ ー タの照 合 に よる一致 、不 一致 及 び

その原 因 を示す 情 報。

支払 支払明細 締切 日 商→ メ 発注者が受注者に対 し、支払をする出荷請求データを明細に

対応させて通知する情報。

支払 締切日 商 → メ 発注者が受注者に対 し、支払単位及び支払方法を通知する情

報。支払整理番号で明細 と対応。

注1)不 定:事 象 の発生 の都度 とす るが 、以 後 の業務 に支障 の ない 範 囲で の遅 延 の許 され るサ イク ル をい

う。

注2)リ アル:デ ー タ交換 の対象 とす る業務 と同期 して、 業務 に支障 の ない 即時 性 を維 持 して情 報交 換 す るべ

きサ イ クル をい う。

注3)業 務 の定 義 につ いて は、r石 油化 学工 業 協 会 ビ ジネス プ ロ トコル標 準 書(第2版)」 をベー ス に一 部表

現 をか えて いる。
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デ ー タ伝 送仕様 3.2

1.接 続形態

VAN(IBM-NMS)接 続 とす る。

2.ネ ッ トワーク手順

[メーか] [商社]

回線種類

回線速度

通信手順

専用(帯 域)

9600bps

SNI

専用(閉 域)

9600bps

SNI

3.VAN上 のル ール

1)VAN内 デー タ蓄積 日数(受 信処 理 しない場合)

[メーカー]:30日

[商社]:30日

2)VAN内 データ保存 日数(受 信処理 した場 合)

[メーカー]:0日

[商社]:1日

3)VAN稼 働時間

NMS標 準(下 記)に よる。

VAN標 準稼働時間:日 曜PM.10:00-一 月曜AM.6:00を 除 く24時 間

た だ し、毎年12月 に 発行 され 『NMS－ 時停止年 間計 画のお知 らせ 』 に

よ り、次年度 の特別 停止 期間が設定 され る。
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テ ス トデ ー タの伝 送 につ い て 3.3

テス トデー タを伝送す る時のVANメ ールボ ックスおよびモ ー ドは下記 とす る。

1.メ ール ボ ックス

[メーか]:テ ス ト用 メ ールボ ックス を使用す る。

[商社]:テ ス ト用IDを 使用す る。

2.モ ー ド

ヘ ッダー内の テス トモ ー ドは"T"を 使用す る。
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ユ ーザID対 応 表 3.
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基本伝 送 スケ ジュール 3.5

デ ー タ種 別 メ ー カ ー 方向 商 社

契約

取引条件

単価

登録 随時 リアル → 受信

単価承認 随時 リアル → 受信

30分 単位

30分 単位

注文

注文

エ ラ ー

確認(未 処理)

確認(保 留)

確認(確 定)

受信

信受

連続 リアル

連続 リアル

注文確認処理 随時 リアル

注文確認処理 随時 リアル

←

→

→

→

→

発注

受信

言

言

イ

イ

受

受

受信

15分 単位

30分 単位

30分 単位

30分 単位

30分 単位

出荷請求

出荷 請 求伝 送1915バ ッチ →

受信 翌830

請求確認

受信 翌9:00バ ッチ ← 送信 22:30

支払明細

受信 1730バ ッチ ←Y日 17:00

支払

受信 1730バ ッチ ←Y日 17:00

注1)メ ー カーの出荷請 求 デー タ送信 時 間は19:15と してい るが 、一連 の バ ッチ処

理 の 中(19:00ス ター ト)で 送信 す る ため、19:15～20:00頃 に なる。

送信 開始 時 間が20:15を 過 ぎる場 合 は、 当 日の送信 は行 わず 、翌 日の送信 とな

る。
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注文データ受付時間 3.6

翌 日出荷分の注文受付時間は下記のとおり設定する。

注文受付時間

:翌 日出荷分15:40ま で
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注文での特殊対応 3.7

1.緊 急注文

EDIで 注文 を送 るとと もに、必ず電話 で連絡 をす る。

2.一 部保留の ケース

一部保留 の処理 は しない。保留分 は別 途新規 の 『注文』 と して処理 す る。

3.契 約番号 の変更

本来1つ の 契約 が 、[メ ーカー]の 社 内 の 事 情 で 複 数 の 販 売 契 約 マ ス タ ー に分 か れ て い る場

合 、[メ ーか]側 か ら別 の契 約番 号への変更 をお願 いす ることが ある。
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X日 、Y日 3.8

X日 、Y日

X日:当 月度出荷請求 デ ータの最終送信 日

Y日:支 払明細 ・支払 デー タの送信 日

例(15日 締 、当月末起算 の場合 を1994年9月 度で示す)

毎月15日の商社第2営 業 日後

商社毎月末営業 日の第2営 業 日前

日付 メ ー カ ー VAN商 社

(X日)

9/19(月)19:15出 荷請 求デ ータ送信

9/20(火)

→ → →

8:30受 信

(Y日)

9/28(水)17:30受 信 ←←←17:00支 払明細 ・支払 デー タ送信
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赤黒訂正の期間につ いて 3.9

単価の遡求改定に伴 う値引き(値 増)の 取扱いは、JPCA-BPで は赤黒処理が標準であり、当シス

テ ムで もその方式 を採用す る。

なお実務 では1年 を遡 っての改定 もお こり得 るが

ここに下 記の よ うに取 り決 め る。

、デ ィスク資源面か ら一定の制約 を与 え ざるを得 ず 、

1.期 間6カ 月とする。

(当月か ら7ヵ 月前 の1日 まで)

2.基 準 となる 日 出荷 日とする。

尚、訂正 デー タにつ いては元 デー タの出荷 日を用 いる。

3.7カ 月以前 の処理 については、 月別 一括値 引 き(値 増)処 理 とする。
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0件 識別 デ ー タの送信 につ いて 3.10

出荷請求 デ ータな どは原則 として毎 日デ ータの送信 を行 う。 ところが当 日実際の送信対象 デ ータが な い

場合 は、0件 で あることを示す デー タを送信 す る。

対象デ ータ種別

1)出 荷請求 デー タ

ヘ ッダー と トレーラーのみか らなる伝送 デー タを送信す る。

2)請 求確認 デー タ

ヘ ッダーと0件 デ ータ(デ ータ種 別 、発注者 コー ド、 受注者 コー ド、契約No=ALL,*!)と

トレーラーか らなる伝 送デ ータを送信す る。
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EDIデ ー タの 保 存 3.11

VAN上 の保存 期間 とは別 に、 トラブル に備 えて相 互 に送信元 デー タを保存す る。

1.原 則

1)送 信側で保存する。

2)バ ッチ処理データの保存:最 新 を含め2世 代前(前 回十前前回)ま でのデ ータを再送可能 な

状態で保存する。

リアル処理データの保存:営 業 日ベースで当日分を含め3日 前までのデー タを再送可能な状

態で保存する。

2.保 存期 間

取引 条件 デー タ

単価 デ ータ

注文 デ ータ

注文エ ラーデ ータ

注文確認 デー タ

(未処理 ・保留 ・無効 ・確定)

出荷請求 デー タ

請求確認 デー タ

支払明細 デー タ

支払 デー タ

2日 分十当 日分

2日 分十当日分

2日 分十当日分

2日 分十当日分

2日 分十当日分

2日 分十当日分

2日 分十当日分

2世 代分(前 回十前前回)

2世 代分(前 回十前前回)

2世 代分(前 回十前前回)
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4.運 用規則2(障 害対応)



想定される障害と発生場所 4.1

1.障 害の発生場所

〈商社 〉 <VAN> 〈 メ ー カ ー 〉

国 …
業務系 通信系

国 …CPUCPU

国 …

発注DB

VAN

通信系 業務系

CPUCPU

受注DB

極
圏
函

2.想 定 される障害

事象 場所 解説

1)取 引条件 が送受信 で きない

2)注 文エ ン トリーがで きない

3)注 文 データが送受 信で きない

4)注 文 データが確認 で きない

5)そ の他 データが送受信 で きない

[メーか]～[商 社]全 般(ABC)

[商社]:業 務系 コ ンピュータ交渉(A)

VAN、 通信系の障害 な ど(B)

[メ十]:業 務系 コンピュー タ故 障(C)

全般(ABC)

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

一64一



取引条件 データが送受信 で きない 4.2

1.状 況

取引条件が障害などで送受信できない。

2.対 応

1)取 引条件

障害 の回復 を待つ 。

2)注 文

"4
.3 注文 エ ン トリーがで きない"を 参照 。

ノ
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34注 文 エ ン トリーが で きない
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注 文 デ ー タが送受信 で きない 4.4

1.状 況

[商社]側 の コンピュー タには い ってい るが、VANま たは通信系 の障害 な どで[メ ーか]に デ ー タ

が届か ない。

2.対 応

1)発 生時

[商社]

[メーか]

緊急分以外 は障害 の回復 を待つ。

緊急分 につ いては、FAX注 文 をす る。

・対象 デー タは注 文確認(未 処 理)の 返 って いないデータ。

・ 『注文番号 』には コンピュータで採番 した注文番号 を入れ る。

FAX注 文 に基づ き、受 注 システ ムで指図処理 をす る。

・保 留 とす るものはエ ン トリー しない。

2)回 復後

[商 社]

[メーか]

VANヘ デー タを送信 す る。

・ 『連絡済区分 』は不要 。

バ ックオ ーダー として処理 された注文確認デ ータ(確 定)を 受信 す る。

VANと 自社CPUの デー タを確認す る。

FAX注 文書 、出荷指図 デ ータ、EDI注 文デ ータの内容 を確認 す る。
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注文 デー タが確認 で きない 4.5

1.状 況

[メーか]側 の業務系 コ ンピュー タの障害 などで、注 文デ ータが確認で きない。

2.対 応

1)発 生時

[メーh-]:通 信系 コ ンピ ュー タでEDI注 文書 を作成 し、緊 急分 につ いては手 書 き指図 、手書 き

送 り状 で対応 す る。

必ず電話 で調整 す る。

2)回 復後

[メーか]:営 業担 当は下記 の2者 の状態 をチ ェック確 認す る。

・EDI注 文 デー タ、出荷指図 デー タの内容 を確認す る。

注文確認(未 処理)デ ー タ、注文確認 デ ータ(保 留 、確定)を 送信す る。
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その他 デ ー タが送受信 で きない 4.6

1.状 況

注文 エ ラー、注文確認、単価 、出荷請求、請求確 認、支払明細 、支払 データな どが送受信 で きない。

2.対 応

緊急分以外 は障害 の回復 を待つ 。

緊急分 につ いては両社 協議 の上 、解決 を図 る。

3.留 意 事項

長期 間 トラブル でデ ータが送受信 で きない場合 、両社 間で誠意 をもって対 応 を図 る。
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5.運 用体制 、連 絡方法



システム運用基本体制 5.1

1.総 括窓ロ

システム全般に関係する諸問題に対応するため、双方に総括窓口を設定する。

(役割)

・ 『覚書』 に関す る こと

・ 『システム運用規約 』改訂に関す るこ と

・ 外部発表 に関す る こと

・ システム仕様 に関す ること(仕 様 変更 など)

・ テス ト、移 行計画 に関す ること

・ 範囲拡大 な どに関す ること

・ 業務上の トラブルへの対応 に関す るこ と

・ その他 システム全般 にわた る課題 に関す ること など

2.運 用窓 ロ

日々の円滑 な システム運 用 をサポ ー トす るた め、双 方の システ ム運用窓 口を設定 し、随時連絡先 な

どを交換す る。 また当窓 口 は総括窓口不在の と きその間、役割 を代替 できる もの とす る。

(役割)

・ システム運用に関す ること

・ ネ ッ トワー ク運 用 に関す ること

・ 運用 スケ ジュール に関す ること など
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シ ス テ ム運 用 体 制([メ ー カ ー]) 5.2

1.総 括窓 ロ

2.シ ステ ム運用窓 ロ

1)開 発 ・技術:

2)運 用 ・通信:
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システム運用体制([商 社]) 5.3

1.総 括窓 ロ

2.シ ステム運用窓 ロ

1)開 発 、運用:

2)通 信:
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システム運用規約変更手続 き 5.4

1.『 企業間売買取引データ交換 に関する覚書』改訂時には、同時に当 『企業間売買取引データに関 す

るシステム運用規約』も改訂する。

2.『 企業間売買取引データに関するシステム運用規約』の変更については、下記要領による。

1)事 前協議 を原則 とす る。

2)大 幅 な変 更 、または数度の 小範 囲の変更 で かな りの部分 が変 更 された時 などは、両者合意 の下 、

バ ージ ョンア ップ(バ ー ジ ョン番号1桁 めの変更)を お こな う。

この ときは、規約全体 を差 し替 える。

3)部 分変更 などの小範囲の変更については、バージョン番号の小数部分のみの変更 とし、変更個 所

朱筆修正の上、表紙に新バ ージョン番号と適用開始年月日を記載 、かつ変更履歴 に内容 を記載 し、

双方の確認印を履歴用紙に受ける。
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別途連絡資料一覧 5.5

連絡先担当者や電話番号など変更頻度が多いもの、およびX日Y日 スケジールなど定期的交換が必要 な

ものについては、改訂作業が頻発す るため、規約本文 とは別に別途連絡資料とし、両者間で随時交換変更

できるものとする。

以下、別途連絡資料と扱 うものの一覧を挙げる。

注文依頼 用紙

運用規約変更履歴 用紙

シス テム、 コンピュータ稼働 時間帯([メ ーカー])

システム、 コンピュ ータ稼働時間帯([商 社])

X日 、Y日 連絡表

運用窓 口連絡表([メ ーカー])

運用窓 口連絡表([商 社])

組織 コー ド表([メ ーカー])

組織 コー ド表([商 社])
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6.組 織 変更への対 応



基本的な考え方 6.1

1.基 本的 な考 え方

1)組 織変更 について は、EDIで 対応 す る。

2)既 に発生 したデ ータにつ いては変更 しない。

3)事 前 にシステ ム運用部門間で 、内容 、スケジュールの確認 を行 う。

2.デ ー タ種別の考 え方

1)メ ーカー側 の組織変 更

取引条件デー タの変更 で対応す る。

2)商 社側の組織変更

商社組織変更データ種別で対応する。

内容:デ ータ種別 コー ド、発注者企業 コー ド、契約番号

発注者部門コー ド(旧)、 同(新)

組織変更 日

3.部 門 コー ドの源泉

データ種別 商社 部門 コー ド メ ー カ ー 部 門 コ ー ド

注文 新規 取引条件データ 取引条件データ

変更 ・削除 注 文 データ 注文デ ータ

注文確認 注文 データ 注文デ ー タ

出荷請求 通常 注文 データ 注文 デ ータ

バ ック・オーダ ー 取 引 条 件 デ ー タ 取引条件データ

赤黒訂正 取引条件データ 取引条件データ

請求確認 出荷請求データ 出荷請求データ

支払明細 実支払部門 出荷請求データ

支払 実支払部門
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メ ー カ ー側 の組 織 変 更 6.2

1.概 要

取引 条件 デ ータに新部門 をセ ッ トし送信す る。

2.例(組 織変 更 日:8/1と 仮定)

日付 [メ ー カ ー] 流れ [商社]

7/20

8/1-一 一 組織変更 日

8/6

実績完 了

(運用)書 面で商社へ連絡

(EDI)取 引条件 デー タを新部 門に

更新 し送信す る。

↓

↓

絡連へ内社用極

信受DD伍
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商社側の組織変更 6.3

1.処 理概要

1)組 織変更 日前

2)移 行 日

(商社)組 織変更 デ ータの準備 と送信 。

(メーカー)組 織変更 デ ータに よる取引 条件 デ ータの更 新 と送信。

2.例(組 織変更 日3/1と 仮定)

日付 [商社] 流れ [メ ー カ ー]

2/20(運 用)書 面 でメー カーへ連絡 → (運用)社 内へ連絡

20

降

迄

以

末

(EDI 変更対象の取引条件データ →

の選別 を行い組織変更デー

タを作成、送信。

変更のある場合は全件送信。

(EDI)受 信*1

(EDI)受 信(旧 部門 通常処理)← (EDI)請 求確認 デー タ(旧 部門)

3/1 組織変更日

(EDI)受 信 ← (EDI)請 求確認 デー タ(旧 部門)

3/6(EDI)受 信

(通常更 新)

← (EDI)前 月実績処理完了後、

*1デ ータに基づき取引

条件データを更新 し送

信

実績完了

(EDI)受 信 ← (EDI)請 求確認データ

3/6以 前の注文(旧 部門)

3/6以 降の注文(新 部門)

一80一



7.各 種 連絡用紙



注文依頼用紙

[メ ーカー]

部 署 ・担 当者名

[商 社]

部署 ・担当者名

処理

納入日

品名

注文No 契約No

コメ ン ト

荷姿]

需要家名

納入先名

個数1 数量 単位

需注番 納入要件(備 考) 発注 コメン ト(請 備)

ー

o。
N

l

処理

納入日

品名

注 文No

llコ メン ト

契約No

荷姿]

需要家名

納入先名

個数1 数量 単位

需注番 納入要件(備 考) 発注 コメン ト(請 備)

処理

納入日

品名

注 文No

llコ メン ト

契約No

荷姿]

需要家名

納入先名

個数1 数量 単位

需注番 納入要件(備 考) 発注コメン ト(請 備)

処理

納入日

品名

注 文No

llコ メン ト

契約No

荷姿]

需要家名

納入先名

個数1 数量 単位

需注番 納入要件(備 考) 発注 コメン ト(請 備)

処 理…1:新 規 、2:変 更 、3削 除



システム運用規約変更履歴 頁
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[メーか]
コ ン ピュ ー タ稼 働 時 間帯シ ス テ ム 、

月現在

 

年

1.コ ンピュー タ稼働 時間帯

2.EDlシ ステム運用停止 日
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シ ス テ ム 、 コ ン ピ ュ ー タ稼 働 時 間 帯 [商社]

年 月現在

幕間時働稼ムテスシL

帯間時働稼ターユピンコZ

間時業営びよお日休ぶ
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X日 、Y日 連 絡 表 [商社] [メーか]

1.X日 、Y日

X日:当 月度出荷請求 デー タの最終 送信 日 毎月15日 の商社 第2営 業 日後

Y日:支 払 明細 ・支払 デー タの送信 日 商社 毎月末営業 日の第2営 業 日前

∀ ▼ ▼

15日16日19日20日21日 一5-4-3-2-10営業日

(木)(金)(月) (火) (水) ～～

商 社

処 理

鰻
終

デ

|

タ

受

信

↑

斐
払

デ

1

タ

仮

作

成

一

仮
払

デ

|

タ

修

正

締

切

‡
払

デ

1

タ

確

定

‡
払

デ

1

タ

送

信

‡
形

デ

1

タ

作

成

一

メ ー カ ー

処 理

↓

1蹄 請求データ 支払 データ

支払明細デー

(X日)(1994年9月度 で 示 す)

↓

(Y日)(月 末最終営業 日)

↓ ↓

2.年 間 スケ ジュール
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運用窓口連絡表
[メ ー カ ー]

年 月現 在

1.総 括 窓ロ

2.運 用窓 ロ

1)開 発 ・技術

2)運 用 ・通信
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運用窓口連絡表
[商社]

年 月現在

1.総 括窓 口

2.運 用 窓口

1)開 発 ・運用

2)通 信
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[メ ー カ ー]

年 月現 在組 織 コー ド表
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[商社]

年 月現在組 織 コ ー ド表
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2日 本 国 内の業界別EDl標 準契約書 の例

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

EIAJ-EDI取 引標準 システ ム基本契約 書

JPCA企 業 間データ交換 に関す る覚書

CI-NETに よる

電子 データ交換(EDI)に 関す る標 準契約書

HIIS-NETオ ンライ ン取 引標準 システ ム

基本契約書及 びHIIS-NET基 本契約 書

鉄鋼EDI標 準企業間データ交換に関する覚書

-

PO

9

9

102

電力EDI標 準データ交換契約書

繊維業界オ ンライ ン取 引基本契約書

107

115

126

131





2.1ElAJ-EDl取 引標 準 システ ム基 本 契 約 書

(出 典:(社)日 本 電子機械 工業会EDIセ ンター発行rEIAJ取 引情報 化対応 標準1C」('91・6))

EIAJ-EDI取 引標準 システム基本契 約書(1C)

甲;発 注者 、乙;受 注者

(以 下 「甲」 とい う。)と (以下 「乙」 とい う。)と は、 甲乙間

の取 引に関 し、EIAJオ ンライ ン取 引標準 システムを利用す るにあた り、次 の とお り契約を締結す る。

第1条(目 的)

本契約は、甲乙がEIAJオ ンライン取引標準システムを利用することにより、甲乙間の取引を円滑か

つ合理的に推進するために締結するもの とし、両者は誠意をもってこれを履行する。

第2条(適 用 範 囲)

1.本 契約は、EIAJオ ンライン取引標準 システムを利用 して行う甲と乙との取引およびその付帯業

務について適用する。

2.EIAJオ ンライン取引標準 システムを利用 して行う甲と乙との取引およびその付帯業務の内容は、

甲乙別途協議のうえ決定する。

第3条(用 語の定義)

(1)EIAJオ ンライ ン取引標準システム

この契約においてEIAJオ ンライン取引標準 システム(以 下 「本システム」 という。)と は、

甲および乙が、相手方に提供する取引関係情報をメールボ ックスにEIAJ標 準プロ トコルの状態

で記憶させ、提供をうける側が、当該取引関係情報をメールボ ックスか ら受信 し、利用するシステ

ムをいう。

(2)EIAJ標 準プロ トコル

本システムを利用 して取引関係情報を相手方に提供する場合に使われるプロ トコルであ り、(社)日

本電子機械工業会(通 称EIAJ)発 行の 『EIAJ取 引情報化対応標準』で規定す るものをいう。

(3)取引関係情報

甲乙間の継続的取引において、個 々の取引契約(以 下 「個別契約」 という。)の 申込、およびそ

の回答、または、個別契約内容の変更 もしくは解除の申込およびその回答、その他相手方に対する

意思表示およびこれ らに付随する諸情報の うち、本 システムを介 して甲乙間で相互に提供される諸

情報を総称する。

(4)申込データ

甲または乙が、前号の取引関係情報のうち、個別契約の申込 として本 システムを介 して相手方に

提供する情報をいう。

(5)メールボ ックス

本 システムの利用に際 し、甲および乙が相手方に提供する取引関係情報を記憶 させる場所のこと

をいう。メールボ ックスの運用時間帯に受信者の任意のタイ ミングにより受信可能であり、かつ、

取引関係情報量に対応可能な蓄積機能を有するという条件に満足するものでなければならない。

以下、甲か ら乙に対 して提供される取引関係情報の受渡場所を 「乙のメールボ ックス」といい、

乙か ら甲に対 して提供 される取引関係情報の受渡場所を 「甲のメールボ ックス」という。なお、

「乙のメールボ ックス」と 「甲のメールボ ックス」とが第三者の電子記憶装置内の電子ファイルで

あることを妨げない。

(6)オ ンライン取引用設備

甲および乙が、本 システムを利用するために、自らが準備 ・使用する電子計算機、端末機器およ

一91一



び周辺機 器等(以 下 「ハー ドウェア」 とい う。)、 並びに当該ハー ドウ ェアに使 用 され るソフ トウェ

アを総称 してい う(以 下 「装 置」 とい う。)。

(7)オ ンライ ン取引用電気通 信回線

甲および乙が 、本 システムを利用す るために準 備す る、甲の装 置 と乙の装置 との間の電気通信 回

線であ り、第一種電気通信事業者に よ り敷 設、提供 されたものをい う(以 下 「通信 回線」という。)。

ag4'条(実 施 手 順)

1.甲 乙は、以下の各号に定める要領に したが い、相互に取引関係情報を提供、利用する。

(1)甲 乙は本 システム利用に際 し、取引関係情報の受渡場所としてのメールボックスを定める。

(2)甲が乙に取引関係情報を提供 しようとす るときは、甲は当該取引関係情報を作成 して原則としてE

lAJ標 準プロ トコルの状態で、乙の メールボ ックスに記憶させる。

(3)乙 は、前号によ り乙のメールボ ックスに記憶された取引関係情報を、乙の装置の受信機能を起動さ

せることにより乙の装置内に受信 し、利用する。

(4)乙が甲に取引関係情報を提供 しようとす るときは、乙は当該取引関係情報を作成 して原則としてE

IAJ標 準プロ トコルの状態で、甲のメールボ ックスに記憶させる。

(5)甲 は、前号によ り甲のメールボ ックスに記憶された取引関係情報を,甲 の装置の受信機能を起動さ

せることにより甲の装置内に受信 し、利用する。

(6)甲 および乙は、相手方に提供する取引関係情報をEIAJ標 準プロ トコルの状態に変換する業務、

および、EIAJ標 準プロ トコルの状態の取引関係情報を自己の要求する形式に変換する業務を相

手方または第三者に委託することができる。

2.本 システム実施における取引関係情報のフォーマッ ト、送信頻度、受信頻度、運用時間、メールボッ

クスにおける保存期間、送受信確認方法等詳細事項にっいては、別途甲乙協議の うえ決定する。

3.取 引関係情報が、本システムにより提供される場合の他、書面によっても提供される場合には、送

信者は当該情報の相互間に相違 ・矛盾を生 じさせないようにする。なお、相違 ・矛盾が生 じた場合は、

原則として本システムにより提供され る取引関係情報が優先する。

第5条(意 思表示の時期)

本 システムによる甲乙間の意思表示は、甲および乙が提供すべき取引関係情報をそれぞれの相手方のメー

ルボ ックスに記憶させた時に、相手方に対 して意思表示 されたものとみなす。

第6条(個 別契約の成立および内容)

1.甲 が乙に対 して個別契約の申込をなす場合には、第4条 に定める実施手順にしたがい、申込データ

を乙のメールボ ックスに記憶させることにより行 うもの とし、乙は同実施手順にしたがい、乙のメー

ルボ ックスか ら当該申込データを受信する。この場合、甲が乙に対 して意思表示を行った時点をもっ

て甲が乙に対 し、当該申込データの内容通 りの個別契約の申込を行 ったものとみなす。

2.乙 は、第4条 第2項 により両者協議のうえ定め られた受信頻度で乙のメールボ ックスか ら申込デー

タを第4条 第1項(3)に 定める方法で受信するもの とする。

3.第1項 によ り甲か ら個別契約の申込がなされたときは、乙は遅滞な く当該申込に対 して諾否の通知

を行う。ただし、甲乙で取 り決めた期間内に乙か ら諾否の通知がない場合は、当該 申込に対 し承諾 し

たものとみなす。

4.第1項 の申込データには、甲および乙の名称、発注年月 日、品名、単価、数量、納期、納入場所、

その他個別契約に必要な事項を含む。 また、本 システムにより伝送された情報は、正当な権限を有す

る発注者が適切な手段 ・手続等に則 って行い発信 したもの とみなす。

第7条(個 別契約の変更)

本システムによる個別契約の内容を変更する必要が生 じた場合は、甲乙協議の上変更する。この場合、

甲は、新たに取引内容を本 システムによ り乙に通知 し、乙は遅滞な く諾否の通知を行う。ただし、甲乙で

取 り決めた期間内に乙か ら諾否の通知がない場合は、承諾 したものとみなす。
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第8条(本 システム障害時の措置)

1.電 子記憶装置、通信回線の故障またはその他の理由により、本システムに障害(以 下 「本障害」と

いう。)が 発生 したときには、甲乙は、それぞれ相手方に連絡 し、速やかに対応を図る。

2.甲 および乙は、合意のうえで本障害が復旧するまでの間、必要に応 じ所定の注文書等の書面を相手

方に交付するか、それに代わる方法により通知する。

3.本 障害等 に基づ く損害については、甲乙の うち、当該障害の発生について責任を有す る側が負担 し、

その負担額および負担方法は両者協議のうえ決定する。

第9条(費 用 負 担)

本 システムに係わる費用は、甲乙協議の うえ決定する。

(下請取引においては、通信回線費用は原則として発信者側の負担とする)

第10条(装 置および通信回線の整備)

1.甲 および乙は、本 システムを利用するために必要な装置および通信回線の整備を、それ ぞれ行う。

2.甲 は本 システムの実施にあたり甲が必要 と認めたときは、乙にハー ドウェアを貸与することができ

る。この場合、使用条件等については別途甲乙協議 して定める。

3.甲 が有するオ ンライン取引用ソフ トウェアを乙に対 し使用許諾する場合は、使用許諾条件等につい

て、別途甲乙協議の うえ決定する。

第11条(装 置の保守)

甲お よび 乙は、善良な る管 理者の注意を もって、装置の保守 ・管理を行 う。

第12条(記 録内容のかいざん禁止)

1.甲 および乙は、本 システムにおいて、メールボックスに記録された取引関係情報の内容をかいざん

してはならない。

2.前 項の規定は、相手方がメールボックスに記録された取引関係情報を受信 した後 も同様 とする。ま

た、第7条 において個別契約が変更された場合、その記録内容についても同様 とする。

第13条(取 引関係情報の保存)

取引関係情報の保存期間は、法の定めによるものとし、甲および乙は、当該取引関係情報の電子ファイ

ル、磁気テープ、フロッピーディスクおよび書類などの記録媒体にて保存す る。

第14条(秘 密 保 持)

甲および乙は、本契約期間中はもとより、本契約完了後において も本 システムの実施により知 り得た情

報を第三者に漏洩 してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限 りではない。

(1)相手方か ら開示を受けた際、既に自ら所有 していたもの。

(2)相手方か ら開示を受けた際、既に公知公用であったもの。

(3)相手方か ら開示を受けた後に、甲乙それぞれの責によらないで公知または公用 となったもの。

(4)正 当な権限を有する第三者か ら秘密保持の義務を伴わず入手 したもの。

第15条(権 利義務の譲渡)

甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾を得ない限り、本契約および個別契約により生ずる一切

の権利義務の全部または一部を第三者に譲渡 し、もしくは引受けさせ、または担保に供 してはな らない。

第16条(本 契約の解約)

甲および乙は、本 システムが有効でないと判断 した場合、3カ月の予告期間を もっていつでも本契約を解

約することができる。
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第17条(期 限の利益の喪失)

甲および乙は、第18条 第1項 各号の一に該当する事由が生 じたときは、直ちに相手方にその旨通知する

とともに、相手方に対する一切の債務につ いて、当然期限の利益を喪失 し、直ちにこれを弁済 しなければ

な らない。

第18条(本 契約および個別契約の解除)

1.甲 および乙は、相手方に次の各号の一に該当する事 由が生 じたときは、本契約および個別契約の全

部または一部を解除することができる。

(1)本契約および個別契約に違反 したとき。

(2)正当な理由な く期間内に契約を履行する見込みがないと認め られるとき。

(3)重大な損害または危害をおよぼ したとき。

(4)監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けたとき。

(5)仮差押え、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競争等の申し立て、または破産、和議、会社

更生、会社整理の申し立てがあったとき、 もしくは清算 に入ったとき、あるいは支払い停止、支払

い不能の事由が生 じたとき。

(6)解散の決議を し、または他の会社と合弁 したとき。

(7)財産状態が著 しく悪化 し、またはそのおそれがあると認め られる相当の事由があるとき。

(8)災害その他やむを得ない事由により、契約の履行が困難と認められるとき。

2.前 項の解除は、甲または乙が蒙った損害について相手方に損害賠償請求をすることを妨げない。た

だし、前項第8号 の場合はこの限 りではない。

第19条(協 議 事 項)

本契約および個別契約に定めのない事項にっいては、既に甲乙間で取 り交わ し済みの取引基本契約書に

よる。また、いずれの契約にも定めのない事項および疑義を生 じた場合は、甲乙協議の うえ解決する。

第20条(管 轄裁判所)

甲および乙は、本契約および個別契約に関する紛争の管轄裁判所を○○○○裁判所 とする。

第21条(有 効期間)

本契約の有効期間は、平成○○年○○月○○ 日か ら平成○○年○○月○○日までとする。ただし、期間

満了の1カ月前までに、甲または乙か ら書面による異議の申 し出のないときは、本契約と同一条件で更に1

カ年間更新するものとし、更新 された期間についても同様 とする。

本契約の成立を証するため、本書2通 を作成し、甲乙記名捺印の うえ、各1通 を保有する。

平成 年 月 日

甲:名 称

所 在 地

代表者氏名 日〔

乙:名 称

所 在 地

代表者氏名 口〔
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2.2JPCA企 業 間 デ ー タ交 換 に関 す る覚書

(出典:石 油化学工業協会 情報通信委員会 ・ビジネスプロ トコル小委員会 発行

「石油化学工業協会 ビジネスプロ トコル標準書(第2版)」('92.8))

JPCAr企 業 間データ交換に関す る覚書 」

メーカー(以 下甲 という)と 、商社(以 下 乙という)と は、甲乙 間にお いて締結 した売買基本契約 な ら

びに これに付帯す る覚書(以 下 これ らを 「原契約」 とい う)に 基づ く、 甲乙間の商取 引に関 し、石 油化 学

工業協会標準 ビジネスプ ロ トコル(JPCA-BP)を 利用 し、発注、受 注、請求及 び支払 データ等(以

下 「取引データ」 とい う)の コン ピュー タ利用 による交換(以 下 「本 システム」 とい う)を 実施す るこ と

に関 して、次の通 り覚 書を締 結す る。

第1条(覚 書の目的)

甲及び乙は、甲乙双方の事務処理を円滑に行うため、次条以下の定めに従い甲乙間の 「取引データ」の

コンピュータ利用による交換を行うものとする。

第2条(本 覚書の適用範囲)

(1)本 覚書は、 「原契約」 に基づ く甲と乙との間における継続売買取引に適用されるものとする。但 し、

適用対象製品(以 下 「製品」 という)は 、甲乙間で 「対象製品についての取決事項」を別途定めるもの

とする。

(2)本 覚書に定める条項が 「原契約」 と矛盾するときは、本覚書の条項が優先するものとする。

(3)甲 及び乙は、 「本 システム」に基づ く 「製品」の代金の支払方法につ いて 「支払方法の取決事項」を

別途定め、これにより行 う。

(4)甲 及び乙は、 「本 システム」の内容及び運営方法及び運営上発生する費用の負担などについては、

「システム運営の取決事項」を別途定め、これにより行う。

第3条(個 別的契約の成立)

(1)乙 から甲への 「製品」の発注は、乙か ら甲へ 「注文データ」を 「本 システム」の一部を構成する通信

回線を使用 して機械による読取可能な状態で送信すること(以 下 「伝送」という)に より行 う。

(2)甲 は、必要であれば乙 と協議の上必要項 目を修正 し、その結果を 「注文確認データ」 として乙へ遅滞

なく伝送する。

(3)前 項に定める甲か ら乙への 「注文確認データ」の 「伝送」をもって 「個別的契約」が成立するものと

する。但 し、 「個別的契約」成立後、甲又は乙が、契約の変更を希望する場合は、甲乙協議の上 「個別

的契約」を修正 もしくは取消す ことができる。なお、 「個別的契約」の修正又は取消前に、一方の当事

者が履行に着手 したことにより発生 した費用については、 「個別的契約」の修正又は取消の原因につき

責を負うべ き当事者が負担する。

第4条(「 製品」の出荷、代金の請求)

(1)「 個別的契約」に基づ く 「製品」の出荷及び代金請求は、次の通 り行われるものとする。

①甲は、 「製品」を出荷後、当該 「製品」に係わる出荷及び請求データ(以 下 「出荷請求データ」 とい

う)を 「本システム」 より乙宛 「伝送」するものとする。

②乙は、前号の 「出荷請求データ」が 「個別的契約」及び乙が甲から引き受けた 「製品」の内容 と合致

するか否かを直ちに確認 し、合致しない場合には、直ちに 「出荷請求データ」の不…致分(以 下 「不
一致データ」 という)を 「本 システム」により不一致理由を付加 し、累積 して毎営業 日又は第2条 第
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4項 に規定する 「システム運営の取決事項」において定める 「伝送スケ ジュール」に銘記する営業 日

に甲宛 「伝送」するものとする。

③甲は、第2号 により 「不一致データ」の 「伝送」を受けた際は、遅滞なく乙と協議 し甲乙共に誠意を

もって解決を図るものとし、当該 「出荷請求データ」に修正を要することが判明 した場合、甲は直ち

に修正の上、修正後の 「出荷請求データ」を 「本システム」により乙宛 「伝送」するものとする。但

し、不一致の原因が乙にあると判明した場合は、乙は、 「不一致データ」を修 正し、一ー一・致データとす

る。

④前号の場合、第2号 及び前号の措置を繰返すものとする。但 し、本号の定めは、r個 別的契約」の支

払期限を何 ら延長するものではない。

⑤甲は、 「個別的契約」に基づ く、 「製品」の代金を 「本 システム」により請求するにあたっては、文

書による乙の事前承認の もとに文書による請求書及び納品案内書の発行を省略することができる。

(2)甲 の乙に対する出荷及び代金請求に関する日程は、第2条 第3項 に規定する 「支払方法の取決事項」

に定める。

第5条(シ ステムの管理と変更)

(1)甲 及び乙は、 「本システム」の稼働状態を的確に把握 し、正常稼働を維持するため第2条 第4項 に規

定する 「システム運営の取決事項」の定めに従い、その管理を行 うものとする。

(2)甲 及び乙は、甲乙間のデータ交換に影響を及ぼす 「本 システム」の変更を行う場合は、その内容及び

変更時期につき事前に相手方に連絡 し、変更の可否について協議するものとする。この場合、甲及び乙

の一方又は双方が重要であると認定 した変更事項にっいては、その変更につき甲乙双方の書面による合

意を要するものとする。

第6条(機 密保持)

甲及び乙は、本覚書遂行に関し、相手方か ら得た一切の情報を秘密 として保持 し、相手方の書面による

事前の同意なくしては第三者に開示 し、漏洩 し又は本覚書の 目的外の 目的に使用 してはならない。当該義

務は、本覚書がいかなる理由により終了 しても引き続き存続するものとする。

第7条(デ ー タ保存)

甲及び 乙は、 「取引デー タ」の保存期 間を、 「システ ム運営の取決事項 」にお いて定め る もの とす る。

但 し、 その期 間は7年 間を下 回 らない期間 とす る、。

第8条(デ ータ改鼠の禁止)

甲及び乙は、それぞれ相手方より受信 した 「取引データ」を相手方の書面による事前の了解なしに改鼠

することを禁止する。

第9条(費 用負担)

(1)シ ステム構築のために必要な設備費、経費及び通信回線関係の費用にっいては、それぞれ発生 した側

で負担するのを原則とする。

(2)シ ステム構築後システム変更によ り費用が発生 した場合は、甲乙協議の上費用負担を決めるものとす

る。

第10条(有 効期間等)

(1)本 覚書の有効期限は覚書締結後1年 間とする。

但 し、当該期間満了1ケ 月前までに甲乙のいずれか らも書面による変更又は解約の申入れのない場合

には、本覚書は更に1年 間自動的に更新 されるものとし、以後 もまた同様とする。

甲又は乙は、前号の有効期間中といえ ども書面による3ケ 月前の予告をもって本覚書を解約すること
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が出来るものとする。

(2)原 契約が失効 し、又は解約された場合、本覚書及び第2条 に定める 「対象製品についての取決事項」、

「支払方法の取決事項」、 「システム運営の取決事項」 も同時に失効す るもの とする。

(3)前2項 の定めにかかわらず、本覚書の終了前、本覚書に基づき 「個別 的契約」が成立 している場合は、

当該 「個別 的契約」に関 しては本覚書終了後 も本覚書、 「対象製品につ いての取決事項」、 「支払方法

の取決事項」及び 「システム運営の取決事項」の定めに従うもの とする。

第11条(契 約違反等)

本覚書の定めは、甲又は乙の契約違反、支払不能等の場合に相手方が 「原契約」及び法律二等の定めによ

り、とり得る措置を何 ら制限するものではない。

第12条(別 途協議)

本覚書に定めのない事項及び本覚書の解釈にっいて疑義を生 じた場合は、甲乙誠意をもって協議するも

の とする。

本覚書締結の証として、本書2通 を作成 し、甲乙各1通 を保有する。

1992年 ○ ○月○○ 日

甲:

乙:
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「企業間データ交換に関する覚書」に基づ く支払方法の取決事項

メーカー(以 下甲という)と 商社(以 下乙という)と は、甲乙間において締結 した 「企業間データ交換

に関する覚書(以 下 「原覚書」 という)」 に基づ く製品等代金請求業務のコンピュータ処理に伴 う甲の代

金請求に対する乙の支払方法を次の通 りとする。

1支 払方法

(1)乙 から甲への支払は、 「原覚書」の第4条 第1項 第2号 の代金請求の役割を果たす 「出荷請求デー

タ」に基づ くものとする。

(2)乙 は甲への代金支払のため 「支払データ」を乙か ら甲に対し 「伝送」するものとする。

なお、 「支払データ」とは甲より乙へ 「伝送二する 「出荷請求データ」で原覚書の第4条 第1項 第2

号 ・第3号 に基づき合致(「 不一致データ」を除 く)し たものをいう。

(3)甲 より乙へ 「伝送」された 「支払データ」は、支払確定通知書 とみなし、後 日これに従い支払われ

るものとする。

(4)乙 は甲の 「出荷請求データ」に示された支払額、支払手段、支払期 日に相違することな く支払 うこ

ととする。

なお、 「原覚書」の第4条 第1項 第2号 の 「不一致データ」が乙より甲へ 「伝送」 され、 「原覚書」

の第4条 第1項 第3号 ・第4号 に基づ く解決がはか られていないものはその処理につ き甲乙間の協議が

調うまでの間、乙は甲の同意を得て、妥当な期間、甲に対 し当該 「不一致データ」に係わる代金の支払

を保留することができるものとする。この場合、同意の条件として支払の保留により甲に生ずる損害の

補償について甲乙協議することができる。

2.「 支払デー タ」の 「伝送 」

(1)乙 は請求 デー タの送信 締 切 日まで に甲よ り 「伝送 」 され た 「出荷請 求データ」の うち、対象 とな る

「支払デー タ」 を支払予定 日の 営 業 日前 までに 甲に 「伝送」す る。

なお、支払予定 日 ・請求デー タの送信締 切 日は年度末 までに翌 年度 の伝送 日程 を 甲乙間で協議の上、

決定す る。

3有 効期間

本覚書は 「原覚書」が存続する限 り有効 とする。

本取決め成立の証として、本書2通 を作成 し、甲乙各1通 を保有する。

1992年 ○○月○○ 日

甲:

乙:
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「企業間データ交換に関する覚書」に基づ くシステム運営の取決事項

メーカー(以 下甲という)と 商社(以 下乙という)と は、甲乙間において締結 した 「企業間データ交換

に関する覚書」(以 下 「原覚書」 という)に 基づ きデータ交換の基本仕様、運営要領等について次の通 り

定める。

1.交 換を行うデータ種類

デ ー タ 名 位 置 づ け

データ名称

2.伝 送仕 様

項 目 内 容

(1)伝送手順

(2)回線種類

(3)回線番号

(4)セ ン タ ー 確 認 コ ー ド

(5)パ ス ワー ド

(6)文 字 コ ー ド

(7)デー タ圧縮オ プ シ ョン

(8)伝送ブ ロ ック長

(9)伝送障害時の再送

3.デ ー タ伝送方 法

(1)送 受方向 と起動

データ名 送受方向 VAN経 由 起 動 レ コ ー ド長 フ ォ ー マ ッ ト

データ名称

↓

甲 一 乙 有 ・無 甲

(2)伝 送 スケ ジュール

デー タ名 スケ ジュール

データ名称

▼

(例)

月 曜 日～ 金 曜 日の 毎 営 業 日

9:3010:0010:30・ ・
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(3)伝 送遅延時の扱い

データ名 伝送遅延時の対応

データ名称

(4)特 別休 日

カレンダーにない甲乙双方の特別休 日(年 末年始、創立記念 日等)は 、毎年_月 末に年度言寸画をお互いに

提示するものとす る。

4.連 絡窓口

デ一夕伝送運用上の連絡窓口は以下の通 りとする。

(1)業 務担当

企業間データ交換全般に関する窓 口であり、次の内容を行 う。

a.テ ス ト及び本番実施に関す る連絡

b.運 用に関する変更連絡(運 転時間帯、計画停止等)

c.伝 送完了後の再送要求

d.障 害時のバ ックア ップに関する連絡

甲 乙

住 所 東京都○○区△△町2-4-6 東京都○○区△△町2-6-3

営業 日 毎週 月～土曜 日

年末年始 〔12月31日 ～1月3日 〕

毎週月 ～土 曜 日

年末年始 〔12月31日 ～1月3日 〕

営業時間 8:50～18100〔 土 曜 日12:00迄 〕 9:15～17:30

連絡窓口 YY支 社ZZZ事 業部BBB課

TEL(03)123-4567

本店XXXX部AAAチ ーム

TEL(03)123-4567

(2)シ ステム担 当

適用業務 システ ムに関す る窓 口であ り、次の内容を行 う。

a.シ ステム変更 の詳 細連絡

甲 乙

連絡窓口 YY支 社 システム部BBB課

TEL(〔〕3)123-4567

本店XXX開 発部AAAチ ーム

TEL(03)123-4567

(3)運 用担当

データ伝送の定常運用 に関す る窓 口であ り、次の 内容 を行 う。
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a.定 常運用連絡

b.ネ ットワーク技術に関す る問い合わせ/連 絡

c.伝 送遅延を含む障害発生時の第1次 連絡

甲 乙

連絡窓口 ABCシ ス テ ム ズBBB課

TEL(03)123-4567

本店XXX開 発部AAAチ ー ム

TELO422(12)3456

(4)上 記連絡内容の どれに も該当 しない内容にっいては業務担当間での連絡事項 とする。

5.障 害対策

回線の不通 ・機器障害及びその他の事情により、スケジュールされた時間帯に伝送出来なか った場合に

備えて、当事者は別途協議iの上代替的な情報伝達方法、バ ックアップ用施設の設置等緊急措置に関する取

決めを行う。

6.交 換データの保存

データ交換するデータは甲乙協議の上、保存 し トラブル時の再送に備えることとする。

デー タ名 保存側 保存期間

デー タ名称

7.デ ータ交換関連業務フロー

データ交換対象データの処理に関連 した甲乙それぞれの業務処理の流れは添付資料に示す通 りとし、業

務処理の流れが変わった時には、速やかにこの資料の訂正を行い相手先に送付するものとする。

8.有 効期 間

本覚書は 「原覚書」が存続する限 り有効 とする。

本取決め成立の証 として本通2通 を作成 し、甲乙各1通 を保有する。

1992年 ○○月○○日

甲:

乙:
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2.3Cl-NETに よ る電 子 デ ー タ交 換(EDl)に 関 す る標 準 契 約 書

(出 典:(財)建 設 業振興基金 建 設産業情報化 推進セ ンター 発行

「CI・NET標 準 ビジネスプ ロ トコル(Ver⊥2)」('g4.11))

CI-NETに よ る電子 データ交 換(EDI)に 関す る標準契約書

(参 考例)

CI-NETを 用いてEDIを 行 うユ ーザーは、EDIを 行 うユーザー間 において何 らかのEDIに 関

す る契約書を取 り交わす ことが望 ま しい。 その契約書 に盛 り込む項 目、 内容 につ いては、ユ ーザー 間で十

分協議の上決定す る必要が あるが 、本標 準契約書 はその際の参考 とな る もの であ る。

ただ し、本 契約書 第2条 に定 めて いるよ うに、本契約書 の適用はあ くまで もCI-NETに よるEDIの

範 囲内であ り、一般的な業務基 本契 約や関連 法規 まで も包含 して はいない。

標準契約書(参 考例)

(以 下 「甲」 とい う。)と(以 下 「乙」 という。)と は、 甲乙間の 取引に関 し、

CI-NET標 準 ビジネ スプ ロ トコルに基づ く電子デー タ交換(以 下 「CI-NETに よるEDI」 とい

う。)を 利用す るにあ た り、 次の とお り契約(以 下 「本契約」 とい う。)を 締結す る。

第1条(目 的)

本契約は、 甲乙がCI-NETに よるEDIを 利 用す ることに よ り、 甲乙間の取 引を 円滑かつ合理的 に

推進す るために締結す る もの とし、両者 は誠意 を もって これを履行す る。

第2条(適 用範囲)

1.本 契約は、CI-NETに よ るEDIを 利 用 して行 う甲乙間の取 引および その付帯業務 につ いて適 用

す る。

2.CI-NETに よるEDIを 利用 して行 う甲乙間の取 引お よび その付帯 業務の 内容 は、甲乙別途協議

の上決定す る。

第3条(用 語の定義)

(1)CI-NETに よるEDI

この契約 にお いてCI-NETに よるEDIと は、 甲および乙が相手方に提供す る取引関係情報を メー

ルボ ックス にCI-NET標 準 ビジネ スプ ロ トコルの状 態で記憶 させ、提供 を受 ける側 が、 当該取引関

係情報を メールボ ックスか ら受 信 し、利 用す るシステ ムをい う。

(2)CI-NET標 準 ビジネスプ ロ トコル

取 引関係情報を相手方 に提供す る場 合に使われ る ビジネスプ ロ トコル であ り、建設業振興基金 ・建

設産業情報化推進 セ ンター発行の 「CI-NET標 準 ビジネスプ ロ トコルー1で規定 す るものを いう。

(3)取 引関係情報

甲乙間の継続 的取 引において、個 々の取引契約(以 下 「個別契 約」 とい う。)の 申込、お よび その

回答、 または、個別契約 内容の変更 も しくは解除の 申込 、および その回答 、その他 相手方 に対す る意

思表示お よびこれ らに付随す る諸情報 の うち、CI-NETに よるEDIに よ り甲乙 間で相互 に提供

され る諸情報を総称す る。

(4)申 込 デー タ

甲または乙が 、前号 の取 引関係情報 の うち、個別 契約 の 申込 と してCI--NETに よるEDIを 利

用 して相手方 に提供す る情報 をい う。

(5)メ ールボ ックス

CI-NETに よるEDIの 利用 に際 し、 甲および乙が相手方 に提供 す る取 引関係情報 を記憶 させ

る場所の ことをい う。 メール ボ ックスの運用 時間帯 に受信者の任意の タイ ミングによ り受信可能 であ
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り、かつ取引関係情報 量 に対応可能 な蓄積機能を有す るという条件 に満足す るもので なければな らな

い。

以下 、甲か ら乙に対 して提供 され る取引 関係情報の受渡場所を 「乙の メールボ ックス」 といい、 乙

か ら甲に対 して提供 され る取 引関係情報の受渡場所 を 「甲の メールボ ックス」 とい う。 なお、 「乙の

メールボ ックス」 と 「甲のメールボ ックス」 とが第三 者(電 気通信事業者な ど)の 電子記憶装 置内の

電子 フ ァイル であ るこ とを妨げない。

(6)オ ンライ ン取 引用設 備

甲お よび 乙が、CI-NETに よ るEDIを 利用す るために、 自らが準備 ・使用す る電子計算機 、

端末機器お よび周辺機 器 など(以 下 「ハー ドウェア」 とい う。)、 並びに当該 ハー ドウェアに使 用 さ

れ るソフ トウェアを総 称 してい う。(以 下 「装置」 とい う。)

(7)オ ンライ ン取 引用 電気 通信 回線

甲および乙が、CI-NETに よるEDIを 利用す るために準備す る甲の装置 と乙の装置 との 電気

通信回線 であ り、第一 種 電気通信事業者 によ り敷設、提供 され た ものをいう。(以 下 「通信回線」 と

いう。)

第4条(CI-NET標 準 ビジネスプ ロ トコルおよびCIIシ ンタ ックスルールの遵 守)

甲乙は 、CI-NETに よるEDIを 利用するにあた りCI-NET標 準 ビジネスプ ロ トコルお よびC

IIシ ンタ ックスル ールを遵守 する。

第5条(実 施手順)

L甲 乙は、以下の各号に定める要領に従い、相互に取引関係を提供、利用する。

(1)甲 乙は、CI-NETに よるEDIの 利用に際 し、取引関係情報の受渡場所 としてのメールボ ックス

を定める。

(2)甲 が乙に取引関係情報を提供 しようとするときは、甲は当該取引関係情報を作成 してCI-NET標

準ビジネスプロ トコルの状態で、乙のメールボ ックスに記憶させる。

(3)乙 は、前号によ り乙の メールボ ックスに記憶された取 引関係情報を、乙の装置の受信機能を起動させ

ることにより乙の装置内に受信 し、利用する。

(4)乙 が甲に取引関係情報を提供 しようとするときは、乙は当該関係情報を作成 してCI-NET標 準ビ

ジネスプロ トコルの状態で、甲のメールボ ックスに記憶 させる。

(5)甲 は、前号により甲のメールボ ックスに記憶 された取引関係情報を、甲の装置の受信機能を起動 させ

ることにより甲の装置内に受信 し、利用する。

(6)甲 および乙は、相手方に提供する取引関係情報をCI-NET標 準 ビジネスプロ トコルの状態に変換

する業務、および、CI-NET標 準 ビジネスプロ トコルの状態の取引関係情報を自己の要求する形式

に変換する業務を相手方 または第三者に委託することができる。(備 考1参 照)

*備 考1

甲および乙は、相手方に提供する取引関係情報をCI-NET標 準 ビジネスプロ トコルの状態に変換

する業務、および、CI-NET標 準 ビジネスプロ トコルの状態の取引関係情報を 自己の要求する形式

に変換する業務を相手方または第三者に委託 した場合には、第5条 第1項 の(1)から(5)までにおいて定め

るCI-NETに よるEDIの 実施手順の変更が必要となる場合がある。この場合には、CI-NET
によるEDIの 実施方法について甲乙別途協議すること。

2・CI-NETに よるEDIの 実施における取引関係情報のフォーマ ット、送信頻度、受信頻度、運用

時間、送受信確認方法、障害発生時の対応方法など詳細事項については、別途甲乙協議の上決定す る。

3・ 取引関係情報がCI-NETに よるEDIに より提供される場合の他、書面によっても提供される場

合には、送信者は当該情報の相互間に相違 ・矛盾を生 じさせないようにする。なお、相違 ・矛盾が生 じ

た場合は、原則としてCI-NETに よるEDlに より提供される取引関係情報が優先する。

第6条(意 思表示の時期)

CI-NETに よるEDIに よる甲乙間の意思表示は、甲および乙が提供すべき取引関係情報をそれぞ

れの相手方のメールボ ックスに記憶 させた時に、相手方に対 して意思表示されたもの とみなす。
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第7条(個 別契約の成立および内容)

1.甲 が乙に対 して個別契約の申込をなす場合には、第5条 に定める実施手順に従い、申込データを乙の

メールボックスに記憶 させることにより行 うものとし、乙は同実施手順に従い、乙のメールボックスか

ら当該申込データを受信す る。この場合、甲が乙に対 して意思表示を行った時点をもって甲が乙に対 し、

当該申込データの内容通 りの個別契約の申込を行ったものとみなす。

2.乙 は、第5条 第2項 により両者協議のうえ定められた受信頻度で乙のメールボックスか ら申込データ

を第5条 第1項(3)に 定める方法で受信するものとする。

3.第1項 により甲か ら個別契約の申込がなされたときは、乙は遅滞な く当該申込に対して諾否の通知を

行う。ただ し、甲乙で取り決めた期間内に乙か らの通知がない場合の諾否の判定については、甲乙別途

協議の上決定する(備 考2参 照)。

*備 考2

甲乙間で取 り決めた期間内に通知がない場合の諾否については、取引情報の種類により甲乙協議の上そ

の判定を事前に決定 してお く必要がある。ただし、CI-NETの ユーザーは、商法において以下のよ

うに定め られていることに留意する必要がある。

商法第509条 【諾否の通知義務】(要 約)

商人が平常取引を行う者か ら、その営業の部類に属する契約の申込を受けたときは、遅滞な く諾否の通

知を発することを要す。もし、発することを怠 ったときは申込を承諾 したものとみなす。

またCI-NETの ユーザーは、有力他産業の例として、(社)日本電子機械工業会の運用諸規則におい

ては、通知がない場合の諾否については、承認 と判定されることに注意する必要がある。

4.第1項 の申込データには、'甲および乙の名称、発注年月 日、品名、単価、数量、納期、納入場所、そ

の他個別契約に必要な事項を含む。また、CI--NETに よるEDIに より伝送された情報は、正当な

権限を有する発注者が適切な手段 ・手続に則 って行い、発信 したもの とみなす。

*建 設工事の請負契約に関する留意点

CI-NETの ユーザーは、建設業法において、建設工事の請負契約の内容について以下のように定

められていることに留意する必要がある。

建設業法第19条 【建設工事の請負契約の内容】

!建 設工事の請負契約の当事者は、前条の趣 旨に従 って、契約の締結に際 して次に掲げる事項を書面に

記載 し、署名又は記名押印を して相互に交付 しなければならない。
一 工事内容

二 請負代金の額

三 工事着手の時期及び工事完成の時期

四 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来高部分に対する支払の定めをす るときは、その支払の時

期及び方法

五 当事者の一方か ら設計変更又は工事着手の延期若 しくは工事の全部若 しくは一部の中止の申出があっ

た場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれ らの額の算定方法に関する

定め

六 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

七 価格等(物 価統制令(昭 和21年 勅令第118号)第2条 に規定する価格等をいう。)の 変動若 しくは変

更に基づ く請負代金の額又は工事内容の変更

七の二 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

七の三 注文者が工事に使用する資材を提供 し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内

容及び方法に関する定め

八 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡 しの時期

九 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

十 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

十一 契約に関する紛争の解決方法

2.請 負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変

更の内容を書面に記載 し、署名又は記名押印をして相互に交付 しなければな らない。
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第8条(個 別契約の変更)

CI-NETに よるEDIに よる個別契約の内容を変更する必要が生 じた場合は、甲乙協議の上変更す

る。この場合、 甲は、新たな個別契約の内容をCI-NETに よるEDIに よ り乙に通知 し、乙は遅滞な

く諾否の通知を行う。ただ し、甲乙で取 り決めた期間内に乙から諾否の通知がない場合の諾否の判定につ

いては、甲乙別途協議の上決定する。(備 考2参 照)

第9条(CI-NETに よるEDI障 害 時の措置)

1.電 子記憶装 置、通 信回線 の故障 またはその他 の理 由によ り、CI-NETに よるEDIに 障害(以 下

「本障害」 とい う。)が 発生 したときには、CI-NET運 用諸規則

4.2運 用ルー ル4.25障 害が発生 した場合 の対処 に沿 って甲乙取 り決 めた内容に従 う もの とす る。

2.本 障害な どに基 づ く損害 につ いては、 甲乙の うち、当該障害の発生につ いて責任を有す る側が 負担 し、

その負担額 および負担方 法は両者協議 の上事前に決定す る。

第10条(費 用負担)

CI-NETに よるEDIに 係わ る費用 は、CI-NET運 用諸規則 .4.3運 用ガイ ド4.3.3費 用

負担の考 え方に従 い甲乙協議 の上決定す る。

第11条(装 置お よび通信 回線の整 備)

1.甲 お よび乙は、CI-NETに よるEDIを 利用す るため に必要 な装 置お よび通信回線の整備をそれ

ぞれ行 う。

2.甲 は、CI-NETに よ るEDIの 実施にあ たり甲が必要 と認め た ときは、 乙にハー ドウェアを貸 与

す るこ とが で きる。 この場 合、使 用条件な どにつ いては別途 甲乙協議 して定 める。

3.甲 が有す るCI-NETに よるEDI用 ソフ トウェアを 乙に対 し使用許 諾す る場合は、使用許諾条 件

な どにつ いて、別途 甲乙協議iの上 決定す る。

第12条(装 置の保守)

甲および乙は、善良なる管理者の注意をもって、装置の保守 ・管理を行 う。

第13条(記 憶内容のかいざん禁止)

1.甲 および乙は、CI-NETに よるEDIに おいて、メールボ ックスに記録された取引関係情報の内

容をかいざんしてはならない。

2.前 項の規定は、相手方がメールボックスに記録された取引関係情報を受信 した後も同様とする。また、

第8条 において個別契約が変更された場合、その記録内容についても同様 とする。

第!4条(取 引関係情報の保 存)

取 引関係情 報の保存期 間は、CI-NET運 用諸規則4.3運 用ガイ ド4.3.2デ ータ保存期 間およ

び法の定 めに よる もの とし、 甲および乙は、 当該取引関係情報の 電子フ ァイル 、磁気 テープ、 フ ロッピー

ディスクおよび書類 な どの記 録媒体にて保存す る。

第15条(秘 密保持)

甲および乙は、本契約期間中はもとより、本契約完了後においてもCI-NETに よるEDIの 実施に

より知 り得た情報を第三者に漏洩 してはな らない。ただ し、次の各号のいずれかに該当するものは、この

限 りではない。

(1)相 手方か ら開示を受けた際、既に自ら所有 していたもの。

(2)相 手方か ら開示を受けた際、既に公知公用であったもの。

(3)相 手方か ら開示を受けた後に、甲乙それぞれの責によらないで公知または公用となったもの。

(4)正 当な権限を有する第三者か ら秘密保持の義務を伴わず入手 したもの。
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第16条(権 利義務の譲渡)

甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾を得ない限 り、本契約および個別契約により生ずる一切

の権利義務の全蔀または一部を第三者に譲渡 し、もしくは引き受けさせ、または担保に供 してはならない。

第17条(本 契 約の解約)

甲および 乙は、CI-NETに よるEDIが 有効でない と判断 した場 合、3カ 月の予告期 間を もってい

っ で も本契約を解約す ることが できる。

第18条(期 限の利益の喪失)

甲および乙は、第19条 第1項 各号の一に該当する事由が生 じたときは、直ちに相手方にその 旨通知する

とともに、相手方に対する一切の債務について、当該期限の利益を喪失 し、直ちにこれを弁済 しなければ

ならない。

第19条(本 契約および個別契約の解除)

1.甲 および乙は、相手方に次の各号の一に該当する事 由が生 じたときは、本契約および個別契約の全部

または一部を解除することができる。

(1)本 契約および個別契約に違反 したとき。

(2)正 当な理由な く期間内に契約を履行する見込みがないと認め られるとき。

(3)重 大な損害または危害をおよぼ した とき。

(4)監 督官庁より営業の取消し、停止な どの処分を受けたとき。

(5)仮 差押え、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売などの申立て、または破産、和議、会社

更生、会社整理の申立てがあったとき、もしくは清算に入 ったとき、

あるいは支払停止、支払不能の事由が生 じたとき。

(6)解 散の決議を し、または他の会社 と合弁 したとき。

(7)財 産状態が著 しく悪化 し、またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。

(8)災 害その他やむを得ない事 由により、契約の履行が困難 と認め られるとき。

2.前 項の解除は、甲または乙が蒙 った損害について相手方に損害賠償請求をすることを妨げない。ただ

し、前項第(8)号の場合はこの限りではない。

第20条(協 議事項)

本契約および個別契約に定めのない事項については、既に甲乙間で取 り交わ し済みの取引基本契約によ

る。また、いずれの契約にも定めのない事項および疑義を生 じた場合は、甲乙協議のうえ解決す る。

第21条(管 轄裁判所)

甲および乙は、本契約および個別契約に関する紛糾の管轄裁判所を○○○○裁判所とす る。

第22条(有 効期間)

本契約の有効期間は、平成○○年○○月○○日か ら平成○○年○○月○○ 日までとす る。ただし、期間

満了の1カ 月前までに、甲または乙か ら書面による異議の申し出のないときは、本契約 と同一一条件で更に

1カ 年間更新するものとし、更新 された期間についても同様 とす る。

本契約の成立を証するため、本書2通 を作成 し、甲乙記名捺印のうえ、各1通 を保有する。

平成 年 月 日

称
地
名氏

在
者表

名
所
代

甲

称
地
名氏

在
者表

名

所
代

乙

PE

PE
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2.4HIIS-NETオ ンライ ン取 引標準 システム

基本契約書及 びHIIS-NET基 本契約 書

(出典:(財)住 宅産業情報サー ビス発行 「住宅産業情 報 システ ム

ネ ッ トワー ク標準 ビジネ スプ ロ トコルVERI.0」('g3.10))

rHIIS-NET」 オ ンライ ン取引標準 システ ム基本 契約書

発注者(以 下 「甲」 とい う。)と 受注者(以 下 「乙」 とい う。)とは甲乙間の取 引に関 し、住宅産業情

報 システ ムネ ッ トワー ク(以 下rHIIS-NET」 という。)オンライ ン取 引標準 システ ムを利用す るにあた り、

次の通 り契約 を締結す る。

第1条(目 的)

本契約は、 甲乙がrHIIS・NET」 オ ンライ ン取引標準 システムを利用す る ことに よ り、甲乙 間の取 引を 円

滑かつ合理 的に推進す るために締結 す るもの と し、両者は誠意 を持 って これ を履行す る。

第2条(適 用範 囲)

L本 契約は、 「MIS・NET」 オ ンライ ン取引標準 システムを利用 して行 う甲と乙 との取 引及び その付帯業

務につ いて適用す る。

2.「HIIS・NET」 オ ンライ ン取引標準 システムを利用 して行う甲 と乙 との取引及び その付帯業務の内容は、

甲乙別途協議の うえ決定す る。

第3条(用 語の定義)

1.「HIIS・NETjオ ンライ ン取 引標準 システム

この契約 にお いて 「HIIS-NET」 オ ンライ ン取 引標 準 システム(以 下 「本 システ ム」 とい う。)とは、甲

及び乙が、相手 側 に提供す る取 引関係情報 を メールボ ックスにrHIIS・NET]標 準プ ロ トコルの状 態で

記憶 させ、提供 を うけ る側が 、当該 取引関係 情報 を メールボ ックスか ら受信 し、利用 す るシステムを

い う。

2「HIIS・NET」 標準 プ ロ トコル

本 システ ムを利 用 して取 引関係情報 を相手方 に提供す る場合に使 われ るプ ロ トコル であ り、(財)住 宅

産業情 報サー ビス発行の 『「HIIS・NET」 取 引標準化 ビジネ スプ ロ トコル』 で規 定す る ものをい う。

3.取 引関係情報

甲乙間の継続的取引において、個 々の取引契約(以 下 「個別契約」 という。)の 申込、及びその回答、

または個別契約内容の変更 もしくは解除の申込及びその回答、その他相手方に対する意思表示及びこ

れ らに付随する諸情報の うち、本システムを介 して甲乙間で相互に提供される諸情報を総称する。

4申 込データ

甲または乙が、前号の取引関係情報のうち、個別契約の申込 として本システムを介 して相手側に提

供する情報をいう。

5.メ ールボ ックス

本 システムの利用に際 し、甲及び乙が相手側に提供する取引関係情報を記憶 させる場所のことをい

う。 メールボ ックスの運用時間帯に受信者の任意のタイ ミングにより受信可能であり、かつ、取引関
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係情報量に対応可能な蓄積機能を有するという条件に満足するものでなければな らない。

以下、甲か ら乙に対 して提供される取引関係情報の受け渡 し場所を 「乙のメールボ ックス」といい、

乙から甲に対 して提供される取引関係情報の受け渡 し場所を 「甲のメールボ ックス」 という。なお、

「乙のメールボックス」と 「甲のメールボ ックス」とが第三者の電子記憶装置内の電子ファイルであ

ることを防げない。

6オ ンライ ン取 引用設備

甲及び 乙が 、本 システ ムを利用す るため に、 自らが準備 ・使用す る電子計算機 、端 末機器及び周辺

機器等(以 下 「ハー ドウ ェア」 という。)、 並びに 当該ハ ー ドウ ェアに使用 される ソフ トウ ェアを総

称 してい う(以 下 「装置」 とい う。)。

7オ ンライン取 引用電気通信回路

甲及び乙が、本 システムを利用するために準備する、甲の装置と乙の装置 との間の電気通信回路で

あり、第一種電気通信事業者により敷設、提供されたものをいう(以 下 「通信回路」という。)。

8受 信確認情報

甲または乙が、取引関係情報を相互のメールボ ックスを介 して提供する情報に対 して、その受信を

確認 したことを相手側に提供する情報をいう。

第4条(実 施 手順)

!.甲 乙は、以下の各号 に定 める要領 に したが い、相互 に取 引関係 情報 を提供 、利用す る。

(1)甲 乙は本 システム利 用に際 し、取 引関係 情報の受 け渡 し場所 としての メールボ ックスを定 める。

(2)甲 が 乙に取引 関係情報 を提供 しよ うとす るときは、甲は当該取 引関係情 報を作成 して原則 として

rHIIS-NET」 標準 プ ロ トコルの状態で、 乙の メールボ ックスに記憶 させ る。

(3)乙 は、前号 によ り乙の メールボ ックスに記憶 され た取引関係情報 を、乙の装置の受信 機能を起動

させ ることによ り乙の装置内に受信 し、利用す る。

(4)乙 が甲 に取 引関係情 報を提供 しよ うとす る ときは、乙は 当該取引関係情報を作 成 して原則 と して

「MIS-NET」 標準 プ ロ トコルの状態で、 甲の メールボ ックスに記憶 させ る。

(5)甲 は、前号 によ り甲の メールボ ックスに記憶 された取引関係情報を、 甲の装 置の受 信機能 を起動

させ るこ とによ り甲の装置内に受信 し、利 用す る。

(6)甲 及び 乙は、 相手方 に提供す る取 引関係情 報を 「HIIS・NET」標準プ ロ トコルの状態 に変換す る業

務、及 び 「HIIS-NET」 標準 プ ロ トコルの状 態の取 引関係情報 を 自己の要求す る形式 に変換す る業務

を相手方 または第三者に委託す るこ とがで きる。

2.本 システム実施における取引関係情報のフォーマ ッ ト、送信頻度、受信頻度、運用時間、メールボッ

クスにおける保存期間、送受信確認方法等詳細事項については、別途甲乙協議のうえ決定す る。

3.取 引関係情報が、本 システムにより提供 される場合の他、書面によって提供される場合には、送信

者は当該情報の相互間に相違 ・矛盾を生 じさせないようにする。なお、相違 ・矛盾が生じた場合は、

原則として本システムにより提供され る取引関係情報が優先する。

第5条(意 思表示の時期)

1.本 システムによる甲乙間の意思表示は、原則 として甲及び乙が提供すべ き受信確認情報をそれぞれ

の相手方に対 して発信 した時に、相手方に対 して意思表示されたものとみなす。

2.甲 乙相互間における取引関係情報の提供において受信確認情報の提供を行わない場合は、本 システ

ムによる甲乙間の意思表示は、原則として甲及び乙が提供すべき取引関係情報をそれぞれの相手方の
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メールボックスに記憶させた時に、相手方に対 して意思表示されたものとみなす。

第6条(個 別契約の成立及び内容)

1.甲 が乙に対 して個別契約の申込をなす場合には、第4条 に定める実施手順にしたがい、申込データ

を乙のメールボ ックスに記憶 させることにより行うものとし、乙は同実施手順にしたがい、乙のメー

ルボックスか ら当該申込データを受信する。 この場合、甲が乙に対 して意思表示を行 った時点をもっ

て甲が乙に対し、当該申込データの内容通 りの個別契約の 申込を行ったものとみなす。

2乙 は、第4条 第2項 により両者協議の うえ定められた受信頻度で乙のメールボ ックスか ら申込デー

タを第4条 第1項(3)に 定める方法で受信するもの とする。

3第1項 により甲か ら個別契約の申込がなされたときは、乙は遅滞なく当該申込に対 して承諾可否の

通知を行 う。ただ し、甲乙で取 り決めた期間内に乙か ら承諾可否の通知がない場合は、当該申込に対

して承諾 したもの とみなす。

4第1項 の申込データには、甲及び乙の名称、発注年月 日、品名、単価、数量、納期、納入場所、そ

の他個別契約に必要な事項の他、発注者の責任によって発注されたことを証す るための事項を定めな

ければならない。

第7条(個 別契約の変更)

本 システムによる個別契約の内容を変更する必要が生 じた場合は、甲乙協議のうえ変更することができ

る。この場合、 甲は、新たに取引内容を本システムにより乙に通知 し、乙は遅滞なく承諾可否の通知を行

う。ただし、甲乙で取 り決めた期間内に乙か ら承諾可否の通知がない場合は、承諾 したもの とみなす。

第8条(本 システム障害時の措置)

1.電 子記憶装置、通信 回線の故障またはその他の理由により、本システムに障害(以 下 「本障害」 と

いう。)が 発生 した時には、甲乙は、それぞれ相手方に連絡 し、速やかに対応を図る。

2.甲 及び乙は、合意のうえで本障害が復旧するまでの間、必要に応 じ所定の注文書等の書面を相手方

に交付するか、それに代わる方法により通知する。

3.本 障害等に基づ く損害については、甲乙の うち、当該障害の発生について責任を有する側が負担 し、

その負担額及び負担方法は両者協議の うえ決定する。

第9条(費 用負担)

本 システムに係 る費用は、受益者負担を原則とし、甲乙それぞれが負担する。

第10条(装 置及び通信回線の整備)

甲及び乙は、本 システムを利用するために必要な装置及び通信回線の整備を、それぞれ行う。

第11条(装 置の保守)

甲及び乙は、善良なる管理者の注意をもって、装置の保守 ・管理を行う。

第12条(記 録 内容のかい ざん禁 止)

1.甲 及 び乙は、本 シス テムにおいて、メールボ ックスに記録 された取 引関係情報 の内容をかい ざん し

ては な らない。

一109一



2前 項の規定は、相手方がメールボ ックスに記録された取引関係情報を受信 した後 も同様とする。ま

た、第7条 において個別契約が変更された場合、その記録内容について も同様 とする。

第13条(取 引関係情報の保存)

取引関係情報の保存期間は、法の定めによるものとし、甲及び乙は、当該取引関係情報の電子ファイル、

磁気テープ、フロッピーディスク及び書類などの記録媒体にて保存する。

第14条(秘 密保持)

甲及び乙は、本契約期間中はもとよ り、本契約完了後においても本 システムの実施により知 り得た情報

を第三者に漏洩 してはな らない。ただ し、次の各号のいずれかに該当するものは、その限 りではない。

1.相 手方か ら開示を受けた際、既に自ら所有 していたもの。

2.相 手方か ら開示を受けた際、既に公知公用であったもの。

3.相 手方か ら開示を受けた後に、甲乙それぞれの責によらないで公知または公用となったもの。

4.正 当な権限を有する第三者か ら秘密保持の義務を伴わず入手 したもの。

第15条(権 利義務の譲渡)

甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾を得ない限り、本契約及び個別契約により生ずる一切の権

利義務の全部または一部を第三者に譲渡 し、 もしくは引受けさせ、または担保に供 してはな らない。

第16条(本 契約の解約)

甲及び乙は、本 システムを利用 しないと判断した場合、6カ 月の予告期間を もっていつでも本契約を解

約することができる。

第17条(本 契約及び個別契約の解除)

1.甲 及び乙は、相手方に次の各号の一に該当す る事 由が生じたときは、本契約及び個別契約の全部また

は一部を解除す ることができる。

(1)本 契約及び個別契約に違反 したとき。

(2)正 当な理由な く期間内に契約を履行する見込がないと認められるとき。

(3)重 大な損害または危害を及ぼ したとき。

(4)監 督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けたとき。

(5)仮 差押え、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売等の申し立て、または破産、和議、会社

更生、会社整理の申し立てがあったとき、 もしくは清算に入 ったとき、あるいは支払停止、支払不能

の事由が生 じたとき。

(6)解 散の決議をし、または他の会社と合併 したとき。

(7)財 産状態が著 しく悪化 し、またはそのおそれがあると認められ る相当の事由があるとき。

(8)災 害その他やむを得ない事由により、契約の履行が困難と認められるとき。

2.前 項の解除は、甲または乙が蒙 った損害について相手方に損害賠償請求をすることを妨げない。ただ

し、前項第8号 の場合はこの限りではない。

第18条(協 議事項)

本契約及び個別契約に定めのない事項及び疑義のある事項については、甲乙協議のうえ解決する。

第19条(管 轄裁判所)

甲及び乙は、本契約及び個別契約に関する裁判上の一切の紛争については、管轄裁判所を○○○○裁判

所 とする。
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第20条(有 効期間)

本契約の有効期間は、平成○○年○○月○○日か ら平成○○年○○月○○日までとする。ただし、期間

満了の6カ 月前までに、甲または乙か ら書面による異議の申し出のないときは、本契約と同一条件で更に

1カ 年間更新するもの とし、更新された期間についても同様 とする。本契約の成立を証するため、本書2

通を作成 し、甲乙記名捺印の うえ、各1通 を保有する。

平成 年 月 日

称

地

名氏

在

者表

名

所

代

年

回E

乙:名 称

所 在 地

代表者氏名

J|E
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HIIS-NET基 本 契 約 書

(以 下 「甲」 とい う。)と 住 宅産業情報 システムネ ッ トワーク

(以下 「乙」 という。)と は、VANサ ー ビスの提供に関 して以下の とお り契約を締結す る。

(契 約の 目的)

第1条 乙は 甲に対 し、要綱 記載のVANサ ー ビス内容 のほか、この契約 条項の とお りVANサ ー ビスを

提供す る。

(契約の履行)

第2条 甲及び乙は、相互に協力するとともに、信義に基づき誠実に本契約を履行す るものとする。また、

乙は善良なる管理者の注意をもって、VANサ ービスを遂行するものとする。

(契約期間)

第3条VANサ ー ビスの契約期間は、要綱記載のとお りとする。

2.た だし、期間満了の6カ 月前までに、申乙いずれか らも書面による契約終了の意思表示がなかっ

た場合、本契約は期間満了日の翌 日より!年 間延長されるものとし、それ以降の期間満了に際して

も、同様 とする。

3.前 項の定めにかかわらず、契約期間を経過 した後は、甲はいつでもこの契約を解約することがで

きる。 この場合、甲は解約の6カ 月前までに書面にて申し出るもの とする。

(VANサ ー ビスの 開始)

第4条 乙は、要綱記載のVANサ ー ビス 開始 日か らVANサ ー ビスを提供 す るもの とす る。

2.VANサ ー ビス開始 日を変更 す る必要が生 じた場合 、甲乙協議 の うえ別途覚書を取 り交 わす もの

とする。

(VANサ ー ビスの一 時停止)

第5条 乙は、次の各号の いずれか に該 当す るときには、VANサ ー ビスの提供を一時停止す ることが あ

る。

(1)VANサ ー ビス用設備 の保守上 または、工事上やむ を得 ない とき

(2)第 一種電気通信事業 者が、電気通信役務の提供 を一 時停止 した とき

2.乙 は、前項第1号 の事 由に よ りVANサ ー ビスの提供 を一 時停 止す るときは、 あ らか じめその 旨

を 甲に通知 し同意 を得 る もの とす る。但 し、緊急やむ を得な い場合 は、 この限 りでは ない もの とす

る。

(検査)

第6条 甲は、データの受領後その内容をただちに検査するもの とする。

2.検 査の結果に不具合のあった場合、甲はただちに乙に連絡を取 り、その扱いにつき協議するもの

とする。

(VANサ ー ビス料金)

第7条VANサ ー ビス料金 は、要綱 記載のVANサ ー ビス料金 の とお りとす る。

2.乙 は、VANサ ー ビス料金の全部 または、一 部を変 更 しよ うとす る ときは、その実 施 日の6カ 月

前 までに書面によ り、甲に通知す る もの とする。

(VANサ ー ビス料金の算 出)

第8条VANサ ー ビス料金はVANサ ー ビス開始 日か ら起 算 し、月毎 に算 出す る。その場合、 当月1日

か ら当月末 日までを料金月 と し、 当月末 日を締切 日とす る。

2.VANサ ー ビス開始 日または解約 日が月の 中途であ る場合、 その月 の契約料金はVANサ ー ビス

提供 日数(VANサ ー ビス開始 日か ら当該月末 日まで、 または 当該月1日 か らVANサ ー ビス終 了
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日までの 日数を い う。)に 応 じ、次式 によ り算 出 された額 とす る。

月額基本料金*

×VANサ ービス提供 日数+当 該月従量料金

当該月の 日数*円 未満切 り捨て

(VANサ ー ビス料金の 支払等)

第9条 乙は、請求書 を もってVANサ ー ビス料金 を、甲に請求す る。 甲は、 要綱記 載の支払期 日までに

VANサ ー ビス料 金を、 乙に支払 う もの とす る。 尚この際 甲にお いて、 乙へ の支払 にかか る費用は

全 て乙の負担 とす る。

2.

3.

この契約に基づ いて、甲が乙に対 して負担する費用は、要綱記載の支払条件により支払うものと

する。

甲がVANサ ービス料金の支払を、前項の期 日迄に行なわなかった場合、乙は 甲の支払遅延 日数

に応 じて、 日歩3銭 の割合で延滞損害金を請求できるものとする。

(甲の設備の設置および維持)

第10条 甲は、VANサ ー ビスの提供を受けるにあたっては、自己の費用にて甲の設備(別 紙構成図に明

記の甲の設備の範囲…以下同じ)を 設置す るものとし、その責任範囲は要綱記載のVAN接 続構成

概要によるものとする。

2.

3.

甲は、VANサ ービスの遂行に支障をきたさないために、自己の費用にて、甲の設備が正常に稼

働するように維持するものとする。

甲は、VANサ ービスの利用中に異常を発見 したときは、甲の設備に故障のないことを確認のう

え、ただちに乙へ通知するもの とし、速やかに対策につき協議するものとする。

(第 三者のVANと の接続)

第11条 甲は 、第三者のVAN等 のネ ッ トワー クサー ビスを介 して、VANサ ー ビスの提供 を受 けるこ と

ができる。た だ し、甲は、事前に書面 よ り乙の 同意 を得 るもの とする。更 に第三者のVAN等 の ネ ッ

トワークサー ビス会社 は乙 との間にてVANとVANと の接続 に関す る契約 を別 途締結す ることと

す る。

2.前 項 の第 三者の ネ ッ トワー クサー ビスとの接続 によって生 じる問題は 、VANとVANと の接続

に関す る契 約の 内容 を もとに、甲乙及び第三者のVAN等 のネ ッ トワー クサー ビス会社 との間で協

議の うえ解 決す る もの とす る。

(損害賠償)

第12条VANサ ー ビスについて、乙の責に帰すべき事 由により不具合が生 じ、甲に損害が発生 したとき

には、その不具合が直接の原因で、甲に現実に発生 した通常損害に限 り、甲は乙に対 し損害賠償を

請求できるもの とする。この場合、損害賠償額は月間のVANサ ー ビス料金を限度額 とし、甲乙協

議するものとする。
り
↑

0
0

4。

乙は、甲の責に帰すべ き不具合にっいては、責を負わないものとする。

第5条 第1項 及び天災、地変その他の災害の不可抗力により、VANサ ー ビスを提供できなかっ

た場合、乙はその責を負わないもの とする。

VANサ ービスにつき、甲乙以外の第三者に起因する不具合により、甲に損害が発生 したときは、

乙が当該第三者か らその不具合に関し、損害賠償を受領 した場合に限り、甲は乙に対 し、その不具

合が直接の原因で甲に現実に発生 した通常損害の額を、請求できるもの とする。その場合の損害賠

償額は、月間のVANサ ービス料金を限度額 とし、甲乙協議するもの とす る。

(装置設置場所への立入)

第13条 乙は、VANサ ー ビスに係わる業務等を、甲の事業所内で遂行す る必要のある場合には、甲と協

議のうえ装置の設置場所に立ち入ることができるものとする。
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(機密保持)

第14条 甲及び乙は、この契約の履行のために相手方よ り提供された仕様書、図面、資料その他の技術情

報及び営業上の情報で、相手方が特に機密であると指定 した情報及びこの契約に基づき知得 した相

手方の業務上の機密の情報を、第三者に漏洩 しないものとする。ただ し、次の各号に該当す る情報

については、適用を除外する。

(1)す でに入手 していた情報

(2)機 密保持業務を負うことな く第三者か ら正当に入手 した情報

(3)こ の契約に違反することな く受領の前後を問わず公知になった情報

(4)相 手方が書面より開示を承諾 した情報

2.本 条の規定は本契約終了後も有効に存続する。

(著作権等)

第15条 甲は、本契約に関連 して、乙が甲に提供するプログラム、マニュアル、その他の資料についての

著作権等権利を尊重 し、本契約の 目的の範囲以外の利用をするときは、あらか じめ乙の許諾を得る

ものとす る。

(障害等の報告及び対策の実行)

第16条 甲または乙が、VANサ ービスを利用 した業務の遂行に支障が生 じるおそれがある障害の発生を

知ったときは、その障害発生の帰責の如何に関わ らず、直ちにその 旨を相手方に報告 し、速やかに

対策につき協議 し、協議 された対策については、相方すみやかに実行するものとする。

(契約内容の変更)

第17条 本契約の内容は、甲乙双方記名捺印した書面によってのみ変更することができる。

(過怠約款)

第18条 甲が次の各号に定める事項のいずれかに該当する場合は、甲は乙に対する一切の債務の期限の利

益を喪失 し、乙は何時でも通知その他の手続 きをふまず、この契約の全部または一・部を解約するこ

とができる。

(1)甲 が乙または第三者に振 り出した手形または小切手が不渡 りとなったとき。

(2)甲 が第三者か ら差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産、会社整理または会社更生手続開始等

の申立てを受けたとき。

(3)甲 が 自ら破産宣告、会社整理、和議あるいは会社 ・更生等の申立てを したとき、または清算手

続に入ったとき。

(4)甲 が支払を停止 したとき。

(5)甲 が監督官庁か ら営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき。

(6)甲 が乙または第三者に債務の履行猶予の申出をおこない、あるいは債権者集会の招集準備、主

要資産の処分の準備その他甲の債務履行が困難と認め られる事由が生 じたとき。

(7)公 租公課の滞納処分を受けたとき。

(8)甲 がこの契約に違反 したとき。

(管轄裁判所)

第19条 この契約に関する裁判上の一切の紛争については、東京地方裁判所を管轄裁判所として処置する

ものとする。

(協議)

第20条 この契約の履行につ いて疑義を生 じた場合、及びこの契約に定めのない事項については、甲乙双

方で協議 し、円満に解決を図るものとする。
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2.5鉄 鋼EDl標 準企業間 デー タ交換 に関す る覚書

(出典:鉄 鋼 ネ ッ トワー ク研究会 「鉄鋼EDI標 準(1)(原案)」(93・10))

(基本契約書が無い場合)

鉄鋼EDI標 準 企業間データ交換に関す る覚 書

A株 式会社(以 下 「甲」 とい う)とB株 式会社(以 下 「乙」 とい う)と は、 甲乙間の データ交換 に関 し、

次の通 り覚書 を締 結 した。

第1条(目 的)

本覚書は、甲乙間の****業 務を円滑かつ合理的に運営する為に締結するものとし、両者は誠意をもっ

てこれを履行する。

第2条(適 用範 囲)

1.本 覚書 は、鉄鋼EDI標 準 システムを利用 して甲か ら乙へ提供す る 「****情 報」(以 －F「***

*情 報」 という)に つ いて適 用す る。

2.****情 報の伝送仕様 、発信 頻度 、運用時 間、受発信確認、障害発生 時の対応方法等、詳細事項 に

つ いては 、別途 甲乙で取 り交 わす 「企 業間デー タ伝送取 決め書」 による。

3.甲 は****情 報を乙が 開設す る乙の メールボ ックスへ発信 し、 乙は メールボ ックスか ら受信す るも

の とす る。

第3条(用 語の定義)

1.鉄 鋼EDI標 準

取引関係情報を相手方に提供する場合に使われる標準であ り、鉄鋼ネ ッ トワーク研究会発行の鉄鋼E

DI標 準で規定するものをいう。

2.鉄 鋼EDI標 準システム

鉄鋼EDI標 準 システムとは、甲及び乙が相手方に提供す る取引関係情報を鉄鋼EDI標 準ビジネス

プロ トコルを適用 し、受発信す るシステムをいう。

3.メ ールボックス

データ交換に際 し、甲及び乙が相手方に提供する取引関係情報を記憶 させる通信上の場所の ことをい

う。

第4条(費 用負担)

当事者間で協議 ・決定 した内容を記述する。 ]
第5条(記 憶内容のかいざん禁止)

1.甲 及び乙は、鉄鋼EDI標 準 システムにおいて、メールボックスに記憶された取引関係情報の内容を

かいざん してはな らない。

2.前 項の規定は、メールボ ックスに記憶された取引関係情報を受信 した後も同様 とする。

第6条(秘 密保持)

甲及び乙は、本覚書に基づ くデータ交換の実施により知 りえた相手方の情報を、その有効期間中はもと
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より完了後 といえども秘密に保持す るものとし、本来の 目的以外に使用 してはな らない。

第7条(協 議事項)

本覚書に定めのない事項について疑義が生 じた場合は、その都度甲乙協議の上解決するものとする。

第8条(覚 書内容の変更)

本覚書の内容に変更が生 じた場合、甲乙にて協議を行い、両者合意の基に変更するものとする。

第9条(有 効期間)

本覚書の有効期間は、平成 年 月 日か ら1年 間とする。但 し、期間満了の1カ 月前迄に、甲又は乙

か らの書面による契約解除又は異議の申し立てがない場合には、本覚書と同一条件で更に1年 間継続する

ものとし、以後 も同様 とする。

本覚書の成立を証するため、本書2通 を作成し、甲乙記名捺印の上、甲乙各1通 を保有す る。

平成 年 月 日

甲A株 式会社 PE

乙B株 式会社 PE
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(基本契約書が有る場合)

鉄鋼EDI標 準 企 業間データ交換 に関す る覚 書

A株 式会社(以 下 「甲」という)とB株 式会社(以 下 「乙」という)と は、甲乙間の平成 ×年 ×月×日

付け売買基本契約(以 下原契約 と言 う)に 基づ く取引に関し、鉄鋼EDI標 準システムを利用するにあた

り、次のとお り覚書を締結 した。

第1条(目 的)

本覚書は、甲及び乙が鉄鋼EDI標 準 システムを利用することにより、甲乙間の取引を円滑かつ合理的

に推進する為に締結す るものとし、両者は誠意をもってこれを履行する。

第2条(適 用範囲)

1.本 覚書は、鉄鋼EDI標 準システムを利用 して行う甲と乙との取引及びその付帯業務について適用す

る。

2.鉄 鋼EDI標 準システムを利用して行 う甲と乙との取引及びその付帯業務内容は、甲乙別途協議の上、

決定する。

3.取 引関係情報の種類、伝送仕様、発信頻度、運用時間、受発信確認、障害発生時の対応方法等、詳細

事項については、別途甲乙で取 り交わす 「企業間データ伝送取決め書」による。

第3条(用 語の定義)

1.鉄 鋼EDI標 準

取引関係情報を相手方に提供する場合に使われる標準であり、鉄鋼ネ ットワーク研究会発行の鉄鋼E

DI標 準で規定するものをいう。

2.鉄 鋼EDI標 準 システム

鉄鋼EDI標 準 システム とは、甲及び乙が相手方に提供する取引関係情報を鉄鋼EDI標 準を適用 し、

受発信す るシステムをいう(以 下 「本 システム」 という)。

3.メ ールボ ックス

データ交換に際 し、甲及び乙が相手方に提供する取引関係情報を記憶させる通信の場所のことをいう。

4.取 引関係情報

甲乙間の継続的取引において、個別売買契約の取引契約(以 下 「個別契約」という)の 申込み、及び

その回答、又は、個別契約内容の変更 もしくは解除の申込み及びその回答、その他相手方に対する意思

表示及びこれ らに付随する諸情報のうち、本 システムを介 して甲乙間で相互に提供 される 「注文情報A」

「注文受付確認情報A」 「注文請情報A」 を言う。

5.注 文データ

乙が、前号の取引関係情報のうち、個別契約の申込みとして本システムを介 して甲に提供する注文情

報Aを 言 う。

6.受 付確認データ

乙が個別契約申込みを行 ったデータに対 し、甲が受付けチェックし、受信の確認及びエラーデータの

有無を、本 システムを介 して乙に提供する注文受付確認情報Aを 言 う。

7.請 書データ

甲が乙より個別契約として受けた注文データに対 し、注文受付結果 として、本 システムを介 し乙に提

供する注文請情報Aを 言う。

第4条(実 施手順)

1.甲 及び乙は、以下の各号に定める要領に従い、相互に取引関係情報を提供、利用する。
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①乙が甲に取引関係情報を提供 しようとするときは、乙は取引関係情報を作成 して、甲が開設する甲の

メールボ ックスへ発信する。

②甲は、前号により甲のメールボックスから受信 し利用する。

③甲が乙に取引関係情報を提供 しようとするときは、甲は取引関係情報を作成 して、乙が開設する乙の

メールボ ックスへ発信する。

④乙は、前号により乙のメールボックスか ら受信 し利用する。

2取 引関係情報が、本 システムにより提供される場合のほか、書面によっても提供される場合には、発

信者は当該情報の相互間に相違 ・矛盾を生 じさせないようにする。尚、相違 ・矛盾が発生 した場合は、

発信 したデータを正とし発信者側が速やかにその内容を相手側に通知 し、受信側が責任を持って当該部

分の修正を行うものとする。

第5条(個 別契約の成立及び内容)

1.本 覚書に基づ く甲乙間の製品の売買契約は、乙が甲に注文データを発信 し、甲が乙の注文データに対

して乙に請書データを発信 した時に成立するもの とする。

2.第1項 の注文データには、乙及び甲の名称、発生年月日、鋼材製品の内容、納状、単価、数量、納期、

納入場所、その他個別契約に必要な事項を含む。又、本システムにより伝送された情報は、正当な権限

を有する注文者が適切な手段 ・手続き等に則 って作成し、発信 したものとみなす。

第6条(個 別契約の変更)

個別契約の内容を変更する必要が生 じた場合は、乙は甲に書面又はそれに変わるものをもって変更を依

頼する。変更の結果は本システムを通 じ甲か ら乙に報告を行う。

第7条(本 システム障害時の措置)

1.コ ンピュータのハー ド・ソフ ト、通信回線の故障又はその他の理由により、本 システムに障害が発生

した時には、甲乙は、それぞれ相手側に連絡 し速やかに対応を図る。

2.甲 及び乙は、合意の上で障害が復旧す るまでの間、必要に応 じ所定の注文書等を相手方に交付するか、

それに変わる方法によ り通知する。

3.障 害等に基づ く損害については、甲乙のうち、当該障害の発生について責任の有する側が負担 し、そ

の負担金額及び負担方法は両者協議の上、決定する。

第8条(費 用負担)

当事者間で協議i・決定 した内容を記述する。
「

一__」

第9条(取 引関係情報の保持)

取引関係情報の保存期間は、法の定めによるもの とし、甲及び乙は、当該取引関係情報を電子ファイル、

磁気テープ、フロッピーディスク及び書類などの記憶媒体にて保存す る。

第10条(記 憶内容のかいざん禁止)

1.甲 及び乙は、鉄鋼EDI標 準 システムにおいて、メールボックスに記録された取引関係情報の内容を

かいざん してはな らない。

2.前 項の規定は、メールボ ックスに記録された取引関係情報を受信 した後 も同様 とする。

第11条(秘 密保持)

甲及び乙は、本覚書に基づ くデータ交換の実施により知り得た相手方の情報を、その有効期間中はもと

より完了後 といえ ども秘密に保持するもの とし、本来の目的以外に使用 してはならない。又取引先以外の
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第三者に漏洩 してはな らない。

第12条(協 議事項)

本覚書及び個別契約に定めの無い事項については、原契約による。又いずれの契約に も定めが無 い事項

について疑義が生 じた場合は、その都度甲乙協議の上解決するものとする。

第13条(覚 書内容の変更)

当覚書内容に変更が生 じた場合、甲乙にて協議を行い、両者合意の基に変更するものとする。

第14条(本 覚書の有効期間及び解約)

本覚書の有効期間は、平成 年 月 日から1年 間とし、期間満了の1カ 月前迄に、甲又は乙か らの書

面による異議iの申立てがない場合は、本覚書と同一条件で更に1年 間継続するものとし、以後も同様とす

る。又・本 システムが有効でないと判断 した場合の解約につ いては、書面による3カ 月の予告期間をもっ

ていつでも解約することができる。

本覚書の成立を証するため、本書2通 を作成 し、甲乙記名捺印の上、甲乙各1通 を保有する。

平成 年 月 日

甲A株 式会社 日E

乙B株 式会社 口E
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鉄鋼EDI標 準 企業間データ伝送取決め書

データ交換に関する覚書に対して、回線の接続方法、運用スケ ジュール等の取決める内容を事例 と

して以下に示す。

平成 年 月 日

A株 式会社

B株 式会社
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(平成 年 月 日)

弊社

企業名

事業所名

住所

所属

役職

担当者氏名

Tel

Fax

貴社 ピ
企業名

事業所名

住所

所属

役職

担当者氏名

Tel

Fax

接続環境確認書①
(連絡先)

VAN接続
－

VAN接続
－

VAN業 者

企業名

事業所名

住所

所属

役職

担当者氏名

Tel

Fax

VAN業 者 }VA蹴

企業名

事業所名

住所

所属

役職

担当者氏名

Tel

Fax

(利用 目的)1.デ ータ交換が、当事者 間のハー ド・ソフ ト・回線 等で可能か どうかを確認する担 当者を相互

に連絡先 として運用する取決め書 とす る。
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接続環境確認書②
(相手先接続確認書)

弊社 貴社またはVAN

VANのCII'Aコ ー

通 吉ソ フ

cuewse.LL______一.一 一__

セン ー 認 コー

トランスレー ソフト

〈DEC>

禾重類(MODEM,DSU,TA)

以 下MODEMの 場 合

一

〈ア ク セ ス ポ イ ン ト〉

◎VAN接 続の時は、●印のみ

記入。

◎なお、直接接続の時は、全て

記入。

通信手順
口全銀協手順

口その他(

－
CW樫 隻企業ユニL⊥_______－

Fnm_L___________

‡重類(MODEM,DSU,TA

以 下MODEMの 場 合

〈アクセスポイ ン ト〉一

(利用 目的)1.デ ータ交換を、当事者間のハー ド・ソフ ト・回線等で どの様に実施す るかを相互に決定 し運用

する取決め書 とする。
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(平成 年 月 日)

運用確認書①
(連絡先)

弊社

企業名

事業所名

住所

シ

ス

テ

ム

所属

担当者氏名

Te1・Fax

O

フ

しソ

、
シ

ンアリ

ー

ヨ

所属

担当者氏名

Te1・Fax

貴社 }直 　
企業名

事業所名

住所

シ

ス

テ

ム

所属

担当者氏名

Te1・Fax

O

フ

んソ

、

ソ

ンアリ

ー

ヨ

所属

担当者氏名

Tel・Fax

VAN接続
－

VAN接続
－

VAN業 者

企業名

事業所名

住所

所属

担当者氏名

Tel

Fax

VAN業 者

VAN接 続

企業名

事業所名

住所

所属

担当者氏名

Tel

Fax

(利用 目的)1.デ ータ交換の実施 に伴 って、障害が発生 した場合の連絡窓口として運用する取決め書 とす る。
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スケ ジュール確認書

確 認 内 容

スケ ジュール

月 月 月 月 月 月 月 月 月

1.ア プ リケー シ ョン ・システムの見直 し(構 築)

2.CII標 準企業 コー ドの登録

3.運 用ルール確認

4.オ ンライ ン取 引契約書の作 成

5.ハ ー ド ・ソ フ トの 導 入

6.回 線 の手配(直 結 、VAN)

7.ト ラ ン ス レー タ 導 入

8.疎 通 テス ト

9.連 動 テ ス ト

10.実 デ ー タ テ ス ト

12.オ ンライ ン取 引契約書の締結

13.本 番稼働 ▲

特記事項

(利 用 目的) lEDIの 実施については、企画から本番実施に至るまでに多数の作業項 目があり

長時間を要する。これ らの作業スケジュールを確認 し、運用する取決め書 とす る。
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一

一
田

ー

運 用 確 認 書 ②(
運用スケジュール確認)

情 報 名 情報区分コー ド 方 向 発信時間帯 頻 度 デ ー タ量 保存期間

蓄積日数

起動方法 伝送単位 トータルチェック 受信確認 ゼロ件等

貴 弊 回/日.週.月 件回 日 連 照

貴 弊 回/日.週.月 件回 日 連 照

貴 弊 回/日.週.月 件回 日 連 照

貴 弊 回/日.週.月 件回 日 連 照

貴 弊 回/日 ・.週.月 件回 日 連 照

貴 弊 回/日.週.月 件回 日 連 照

貴 弊 回/日.週.月 件回 日 連 照

貴 弊 回/日.週.月 件回 日 連 照

貴 一貴 社

弊 一一弊 社

、ド

、ド

ー

ー

モ

モ

絡

会

連

照

一

一

連

照

運用時間帯 責任分界点

運用停止 日 費用負担

未配信データ保存期間 その他 テキス ト長/ブ ロッキング数

(要調整事項)デ ータ圧縮

サイクル管理
パスワー ド

ファイルアクセスキー

障害時の対応

文 字 コー ド ・体 系

(利用日的)1.デ ータ交換の実施に伴 って、データ交換 日及び時間帯、データ保存期間等について運用する取決め書とする。



2.6電 力EDl標 準 デ ー タ交 換 契 約 書

(出典:電 気事業連合会 「EDIシ ステム運 用ガ イ ドライ ンー](「93.4))

電力EDI接 続 電子データ交換契約書(ひ な型)

EDIを 行う際には、データ交換当事者間で何 らかのEDIに 関する契約書を取 り交わすことが必要で

ある。その契約書に盛 り込む項 目、内容については当事者間で協議の上決定する必要があるが、本契約書

はその際の標準 となるものである。

以下に本契約書の位置づけを示す。

(取引基本契約書)

取引の基本となる契約

(電子データ交換契約書)

取引基本契約書に従いEDIを 実施す

るための主に手続きについて定めた契約

(個別契約)

取引基本契約書、電子データ交換契約書

に従って行われる個 々の注文など

契約書(ひ な型) (注意)甲:発 注者 乙:受 注者として記載

(以下 「甲」 とい う。)と

個 々の取 引に 関 し、 「 システ ム」

の とお り契約を締結す る。

(以 下 「乙」 とい う。)と は、 甲乙間の

(以下 「本 システム」 とい う。)を 利用す るにあた り、次

第1条(目 的)

本契約は、甲乙間の個々の取引を本 システムを利用することにより、円滑かつ合理的に推進するために

締結するものとし、両者は誠意をもってこれを履行する。

第2条(適 用範囲)

!.本 契約は、システムを利用 して行 う甲乙間の個 々の取引およびその付帯業務について適用する。

2.本 システムを利用 して行 う甲乙間の個 々の取引およびその付帯業務の内容は、甲乙別途協議のうえ決

定する。

3.第2項 にっいて甲乙合意の上、随時その内容を変更することができる。

第3条(用 語の定義)

(1)「 システム」

甲および乙が、相手方に提供する取引関係情報をメールボ ックスに電力 ビジネスプロ トコル標準の状

態で記憶させ、提供を受ける側が、当該取引関係情報をメールボ ックスか ら受信 し、利用するシステム

を い う 。

i
F
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(2)「電力 ビジネスプ ロ トコル標準」

本 システムを利用 して取引関係情報を相手方に提供する場合に使われるプロ トコルであり、電気事業

連合会発行の 『電力 ビジネスプ ロトコル運営要領』で規定するものをいう。

(3)「取引関係情報」

甲乙間の個々の取引契約(以 下 「個別契約」という。)の 申込、およびその回答、または、個別契約

内容の変更 もしくは解除の申込みおよびその回答、その他相手方に対する意思表示およびこれ らに付随

する諸情報の うち、本 システムを介 して甲乙間で相互に提供される諸情報を総称 していう。

(4)「申込データ」

甲または乙が、前号の取引関係情報のうち、個別契約の申込み として本システムを介 して相手方に提

供す る情報をいう。

(5)「メールボ ックス」

本 システムの利用に際 し、甲および乙が相手方に提供する取引関係情報を記憶させる場所のことをい

う。 メールボ ックスの運用時間帯に受信者の任意のタイ ミングにより受信可能であり、かつ、取引関係

情報量に対応可能な蓄積機能を有するという条件を満たすものでなければならない。

以下、甲か ら乙に対 して提供 される取引関係情報の受渡し場所を 「乙のメールボ ックス」といい、乙

か ら甲に対 して提供される取引関係情報の受渡 し場所を 「甲のメールボックス」という。なお、 「乙の

メールボックス」 と 「甲のメールボックス」 とが、甲乙の承認 した第三者の電子記憶装置内、または甲

乙いずれか一方の電子記憶装置内にだけ存在する電子ファイルであることを妨げない。

(6)「オ ンライ ン取 引用設 備」

甲お よび 乙が 、本 システ ムを利用す るために、 自らが 準備 ・使 用す る電子 計算機 、端末機器 および周

辺機器等(以 下 「ハ ー ドウェア」 という。)、 並 びに当該ハー ドウ ェアに使用 され る ソフ トウェアを総

称 して いう(以 下 「装 置」 という。)。

(7)「オ ンライ ン取 引用 電気通信 回線」

甲および 乙が 、本 システムを利用す るための、 甲の装置 と乙の装 置 との間の 電気 通信 回線 をいう(以

下 「通信 回線」 という。)。

第4条(実 施手順)

1.甲 および乙は、以下の各号に定める要領に従い、相互に取引関係情報を提供、利用す る。

(1)甲 および乙は、本 システム利用に際 し、取引関係情報の受渡場所と してのメールボ ックスを定める。

(2)甲 が乙に取引関係情報を提供 しようとするときは、甲は、当該取引関係情報を作成 して原則として

電力 ビジネスプ ロ トコル標準の状態で、乙のメールボ ックスに記憶させる。

(3)乙 は、前号によ り乙のメールボックスに記憶 された取引関係情報を、乙の装置の受信機能を起動 さ

せることにより乙の装置内に受信 し、利用する。

(4)乙 が甲に取引関係情報を提供 しようとするときは、乙は、当該取引関係情報を作成 して原則として

電力 ビジネスプ ロ トコル標準の状態で、甲の メールボックスに記憶させる。

(5)甲 は、前号により甲のメールボ ックスに記憶された取引関係情報を、甲の装置の受信機能を起動さ

せることにより甲の装置内に受信 し、利用する。

(6)甲 および乙は、相手方に提供する取引関係情報を電力ビジネスプロ トコル標準の状態に変換する業

務、および、電力 ビジネスプロ トコ標準の状態の取引関係情報を自己の要求す る形式に変換する業務

を、甲乙協議の上、相手方または第三者に委託することができる。

2.本 システム実施における取引関係情報のフォーマ ット、送信頻度、受信頻度、運用時間、メールボ ッ

クスにおける保存期間、送受信確認方法等詳細事項については、別途甲乙協議の うえ決定する。

3.取 引関係情報が、本 システムにより提供され る場合の他、書面によっても提供される場合には、送信

者は当該情報の相互間に相違 ・矛盾を生 じさせないようにする。なお、相違 ・矛盾が生 じた場合は、原

則として本システムにより提供 される取引関係情報が優先する。
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第5条(責 任者の認証)

1.甲 および 乙は 、本 システムを円滑に遂行す るため、本 システムの管理 責任 者を定め、相互 に通知す る

もの とす る。管理 責任 者は、本契約の履行 な らびに本契約 に関わ る業務の遂行を管理 し、相手方 との連

絡、協議の窓 口 となる もの とす る。

2.本 システムの 利用にあた って は、 甲および 乙は、予 め相手方 の認証を得たセ ンター確認 コー ド、パ ス

ワー ド、フ ァイル名、 フ ァイル ア クセスキー等を利 用す る もの とす る。

3.本 システムに関 し、セ ンター確認 コー ド、パ スワー ド、フ ァイル名、 フ ァイル ア クセスキー等 につ い

ての情報が漏洩 された疑 いが あ るときは、甲お よび 乙は、 それ ぞれ速 やか に相手方 に連絡 し対応 を図る

もの とす る。

第6条(意 思表示の時期)

本システムによる甲乙間の意思表示は、甲および乙が提供すべき取引関係情報を第4条 第1項 第1号 で

定めたメールボ ックスに記憶 させることによって行うものとし、記憶 させた時に、相手方に対して意思表

示が到達 したもの とする。

第7条(個 別契約の成立および内容)

1.甲 が乙に対 して個別契約の申込をなす場合には、第4条 に定める実施手順に従い、申込みデータを乙

のメールボ ックスに記憶 させることにより行 うもの とし、乙は同実施手順に従い、乙のメールボ ックス

か ら当該申込データを受信する。この場合、甲が乙に対 して意思表示を行った時点をもって甲が乙に対

し、当該申込データの内容通 りの個別契約の申込を行 ったものとみなす。

2.乙 は、第4条 第2項 により両者協議のうえ定め られた受信頻度で乙のメールボックスか ら申込データ

を第4条 第1項 第3号 に定める方法で受信するもの とする。

3.第1項 により甲か ら個別契約の申込がなされたときは、乙は遅滞なく当該申込に対 して諾否の通知を

行うこととし、乙の承諾をもって個別契約が成立 したものとする。

ただし、甲乙で取 り決めた期間内に乙か ら諾否の通知がない場合は、当該申込みに対 し乙が承諾 したも

のとみな し、取 り決めた期間満了をもって個別契約が成立 したものとする。

4.第1項 の申込みデータには、甲および乙の名称、発注年月 日、品名、単価、数量、納期、納入場所、

その他個別契約に必要な事項を含む。また、本 システムにより伝送された情報は、正当な権限を有する

発注者が適切な手段 ・手続等に則って行い、発信 したもの とみなす。

第8条(個 別契約の変更)

本システムによる個別契約の内容を変更する必要が生 じた場合は、甲乙協議の上変更する。この場合、

甲は、新たに変更 された取引内容を本システムにより乙に通知 し、乙は遅滞な く諾否の通知を行う。ただ

し、甲乙で取 り決めた期間内に乙か ら諾否の通知がない場合は、当該申込みに対 し乙が承諾 したものとみ

なす。

第9条(本 システム障害時の措置)

1.装 置、通信回線の故障またはその他の理由により、本システムに障害(以 下 「本障害」 という。)が

発生 したときには、甲および乙は、それ ぞれ相手方に連絡 し、速やかに対応を図る。

2.甲 および乙は、本障害が復旧するまでの間、相手方に対する意思表示を、合意の上で、所定の注文等

の書面を相手方に交付す るなど本システムに代わる方法により行う。

3.本 障害等に基づ く損害については、甲乙の うち、当該障害の発生について責任を有する側が負担 し、

その負担額および負担方法は両者協議のうえ決定する。責任の確定ができない場合は、その損害の負担

額および負担方法は両者協議の うえ誠意をもって決定するものとする。
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第10条(費 用負担)

本 システムに係わる費用は、別途甲乙協議のうえ決定する。

第11条(装 置 および通信 回線 の整備)

1.甲 および 乙は 、本 システムを利用す るために必要な装 置および通信回線 の整備を、 それ ぞれ行 う。

2.甲 は、本 システムの実施 にあた り甲が 必要 と認 めた ときは、 乙にハー ドウ ェアを貸与す るこ とがで き

る。 この場合、使 用条 件等 につ いては別途 甲乙協議 して定 める。

3.甲 が有す るオ ンライ ン取 引用 ソフ トウェアを乙に対 し使 用許諾 す る場合は、使用許諾条 件等につ いて、

別途 甲乙協議の うえ決 定す る。

第12条(装 置の保守)

甲および乙は、善良なる管理者の注意を もって、装置の保守 ・管理を行 う。

第13条(記 憶内容のかいざん禁止)

1.甲 および乙は、本 システムにおいて、メールボックスに記憶 された取引関係情報の内容をかいざん し

てはならない。

2・ 前項の規定は、相手方が メールボ ックスに記録された取引関係情報を受信 した後 も同様とする。また、

第8条 において個別契約が変更 された場合、その記録内容についても同様とする。

第14条(取 引関係情報の保存)

取引関係情報の保存期間は、本 システム運用上必要な期間および法の定めによるものとし、甲および乙

は、当該取引関係情報を電子ファイル、磁気テープ、フロッピーディスクおよび書類などの記録媒体にて

保存する。

第15条(秘 密保持)

!.甲 および乙は、本契約期間中はもとより、本契約完了後あるいは本契約解除後においても本 システム

の実施により知 り得た情報を第三者に漏洩 してはならない。

2.甲 および乙は、本件業務を履行する従業員その他の者に、前項の義務を遵守させるための必要な措置

を講ずるものとする。

第16条(権 利義務の譲渡)

甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾を得ない限り、本契約および個別契約により生ずる権利

義務の全部または一部を第三者に譲渡 し、 もしくは引き受けさせ、または担保に供 してはならない。

第17条(本 契約の変更)

甲乙いずれかが本契約の内容変更を相手方に申 し入れた場合、相手方は誠意を もって協議に応ずるもの

とし、第23条 に定める本契約の有効期間中であっても本契約の変更を行うことができる。

第18条(本 契約の解約)

甲および乙は、3カ 月の予告期間をもっていつでも本契約を解約することができる。

第19条(期 限の利益の喪失)

甲および乙は、第20条 第1項 各号の一に該当する事由が生 じたときは、直ちに相手方にその旨通知する

とともに、相手方に対する一切の債務について、当然期限の利益を喪失 し、直ちにこれを弁済 しなければ

ならない。
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第20条(本 契約の解除)

!.甲 および乙は、相手方に次の各号の一に該当する事由が生 じたときは、本契約を解除することができ

る。

(1)本 契約に違反 したとき。

(2)正 当な理 由な く期間内に契約を履行する見込みがないと認められるとき。

(3)重 大な損害または危害をおよぼ したとき。

(4)監 督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき。

(5)仮 差押え、強制執行、担保権の実行 としての競売等の申立て、または破産、和議、会社更生・会社

整理の申立てがあったとき、 もしくは清算に入ったとき、あるいは支払停 止、支払不能の事由が生 じ

たとき。

(6)解 散の決議を し、または他の会社 と合弁 したとき。

(7)財 産状態が著 しく悪化 し、またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。

(8)災 害その他やむを得ない事 由によ り、契約の履行が困難 と認められるとき。

2.前 項の解除は、甲または乙が蒙 った損害について相手方に損害賠償請求をすることを妨げない。ただ

し、前項第8号 の場合はこの限 りではない。

第21条(協 議事項)

本契約および個別契約に定めのない事項にっいては、既に甲乙間で取 り交わ し済みの取引基本契約書に

よる。また、いずれの契約にも定めのない事項および疑義を生 じた場合は、甲乙協議のうえ解決する。

第22条(管 轄裁判所)

甲および乙は、本契約および個別契約に関する訴訟の第一審管轄裁判所を○○○○裁判所 とする。

第23条(有 効期間)

本契約の有効期間は、平成○○年○○月○○ 日か ら平成○○年○○月○○ 日までとする。ただし、期間

満了の1カ 月前までに、甲または乙か ら書面による異議の申し出のないときは、本契約と同一条件で更に

1カ 年間更新するものとし、更新された期間につ いても同様とする。

本契約の成立を証するため、本書2通 を作成 し、甲乙記名捺印のうえ、各1通 を保有する。

平成 年 月 日

甲:名 称

所 在 地

代表者氏名 PE

乙:名 称

所 在 地

代表者氏名 口E
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2.7繊 維 業界 オンライ ン取 引基本契約書

(出典:繊 維 取 引近 代化 推進協議会発行 「繊維取 引近代化 レポー トNo34」C95.6))

オ ンライ ン取 引基本契約 モデル

売買取 引用

オ ンライ ン取 引基本契約 書

買主企業名(以 下 「甲」 という。)と 売主企業名(以 下 「乙」 という。)と は、平成○年○月○日付で

甲乙間に締結 した基本取引契約(以 下 「基本取引契約」 という。)の 特約 として、甲乙間でおこなうオン

ライン取引に関 し次のとお りオンライン取引基本契約(以 下 「本契約」という。)を 取 り交わす。

(目的)

第1条 本契約は、甲と乙とがオンライ ン取引システムを利用 して取引を円滑かつ合理的に推進すること、

およびこれを通 じて双方の経営効率の向上に資することを目的として締結する。

(用語の定義)

第2条 本契約において用いる用語の定義は次のとおりとする。

① オンライン取引

甲と乙のコンピュータ ・システムを電気通信回線で結び個別取引の契約およびその履行に関連する

データを互いに伝達 しあ うことをいう。

② オンライン取引システム

甲と乙のコンピュータ ・システム、およびそれ らに組み込まれたオンライン取引用のソフ トウエア、

ならびにこれ らを結ぶ電気通信回線か らなるシステムをいう。

③ データの格納
一方の当事者が他方の当事者に伝達するためにオ ンライ ン取引システム内にデータを記憶させるこ

とをいう。

④ データの伝達
一方の当事者が格納 したデータを他方の当事者が読み出したとき

、データは伝達 されたこととする。

⑤ 発注データ

甲が契約する意思をもってオンライ ン取引システムに格納する発注明細を含むデータをいう。

(発注の方法)

第3条 商品の個別取引の発注は、甲がオンライン取引システムを通 じて発注データを乙に伝達すること

によってなされる。

(発注データの内容)

第4条 発注データの内容は、基本取引契約および本契約に定める事項以外の、商品名、規格、数量、単

価、納期、引渡場所等個別の売買に必要な事項、およびオ ンライン取引 システムの安全かつ確実な運営

上必要な事項とする。

(データの格納 ・読み出 し時刻)

第5条 発注データを含むオ ンライン取 引データの格納は毎営業 日の○時までに行うものとし、読み出 し

は毎営業 日の○時に行 うこととする。

2定 時外にデータを伝達する必要が生 じたときは、データの発信者は受信者に対 し電話などの方法でそ

の旨を連絡するもの とす る。

注:デ ータの格納、読み出 しの頻度は業界によって異なるため、必ず しも毎 日と規定する必要はない。
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(個別売買契約の成立)

第6条 個別売買契約は、甲の発注データを乙が読み出すべき時刻から○時間以内に乙が甲に対 して異議

を申 し立てなければ、その時点で成立するものとみなす。

2甲 の発注に対 し乙に異議がある場合は、発注データを読み出すべ き時刻か ら○時間以内に甲に対 して

異議の申し立てを行うもの とし、その結果甲が発注を取 り消す場合には、甲は当該発注の取消データを

乙に伝達するものとする。また甲が発注を変更する場合には、甲は当該発注の取消データおよび変更後

の発注データを乙に伝達するものとする。

注:1.異 議申し立て期限は業界によって時間単位のことも日単位のこともあ り得るので、必ず しも時

間単位で規定する必要はない。

2.発 注に対 して受注データを送ることで契約成立としている場合には、次のような条文が考えら

れる。

第6条 個別売買契約は、甲の発注に対 し乙が受注データをオ ンライン取引システムに格納 した時

点で成立するものとする。

(発注データの取消 ・変更 ・再送)

第7条 オ ンライン取引システムの事故により次のような事態が発生 した場合には、これに気付いた当事

者は遅滞な くもう一方の当事者に連絡 して調査を行うもの とし、連絡を受けた当事者はこれに協力する

もの とする。

① 発注データが伝送 されなか った場合

② 発注データが二重に伝送された場合

③ 経験上ありえない発注データが伝送された場合

④ 発注データの読み出 しに失敗した場合

⑤ その他オンライン取引システムに起因すると考えられる発注データの異常に気付いた場合

2調 査の結果事故であることが確認されれば、甲は改めて正 しいデータを伝達するなどの措置をとるも

のとする。

(不整合データの処置)

第8条 個別取引の契約締結 と履行にともなって交換される各種データの間に整合 しないものが発見され

た場合、これに気付いた当事者は遅滞な くもう一方の当事者に連絡 して調査を行うものとし、連絡を受

けた当事者はこれに協力するものとする。

2調 査の結果間違いの内容が確定すれば、間違いを発生させた当事者は必要なデータ訂正の措置をとる

ものとする。

(データの保存)

第9条 本契約によるオ ンライン取引実施の結果として残る発注データその他のデータは、甲乙それぞれ

磁気または光記録媒体にて保存するもの とし、保存するデータの種類 と期間は別途甲乙間で協議決定す

る。

2前 項により保存するデータは改ざん してはな らない。

3保 存にかかる費用は各 自の負担 とする。

(安全対策)

第10条 甲と乙とは、個別売買取引が安全かつ確実に進行するよう、オ ンライン取引システムに安全対策

を施すものとする。

2安 全対策の内容には、甲乙がそれぞれ認定 した担当者が操作にあた り、相手にもそのことが認識でき

る措置を含むものとし、詳細は別途甲乙間で協議決定する。

(障害対策)
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第11条 オンライン取引システムに故障な どによる運用の障害が発生 した場合、これに気付いた当事者は

遅滞なくもう一方の当事者に連絡 し、対応をはかるものとする。

2甲 と乙はこうした事態にあたって連絡を取り合うべ き担当責任者の氏名および連絡方法等を互いに登

録 し、それぞれの社内に周知 させるものとする。

3障 害期間中の個別売買取引は電話あるいはファクシミリ等を利用して行うこととし、第1項 の連絡時

に協議決定する。

4障 害期間中にオンライ ン取引システムによらずに受け渡 ししたデータは、復旧後まとめて伝達するも

のとする。

(費用負担)

第12条 オンライン取引システムの導入、維持、変更に要する諸費用につ いては、甲乙間で協議し、公正

かつ合理的に負担を決定するもの とす る。

2デ ータの伝達にかかわる電気通信回線の使用料はデータ発信者の負担 とする。

(システムの変更)

第13条 本契約の対象であるオ ンライン取引システムを変更する場合は、甲と乙とは我が国あるいは世界

の同種システムの標準化の状況に注 目し、合理的推進の観点か らできるだけ標準的な システムを採用す

るよう努力するもの とする。

(損失負担)

第14条 甲乙にオンライン取引であることに起因する損失が発生 した場合、甲と乙とはその原因、責任の

所在、損失の額などを協力 して調査 し、その結果にもとついて公正かつ合理的に損失負担を取 り決める

もの とする。

(秘密保持)

第15条 甲と乙とはオ ンライン取引の実施で得た互いの情報を、相手方の承諾を得ない限り第三者に漏洩

してはな らない。

2秘 密にすべき情報の種類 と期間は別途甲乙間で協議決定する。

(規定外事項)

第16条 本契約に関する疑義および本契約に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議 し解決に

あたるもの とする。

(有効期間)

第17条 本契約の有効期間は基本取引契約の有効期間と同一とし、更新の方法 も同一・とする。本契約の成

立を証するため、本契約書を2通 作成 し、各自記名捺印の上、各一通を保有するもの とする。

平成○年○月○ 日

甲 口E

乙 口E
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オンライ ン取引基本契約モデル

委託加工取引用

オ ンライ ン取引基本契約書

委託企業名(以 下 「甲」 という。)と 受託企業名(以 下 「乙」 とい う。)と は、平成 ○年 ○月○ 日付で

甲乙間に締結 した基本契 約(以 下 「基本契約」 とい う。)の 特約 と して、 甲乙 間でお こな うオ ンライ ン取

引に関 し次の とお り、オ ンライ ン取 引基本契約(以 下 「本契約」 という。)を 取 り交 わす。

(目的)

第1条 本契約は、甲 と乙とがオ ンライン取引システムを利用 して取引を円滑かつ合理的に推進すること、

およびこれを通 じて双方の経営効率の向上に資することを目的 として締結す る。

(用語の定義)

第2条 本契約 において用いる用語の定義は次のとおりとする。

① オンライン取引

甲と乙のコンピュータ ・システムを電気通信回線で結び個別取引の契約およびその履行に関連するデー

タを互いに伝達 しあうことをいう。

② オンライン取引システム

甲と乙のコンピュータ ・システム、およびそれ らに組み込まれたオ ンライン取引用のソフ トウエア、

ならびにこれらを結ぶ電気通信回線等か らなるシステムをいう。

③ データの格納
一方の当事者が他方の当事者に伝達するためにオ ンライン取引システム内にデータを記憶 させること

をいう。

④ データの伝達
一方の当事者が格納 したデータを他方の当事者が読み出したとき、データは伝達されたこととす る。

⑤ 発注データ

甲が契約する意思を もってオンライン取引システムに格納する発注明細を含むデータをいう。

(発注の方法)

第3条 個別の委託加工の発注は、甲がオ ンライン取引システムを通 じて発注データを乙に伝達すること

によってなされる。

(発注データの内容)

第4条 発注データの内容は、基本取引契約および本契約に定める事項以外の、品名(規 格)、 数量、引

渡 日、引渡場所、加工内容の指示、加工済反の品名(規 格)、 数量、引渡 日、引渡場所、検査基準の指

定、基準歩留、代金の額、単価、決済条件、不適格品の単価及び処理方法等個別の発注に必要な事項、

およびオンライン取引システムの安全かつ確実な運営上必要な事項 とする。

2前 項の規定にかかわ らず、発注データの内容の一部を甲乙協議の上、あらか じめ覚書等に定めること

ができるものとする。

(デ ータの格納 ・読み出し時刻)

第5条 発注データを含むオ ンライン取引データの格納は毎営業 日の○時までに行うものとし、読み出 し

は毎営業 日の○時に行 うこととする。

2定 時外にデータを伝達する必要が生 じたときは、データの発信者は受信者に対し電話などの方法でそ

の旨を連絡するものとする。

注:デ ータの格納、読み出しの頻度は業界によって異なるため、必ず しも毎 日と規定する必要はない。

(個別委託加工契約の成立)
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第6条 個別委託加工契約は、甲の発注データを乙が読み出すべ き時刻か ら○時間以内に乙が甲に対 して

異議を申 し立てなければ、その時点で成立するものとみなす。

2甲 の発注に対 して乙に異議がある場合は、発注データを読み出すべき時刻か ら○時間以内に甲に対 し

て異議の申 し立てを行 うものとし、その結果甲が発注を取 り消す場合には、甲は当該発注の取消データ

を乙に伝達するものとする。また甲が発注を変更する場合には、甲は当該発注の取消データおよび変更

後の発注データを乙に伝達するもの とする。

注:1.異 議申し立て期限は業界によって時間単位のことも日単位のこともあり得るので、必ず しも時間

単位で規定する必要はない。

2.発 注に対 して受注データを送ることで契約成立としている場合には、次のような条文が考え ら

れる

第6条 個別委託加工契約は、甲の発注に対 して乙が受注データをオ ンライン取引システムに格納

した時点で成立するものとする。

(発注データの取消 ・変更 ・再送)

第7条 オンライン取 引システムの事故により次のような事態が発生 した場合には、これに気付いた当事

者は遅滞なくもう一方の当事者に連絡 して調査を行うものとし、連絡を受けた当事者はこれに協力する

ものとする。

① 発注データが伝送されなか った場合

② 発注データが二重に伝送 された場合

③ 経験上ありえない発注データが伝送された場合

④ 発注データの読み出 しに失敗 した場合

⑤ その他オ ンライン取引システムに起因すると考えられる発注データの異常に気付いた場合

2調 査の結果事故であることが確認されれば、甲は改めて正 しいデータを伝達するな どの措置をとるも

の とする。

(不整合データの処置)

第8条 個別取引の契約締結 と履行にともなって交換される各種データの間に整合 しないものが発見され

た場合、これに気付いた当事者は遅滞な くもう一方の当事者に連絡 して調査を行うもの とし、連絡を受

けた当事者はこれに協力するものとする。

2調 査の結果間違いの内容が確定すれば、間違いを発生させた当事者は必要なデータ訂正の措置をとる

もの とする。

(データの保存)

第9条 本契約によるオ ンライン取引実施の結果として残る発注データその他のデータは、甲乙それぞれ

磁気または光記録媒体にて保存するものとし、保存するデータの種類 と期間は別途甲乙間で協議決定す

る。

2前 項により保存するデータは改ざん してはな らない。

3保 存にかかる費用は各 自の負担 とする。

(安全対策)

第10条 甲と乙とは、個別取 引が安全かつ確実に進行するよう、オ ンライン取引システムに安全対策を施

すものとする。

2安 全対策の内容には、甲乙が それぞれ認定した担当者が操作にあたり、相手にもそのことが認識でき

る措置を含むものとし、詳細は別途甲乙間で協議決定す る。

(障害対策)

第11条 オンライン取引システムに故障などによる運用の障害が発生 した場合、これに気付いた当事者は

遅滞なくもう一方の当事者に連絡 し、対応をはかるものとする。
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2甲 と乙とはこうした事態にあた って連絡を取 り合 うべき担当責任者の氏名および連絡方法等を互いに

登録 し、それぞれの社内に周知させるもの とする。

3障 害期間中の個別取引は電話あるいはファクシミリ等を利用 して行 うこととし、第]項 の連絡時に協

議決定する。

4障 害期間中のオンライン取引システムによらずに受け渡 ししたデータは、復旧後まとめて伝達するも

の とす る。

(費用負担)

第12条 オンライン取引システムの導入、維持、変更に要する諸費用については、甲乙間で協議 し、公正

かつ合理的に負担を決定するものとする。

2デ ータの伝達にかかわる電気通信回線の使用料はデータ発信者の負担とする。

(システムの変更)

第13条 本契約の対象であるオンライン取引システムを変更する場合は、甲と乙とは我が国あるいは世界

の同種システムの標準化の状況に注目し、合理化推進の観点か らできるだけ標準的なシステムを採用す

るよう努力するものとする。

(損失負担)

第14条 甲乙にオンライン取引であることに起因する損失が発生した場合、甲と乙とはその原因、責任の

所在、損失の額などを協力 して調査 し、その結果にもとついて公正かつ合理的に損失負担を取 り決める

ものとする。

(秘密保持)

第15条 甲と乙とはオ ンライン取引の実施で得た互いの情報を、相手方の承諾を得ない限り第三者に漏洩

してはな らない。

2秘 密にすべ き情報の種類と期間は別途 甲乙間で協議決定する。
'

(規定外事項)

第16条 本契約に関す る疑義および本契約に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議 し解決に

あたるもの とす る。

(有効期間)

第17条 本契約の有効期間は基本契約の有効期間と同一とし、更新の方法 も同一とする。本契約の成立を

証す るため、本契約書を2通 作成 し、各 自記名捺印の上、各一通を保有するものとする。

平成○年○月○ 日

甲 口E

乙 PE
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3海 外 にお けるEDl標 準契約 書 の例

ECE/WP.4電 子デ ータ交換 に関す る交換契約 の取 引使用(1995/3)

を本委員会作業部会委員 加藤 貞 晴氏が翻訳





国際連合

欧州経済委員会

電子データ交換に関す る交換契約の取引使用

勧告26号 。 貿易 手続簡 易化作業部会が採択。

ジュネー ブ、1995年3月

前文

1.1991年3月 の第33会 期において、貿易手続簡易化作業部会(WP.4)は 、法律問題に関係する行動計

画を採択 した。6件 のプ ロジェク トの中で、この計画には、交換契約の合理的な調和及び随意使用の

ために国際的に認められた見解の発展を保証するための特別プロジェク トが含 まれた。

2・同作業部会は、いかなる通信手段 も、それが効果を発揮するためには指針が必要であることを指摘 し

た。そのような指針は通常、一般に受け入れ られる行為準則を適用することによってえられる。EDI

関連では、そのような規定はいくつかのユーザ ・グループ、国内団体、及び地域内部の交換契約とし

て発展 して きた。これ らの契約は概 してデータの交換のみに適用され、当事者間の基本取引契約には

適用されない。多 くの場合、それ らは取 り扱う問題について異なる解決を示 し、その結果、契約の数

とその条項の多様性により、取引行為に採用できる国際的に受け入れ られる形式の契約の欠如によっ

て国際貿易障壁が生 じる可能性がある。

3.1995年3月 の第41会 期において作業部会は、データエ レメン トと自動データ交換(GE.1)に 関す

る専門家会議及び貿易手続と書式(GE2)に 関する専門家会議の共同会議報告書に基づき、WP・4/法

律ラポ一夕ーチームが提出した電子データ交換の国際取引使用に関するモデル交換契約を含む勧告案

の承認に同意 した。

勧告

貿易手続簡易化作業部会は、以下の勧告に同意 した。

1・国際商取引に関連 して電子データ交換の使用を決定 した取引当事者を含め、EDIユ ーザの国際団体は、

取引関係の法的安全性を強化するため、以下に明記する電子データ交換の国際取引使用に関するモデ

ル交換契約を適用するものとする。

2.国 際連合加盟国は、法律並びに規則を改定する際、それらの改定がモデル交換契約の主旨である意図

並びに商慣習と一致するよう、モデル交換契約の条項を考慮に入れるものとする。

作業部会 の41会 期へ の 出席者 以下の代表が会期に出席 した。

オース トリア、ベ ラルー シ、ベルギー、ブルガ リア、カ ナダ、 クロアチア、チ ェコ共 和国、 デ ンマー ク、

フ ィンラ ン ド、 フ ラ ンス、 ドイツ、ハ ンガ リー、アイ スラ ン ド、アイル ラン ド、 イス ラエ ル、 イタ リ

ア、ル クセ ンブル グ、 マルタ、オラ ンダ、 ノル ウェー、ポーラ ン ド、ルーマニ ア、 ロシア、 ス ロバ キ

ア共和 国、 スロベ ニ ア、 スペ イ ン、ス ウェーデ ン、スイス、 トル コ、 ウクライ ナ、英 国、米 国。 オー

ス トラ リア、ブ ラ ジル、 ガボ ン、 日本、韓国、セネガル、南 アフ リカの代表は、 同委 員会の参考条項

第11条 に従 って 出席 した。 この会期 には、国連 貿易開発会議事務 局(UNcrAD)、 国連国 際商取 引

法委 員会(uNclTRAL)、 国際貿易セ ンターuNcrAD/GATr(rrc)の 代表、並 びに以下の政府 間組

織 非政府組織 の代表 も出席 した。欧州 自由貿易連合(EFrA)、 国際鉄道輸送 中央 事務局(OCTI)、

世 界税関機構(WCO)、 国際空輸協 会(IATA)、 国際商品番号化協 会(EAN)、 国際商工会議 所(

ICC)、 国際海運業 会議所(ICS)、 国際速配便 業者会議(IECC)、 国際標準化機 構(ISO)、 国際鉄

道連 合(UIC)。
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1.こ の勧告はTRADE/WP.4/R.697に 明文化 され たよ うに、貿易手続簡易 化作 業部会 に よって採択 され た

取引円滑化の取 引並 びに法 的側面に関す る行動 計画のプ ロジェク ト4.1に 従 って策 定 され 、付則Aに

明文化 され た電子 データ交 換の国際取引使用 に関す るモデル交換契約 を含む。

1.背 景

2.1987年 、同作業部会 と協力 し、国際商工会議所は遠距離伝送による取引データ交換に関する統一行為

準則を策定並びに作成 した(UNCID規 則。ICC出 版物452号)。UNCn)規 則はそのような伝送に関

与す る当事者間で合意された行為準則の確立を通 じ、遠距離伝送によってなされる取引データ交換の

円滑化を狙いとしていた。

3,UNCID規 則の公表によ り、自動データ処理技術の使用に関 して、取引当事者間に特定の協定を設ける

ことが国際貿易にとって重要であることが確認 された。

4.UNCID規 則では、その条項に信頼を置 くな ら、商取引当事者間の最終的契約にそれ ら条項を盛 り込む

べきであることが明記された。その結果、国内団体、協会、公共行政機関が、数々のモデル交換契約

を作成してきた。

5.文化的 ・法的に異なる環境内で作られたこれ らの既存モデル契約は、 しば しば異なる項 目及び類似の

項目に対する異なるアプローチを導入 した。 これ ら交換契約の多様性により、国内あるいは一部地域

での取引の要求には対処できて も、国境を越えたメッセージ交換を行うEDIユ ーザが必要とする国際

的問題には対処できない。

6・欧州モデルEDI契 約の使用に関する最近の欧州委員会による勧告をは じめ、より標準化 された交換契

約を作成する努力が始まっている。真に国際的なモデル交換契約の作成は、前述の行動計画の主な目

的の一つ とされた。

7・国連国際商取引法委員会が最近行い、1995年7月 に同委員会に提出されて検討が加えられる予定の国

際取引におけるEDIの 使用に関するモデル法律条項策定作業では、実際、取引当事者がそのような条

項の効果を契約によって修正することを希望できるということが明白に表明されている。

8.ま た、国際貿易 取引の定義 と理解 という面 で作 業部会の作 業が進行す るにつれ(TRADE/WP・4/R・971及

び関連文書 に反映 されて いるよ うに)、EDIが 採用 され る可能性があ る取 引関係の 数 と、交換契約が

適切 と思 われ る状況の数が、強調 され てきた。

II.モ デ ル契 約 の作 成

9.こ の勧告は 、国内組織及びその組織の ため に確立 され 、TRADE/WP.4/R.1071中 に 明文化 され た運営手

続 きに従 い、法律 ラポ一 夕ーチー ムか らの情 報提供 と協 力を得 て作成 され た。 モデル契約の草案が作

成並びに回覧 され た会議 には、ICCやUNCITRALな どの国際組織の代表が 出席 した。

10.モ デル契約作成作業中、これまでに作成 されている20種 類以上の既存モデル交換契約が考慮の対象

とな り、UN/EDIFACTの 作成に関与 した技術専門家 との緊密な協力が保証されている。

11.こ の勧告 とそれまでの作業の一貫性を保証するため、作業部会によるこれまでの勧告並びに国際取引

手続きの簡素化と調和に関係する他の国際組織による勧告あるいは類似の活動を考慮に入れている。

承認を受けるためにこの勧告を提出する上で、法的問題に関するラポ一夕ーは、それがこの分野の以

前の勧告との間で矛盾が無 く、それ らの目的をさらに推進すると考える。
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12.国 際取引に関与する取引当事者に、UN/EDIFACT標 準 と関連する全世界的使用のための交換契約のモ

デルを提供することによ り、作業部会は取引当事者間のコ ミュニケーションという国際取引において

最も本質的な手続きに関する調和、簡素化、そして合理化という目標をさらに前進 させる。ただ し、

モデル交換契約の条項は勧告であって、義務ではない。取引当事者はいかなる交換契約の条項 も、相
互に満足の行 くよ う自由に修正でき、 もしくは交換契約をまったく結ばないことも可能である。

III.範 囲

13・この勧告は、国際商取引に関連 して電子データ交換を使用する取引当事者間での交換契約の使用を推

進するものである。

IV.適 用分 野

14.こ の勧告は、国際商取引に関連 して電子データ交換を使用する取引当事者を対象と している
。また、

たとえば統計局のような行政当局、あるいは電子的プロセス並びに手続 きの合理化 と調和に努める取

引促進団体にも関係する可能性がある。

15.取 引当事者二者間の協定を意図したものではあるが、モデル交換契約は調整を加えることにより、取

引共同体あるいは協会な どの多者間の関係でも容易に実施できる。

V.勧 告

16.前 述の考慮事項に基づき、国連欧州経済委員会は、以下のように勧告する。

1・国際貿易商取引に関連する電子データ交換の使用を決定 した取引関係者を含め、EDIユ ーザの国際共

同体は、取引関係 とEDI使 用の法的安全性を強化するため、交換契約を用いるもの とす る。

2.交 換契約の交渉並びに締結に際 し、電子データ交換の国際取引使用に関するモデル交換契約の使用が

推奨される。

3・電子 データ交換の 国際取 引使用 に関す るモデル交換契約 を、 国連取 引デー タ交換規 則書(UNMDD)

の第3部 に盛 り込み、 また、UN/EDIFACTに 関連す る勧告の一部 とする ,,

4.国 連加盟国は、法律並びに規則を改定する際、それ らの改定がモデル交換契約の実質をなす意図並び

に商慣習と付合す るよう、モデル交換契約の条項を考慮に入れるものとする。

5.国 連加盟国は、周知プログラム、教育資料、関連手段を通じ、モデル交換契約の利用可能性と有用性、

並びに既述の勧告内容 と付合する国際取引に関連する商慣習を推進することにより、EDI使 用の法的

安全性の大幅な増大に貢献できる。

6.行政機関と組織は、国際貿易商取引に関連する行政作用のためにEDIの 使用を立案並びに実施する際、

考慮すべき特有の要件を有するものの、交換契約の取引使用の普及並びにモデル交換契約に含まれる

条項 と商慣習を評価 し、それ らを考慮すべきである。
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付則

国連欧州経済委員会

電子データ交換の国際取引使用に関す るモデル交換契約

目次

前文

交換契約の説明

モデル交換契約

注釈

技術付則チェックリス ト

その他の国際連合発行文書

前文

電子データ交換の国際取引使用に関するモデル交換契約は、1991年 に国連欧州経済委員会貿易手続簡

易化作業部会(WP.4)に よって採択 された電子データ交換の法的並びに取引的側面に関する行動計画に

従って実施されるプロジェク トの一部 として作成 された。同計画は国連文書TRADEIWP.4/R.697号 中に

明文化されている。この計画では、直ちに定義可能な法的問題に力点が置かれ、それ ら法律問題に関す

るガイダンスの策定、及び法律文書や法的手段 という形での適切な解決策または商慣習の変更の勧告を

狙いとしている。

モデル交換契約はこの計画の主要プ ロジェク トの一つの成果である。そのプロジェク トの目的は、国

際取引で使われる交換契約の合理的な調和を保証することと、選択的使用のために国際的に認め られた

見解を策定することだった。WP.4の 運営手続 きに従い、国際取引で電子データ交換の使用を希望するす

べての取引当事者が、モデル交換契約を考慮対象 とするよう勧告されている。

モデル交換契約は、法律あるいはそれに関連する事柄に従事 し、EDI並 びに国際取引に関する知識 と専

門能力を持つ国際的実務家の集団によって作成される。世界各国の代表であるこれ らの実務家は、WP.4

のメンバーによって選出された2名 の法的問題に関するラポ一夕ーが組織する法律 ラポ一夕ーチームを

通 じ、WP.4の 監督の下で定期的に召集 される。EDIに 関する他の専門家チームとの緊密な協力を通 じて

達成されるこの作業は、EDIの 分野ではその関連性が不可欠な学際的アプローチを反映している。また、

それは各種法律制度間の類似点と相違点も考慮に入れている。

[1995年3月]

交換契約の説明

交換契約とは何か

交換契約は、電子データ交換(EDI)使 用のために採用する規則を設定する取引当事者間で締結される。

電子データ交換 とは、取引またはメッセージデータの構文化に予め合意された標準を用い、コンピュー

タ間で行われる取引または行政上の取引の電子移転である。この契約では、電子メッセー ジの伝送、受

領、保存に関する取引当事者の個 々の役割と法的責任についても、詳 しく定め られている。商業上の

EDIの 使用には相違点が存在するため、新たな電子取引環境が関係するたびにそれ らの問題を取 り上げ

ることで、電子取引によって生 じる可能性のある法律上の不確実性を引き下げ、技術を利用する上での

信頼をふかめることができる。

交換契約を作成 し、 使用す る理 由

EDIは 国際取引のための有効な業務手段 として、急速な発展を遂げつつある。取引と行政目的での
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EDIの 使用は、欧州、北米、オース トラ リア/ニ ュージーラン ド、アジアの主要産業国で、すでに十分

確立 している。

EDI使 用の増加は、従来の書類による取引を電子的手段に置き換えることによ り、国際取引実務を根本

的に変えつつある。手書きの署名がなされた書類原本をやり取 りする代わ りに、取引当事者は構文化さ

れた取引データを、普及 しつつある電子署名の使用を含む電子的手段により、あるコンピュータシステ

ムか ら別のコンピュータシステムに移転 させる。

だが、電子メッセージが書類 と同じ機能を果たすことができると国内法及び国際法が認める度合いは

大き く異なる。国際取引に関連する条約並びに協定の多 くは、EDI使 用の可能性を想定 していない。こ

れは単純に、これ ら国際的条約並びに協定が起草 された時点では、まだEDIが 存在 しなかったことと、

必要な修正がまだ加えられていないという事情による部分が大きい。国内法の多 くも、EDIに 基づ く取

引の法的有効性に関 して暖昧であったり、あるいは新しい技術の取扱いにおいて一貫性を欠いている。

さらに、電子文書、メッセージ、署名の有効性に関 して裁定を下す機会を与えられた裁判所 もほとんど

無い。

EDIが 使われ始めた初期の頃か ら、さまざまな業界、経済体制または地域の企業により、さまざまな技

術力 レベルに関 し、これ らのタイプの法的合意が採用されてきた。

なぜ企業は交換契約を使 うべ きなのか

それを律する明確な法的規則及び指針が無い現状で、交換契約は企業にとり、取引当事者とのEDI関

係を正式に定めるための即座に利用できる解決策 となる。

たとえばモデル契約は、適切に信頼された場合に各種国内法制度にまたがる法的拘束力を持つような

EDIメ ッセージの提供を狙いとする。この 目標は、企業が国内または国際取引の相手方 との通信にEDI

を使 う前に処理する必要がある基本的法律問題すべてと取 り組むという方法で追求される。従って、

EDIの 使用を決定 した企業は、少なくとも以下の項目に関 し、取引当事者 との間で合意に達する必要が

ある。項 目間の優先順位は、各企業の特定のニーズによって変わる。

a)EDIメ ッセージ、メッセー ジ標準、通信方法の選択

b)装 置、ソフ トウェア、サービスの運用と保守が有効に行われるよう保証する責任

c)取引当事者の通信能力を損なう可能性があるシステム変更を行 う手順

d)安全保護手続並びにサー ビス

e)EDIメ ッセージが法的効力を持つ時点

り第三者サー ビス提供会社の役割 と契約

g)技 術的エラーの処理手順

h)機 密保持の必要性(も しもあれば)

i)合意 されたEDI通 信要件を満たす上での遅滞あるいは不履行があった場合の責任

j)EDIメ ッセー ジの交換 と当事者の調整を司る法律

k)起 こり得 る係争を解決す る方法

取引当事者間の交換契約は、完全に自由意志による契約である。だが、上掲のかな り広範なリス トに

従って、企業は取引当事者との通信にEDIを 使い始める前に、いくっかのきわめて重要な問題を考える

必要がある。交換契約はこれ ら基本的問題を考察 し、正式なもの とするための定型化された枠組みであ

る。

企業のEDI通 信を司る規則に関し、信頼性が高 く拘束力のある契約を締結できない場合、取引当事者

間の不必要で経費のか さむ係争につながる危険性があり、また、最悪の場合、訴訟という結果を引き起

こす可能性さえある。

どのようなモデル交換契約が存在するか

国内と地域での使用を目的として、多数のモデル交換契約が作成されている。 これ らには、国内EDI

団体、法律家協会、公共行政機関が公表 した交換契約が含まれる。だが、本モデル交換契約発表時点で

は、本モデル交換契約以外には、世界的なモデルは存在 しない。

国際商事貿易取引に関する既存モデルが存在 しない状況で、既存の国内または地域モデル間の矛盾が、
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国際取引におけるEDIの 普及を阻んでいるとも言われていた。法律ラポ一夕ーチームが検討 した各種モ

デルは、長さ、主旨、内容という点で多種多様だった。本モデル交換契約では、EDIの 国際取引での使

用を容易にするため、調整 と共通点の発見に努めている。

このモデル交換契約 と他のモデル契約との相違点

このモデル交換契約は特に国際取引に適 している。これはさまざまな国内法制度を考慮に入れて作成

され、それ らが引き起こす可能性のある問題点を克服す るための現実的解決策を提供する。また、国際

取引に関与する商業部門すべての要求を満たすため、十分な柔軟性を持つよう意図 して作 られている。

ユーザーにとっては、純粋に国内または地域内のEDI取 引に関係する交換契約の作成にも便利か もしれ

ない。

取引相手との間のEDIの 使用を司る規則を決めるベースとして、このモデル交換契約に明記された国

際標準を使うことを企業が決めた場合、以下のような手段が選択 されたと、考えてよい、、
一国際取引でのEDIの 取引使用によって生 じる法的問題が認識された場合

、それ と取 り組む もの。
一事業上必要な決定について考察 し

、記録するための強力な法的並びに実務的枠組みを提供するもの。

一142一



電子データ交換の国際取引使用に関す るモデル交換契約

このモデル交換契約文書は3つ の部分で構成される。

モデル交換契約

解説と付加指針を提供する注釈

実際の契約に添付 され る技術的付属書の内容に関する要件をまとめた技術的付属書チ ェック リス ト

このモデル交換契約は、商取引当事者間で使用するために作成 された。 行政または公 的機関あるいは

消費者との取引で使用するには、適宜修正が必要になる。

モデル交換契約

本交 換契 約(以 下 「契約 」)は 、19_年 付けで、{当 事者の名 称と住所を挿入}(以 下

「当事者」 と呼ぶ)の 間 で、締結 され る。当事 者は法的に拘束 され ることを意 図 しつつ 、本契約 によ り、

以下の よ うに 同意す る。

第1条:適 用範 囲 と構 成

Ll適 用範 囲

本契約は 当事 者間の メ ッセ ー ジの 電子 的転 送すべ てに適 用 され る。明文 あ る場合 を除 き、 メ ッセー ジ

が通信 され た る ことに関連 す る契約上 または それ以外の いか なる関係 に も適用 され な い。 メ ッセー ジ と

は、第2条 に規定す るUN/EDIFACT標 準 に従 って構文化 され たデータを意 味す る。

1.2技 術的付属書

添付された技 術的付属書は、一定の技術的及び手続的要件に関し、当事 者が合意 した仕様を明らか に

するものである。本契約 と技 術的付属書の条項の間に抵触がある場合は、 本契約の条項 が優先するもの

とする。

第2条:通 信 と運用

当事者は以 下に従 って メ ッセー ジを通信す る もの とす る,,

2.1標 準

「UN/EDIFACT標 準」 は、 国連取 引デー タ交換規則書(UN/TDD)で 承 認 され 、公 表 された電子デ ー

タ交換用 に確立 され た標準(及 び関連す る勧 告)で ある。 当事者 は技術 的 付属書 で特 定 されたバー ジ ョ

ンのUN/EDIFACT標 準 を使用す る もの とす る。

2.2シ ステム運用

各当事者はメ ッセー ジの送受信を有効かつ信頼の置ける方法で行 うために必要な各 自の装置、ソフ ト

ウェア及びサービスの点検 と保守を行うものとする。

2.3シ ステム変更

当事者は行な おうとする変更について事前に通知することな く、本契約 で想定されて いる当事者相互

の通信能力を損なうような システム運用に対す る変更を してはな らない。

2.4通 信

当事者は技術 的付属書の中で、テレコ ミュニケーションの要件あるいは第三者提供者 の利用を含む通

信の方法を指定するものとする。
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25安 全手順及びサービス

各当事者は、技術的付属書に規定されたものを含め、メ ッセージ及びその記録を不慮の事故または不

適 切なアクセス、改変または消失を含む誤使 用か ら保護す るため、安全手川頁とサービスを履行 し、保守

するものとする。

2.6記 録の保存

当事者は本契約に従って通信された記録及 びメッセージを、技術的付属 書で指定するように保存 ・保

持するものとする。

第3条:メ ッセ ー ジの 処理

3.1受 信

本契約に従 って送信されたいかなるメッセー ジも、技術的付属書に指定 された方法で受信者がアクセ

ス可能 となった ときに、受信 されたとみなされる。上記に より受信されるまで、送信 されたメ ッセー ジ

はいかなる法的効力 も有 しな い。ただし、適 用法により、受信されたか否かを問わず、送信によりメ ッ

セージに法的効力が与えられる場合を除 く。

3.2受 信確認

3・2.1技術的付属書に別段の定めがある場合を除き、メ ッセー ジの受信は受信者によって受信確認され る

必要はない。技術的付属書における受信確認に関する要件には、受信確認の方法と形態(メ ッセージま

たは手順を含む)、 また、 もしあれば、受信確認が受信 されなければな らない期間を含むものとする。

32.2受 信確 認は 当該 メ ッセー ジが受 信 された こ とを示す一応の証拠で ある,受 信確 認を必要 とす るメ ッ

セー ジを受信 す る当事者 は、受信確認 が送 信 され るまで、 その メ ッセー ジに もとつ いて 行動 してはな ら

な い。受信者が 受信確 認を送 信 できない場 合 、受信者 は メ ッセー ジの送信 者 か らさ らに 指示を受け る ま

では、 その メ ッセー ジに もとつ いて行 動 して は な らな い。 受信者が メ ッセ ー ジの受信 確 認を怠 った場 合

も、 メ ッセー ジは法 的効力 を失 わない。ただ し、発信 者が 誰 であるか をメ ッセー ジか ら識別で きない場

合は この 限 りで はな い。

3.2,3適 切に伝送 され たメ ッセー ジに 対 し、発信者が 必要 とされ る受信 確認 を受信せ ず、 さ らに指示 もな

されなか った場合 、発 信者 は受信者 に通 知す るこ とに よ り、 メ ッセー ジを無 効 とす る ことがで きる。

3.3技 術 的エ ラー。受信 され た メ ッセー ジ中の技術 的エ ラーを含 め、メ ッセー ジを さ らに処理す ることを

阻害す るような事 態について、受信 者は発信者 に通知 しな ければ な らない。

第4条:有 効性及 び強制履行性

4.1有 効性

当事者は本契約に従 ったメ ッセージの通信 によ り、有効かつ強制履行可能な義務が生.じることに同意

する。当事者は、電子データ交換の使用によ って当事者間の通信が行われ たことのみを理 由として取 引

の有効性を争 う権利を明示的に放棄する。

4.2証 拠

書面及 び署名 の不 存在にか か わ らず 、法が 認め る範 囲内 で、 当事者が保 存す るメ ッセ ー ジの記録は 、

そ こに含 まれ る情報の証拠 と して許容 され 、使 用で きる。

4.3契 約の成立

本契約下での電子データ交換の使用によって締結された契約は、申込の承諾として送信 されたメッセ一

一144一



ジが、第3.1条 に従 って受 信 され たと きに、成立 した もの とみ な され る。

第5条:デ ータ内容 の要件

5.1秘 密性

本契約下で通信 されたいか なるメッセージに含まれる情報 も、法の適用 あるいは技術 的付属書または

メッセージにおける指定による場合を除き、秘密とみなされない。

5.2法 の遵守

5・2.1各 当事者 は、 いか な るメ ッセー ジの内容 も、その当事者 に対す る すべ ての法 的要 件に従 って伝送 、

受信、 または保存 され るよ う保証す る。

5・2.2メ ッセー ジの いずれか の要素 の受信 または保存が 適用法 に反す る場 合 、受信者は不 当な遅滞な く、

かか る違反を通知 しな けれ ば な らない。

5・2.3受 信者が メ ッセ ー ジが 法に適合 しないこ とを知 るまで、本契 約下 での受信者の権利 と義務 は影響 を

うけない。

5.2.4送 信者 に違法 で ある 旨の通 知を 行 った後 にお いては、受信者 は違 法 な メ ッセー ジにさ らに応 答す る

義務を 負わない。 その通知 を受 信 じた後 にお いては、送信 者は違法 な メ ッセー ジを さ らに伝送 しては な

らない。

第6条:損 害賠償責任

6・1不可抗力

本契約におけ る義務を履行するに際 し、当事者の支配の及ばない以下の ような事由によって生 じた遅

滞その他の不履行に関しては、当事者は損害賠償責任を負わないもの とする。

(a)本 契 約 が 署名 され た 時 点 で は、 予見す る こ とが 合理 的 に期 待 で きなか っ た事 由。 ま たは

(b)それを回避あるいは克服することが不可能な事由。

6.2損 害賠償の除外

本契約に対す る違反か ら生 じるいかなる特別損害、付随 的損害、間接損害または懲罰 的損害に対 して

も、当事者は賠償責任を負わないものとする。

6.3プ ロバイダ ーの損 害賠 償責任

6・3.1メ ッセ ー ジの通信 ま たは処理 に お いて第三者であ るプ ロバイ ダー のサー ビスを利川す る当事者 は 、

本契約の もとにお いて、当該 サ ー ビスの提供 に際 しての そのプ ロバ イダー の行 為、不履 行 また側怠 に対

して賠償責任を負 う もの とす る。

6・3・2特定の第三者であるプロバイダーを利用するよう他の当事者に指示す る当事者は、そのプロバイダー

の行為、不履行または愉怠に対 して賠償責任を負うものとする。

第7条:一 般条項

7.1準 拠法

本契約には 国法が適用される。取引を規律す る法律と本契約を規律する法律の間に法的抵触が

あった場合、本契約を規律す る法律が優先する。

7.2可 分 性
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本契約のいずれかの条項が 何 らかの理由で無効または強制不可能な場合 においても、本契約の他の全

条項は完全に有効で履行を強制 しうる。

7.3解 約

いずれの当事者 も、[30]日 前 までに書面 による解約通知 を行 うことに よ り、本契 約を終 了させ ること

が でき る。解 約 前に行われ た いか な る通信 ま たは いか なる 関連取 引の履行 に も、解約は 影響 を及 ぼ さな

い。第25、2.6、4、5.1、6、7.1、75条 の条項 は、解約後 も効力 を失 な う二とな く、 当事者 に対 して拘

束力 を維持す る。

7.4完 全な合意

技術的付属書を含む本契約 は、本契約の主題に関する当事者の完全な合 意を構成 し、当事者が署名 し

た時に有効とな る。技術的付属書は、当事者 または当事者に代わって署名 する権限を当事者か ら与え ら

れた者によって、改訂するこ とができる。各当事者は他方当事者に対し、合意されたあ らゆる改訂につ

いての署名のある書面による記録を交付する ものとする。署名のある書面による記録の交換の時に、各

改訂は有効となる。技術的付属書とその時点で効力を持つ各改訂は、当事者間の合意を構成する,

7.5見 出し及び小見出し

本契約の見 出し及び小見 出 しは、 それが現れ る条項 または個別条項の一部 として扱うもの とす る。

7.6通 知

第3条 による受信確認および通知を除き、本契約 または技術的付属書に従 って必要 とされるあ らゆる

通知は、通知をする当事者の権限を有する者が署名 した書面または記録を作成できる電子的等価物の形

で他方の当事者に提供された場合、適 切に提供されたとみ なす。各通知は他方 当事者の 上記住所で受領

された日の翌 日か ら効力を発するものとする。

7.7紛 争の解 決

選択集1:仲 裁条項

本契約の存在、有効性または解約に関する疑問点を含め、本契約か ら、 またはそれに関連 して発生す

るいかなる紛争 も、当事者が合意 した、あるいは合意に達 しなかった場合は、

て 、

の手続規則に従 っ

によ って任命 され た1名{ま たは3名}に よる仲 裁 に付 し、 それ によ って最終 的に解 決す

る もの とす る。

選択集2:裁 判管轄条項

本契約か ら、またはそれに関連 して発生するいかなる紛争も、専属管轄を有す る_の 裁判所に付す

る。

当事者は冒頭に記 した日付で本契約に署名 した。

当事者名:

権 限のある役員:

署名:

当事 者名:

権 限のあ る役 員:

署名:
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モデル交換契約に関する注釈

本注釈は電子 データ交換の 国際取引使用に関するモデル交換契約(「 モデル契約」という)に 関す る

国連勧告の第2部 である。注釈は実際に取引契約を作成する際に、モデル契約 と併せて使用するよう意

図されている。注釈はモデル契約の特定の条文の解説 と、実際の契約の作成についての指針を提供する。

注釈で使われる大文字の用語は、モデル契約中の ものと同じ意味を有する。

1.一 般 的 説 明

交換契約は7条 で構成 される。

第1条 適用範囲と構成

第2条 通信と運用

第3条 メ ッセージの処理

第4条 有効性 と執行力

第5条 データ内容の要件

第6条 損害賠償責任

第7条 一般条項

さらに契約は技術的付属書 を加えることによって完全な もの となる。これは契約に添付され、その一

部と見なされる。注釈の後に付けた技術的付属書チェック リス トを使い、取引当事者間で技術的付属書

を作成できる。

モデル契約は、契約に拘束 されることが当事者の意図で あるという明瞭な記述を含む。これは取引当

事者が電子デー タ交換の使用に関し、法的枠組みを用いた運用を行い、その外では運用 しないことを望

むことを強調するものである。契約はEDI通 信が有効な国内法 または規則に従いつつ法的拘束力を持つ

ことを保証す るための強力な法的枠組みを提供するよう意図されている(7.1項 を参照)。

モデル契約は商取引当事者 二者間による使用を意図した ものではあるが 、三以上の商取引当事者によ

る多著聞の使用にも、あるいは取引団体 またはEDIユ ーザー協会が同じ交換契約の使用を決定ないし奨

励するという状況に も、容易 に適合させることができる。モデル契約は、多数当事者を契約に拘束させ

る方法を確立す るための適切な変更を加えることにより、そういった目的にも適合 させることができる。

II.具 体 的項 目

第1条 適用範囲と構成

1.1項 適用範囲

本契約はUN/EDIFACTの 構成と標準に従うEDIメ ッセージ(「 メッセージ」という)の 当事者間の電

子的通信を規律する一定の規則を定めたものである。2.1項(及 び注釈)で は、契約のこの側面について

さらに詳 しく論 じている。本契約はファクシ ミリ送信などの他の電子通信形式や、構文化や標準化され

ないメッセージである電子テキス ト送信(電 子メールなど)に は適用されない。

本契約は そのため にEDIが 採用されることがあるに しても、 関連する商取引を規律する規則を定め る

ものではない。 というのはそれ らの取引はそれ 自体適用可能な法規則を含 む(た とえば、売買取引、船

積み契約、保険契約、保管手配、その他類似の関係)か らである。これは重要である。

1.2項 技術的付属書

技術的付属書は取引当事者間の契約の一部である(7.4項 参照)。 その条項は法的拘束力を有する。技

術的付属書は当事者がEDI通 信で使用する技術手順の詳細を説 明 したものである。交換契約では、一定
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の項目が技術的付属書で取 り上げ られることを想定 している。それ らの項 目はこの注釈 の最後に添付 し

た技術的付属書チェックリス トに掲げた。取 引当事者の特有のニーズに従 い、さらに別 の項目が必要に

なることもある。取引当事者はそれらの項目に関し、適切な技術ア ドバイザーと協議するのが望ましい。

交換契約と技術的付属書で当事者間の契約 として十分であるが、技術者及び法律顧問は・お互いの要

求を認識するのが望ま しい。本契約の2.1項 では、契約 と技術的付属書の間に抵触が生 じた場合には契

約の条項が優先するという規則が定め られている。

第2条 通信 と運用

本条は取引当事者間の通信 を規律する規則 と、各々がメ ッセー ジの送受 信をするのに必要とする運用

方法を定める。 そうすることにより、当事者間で締結 しな ければならない契約に、法的拘束力が与え ら

れる。他の参加者(第 三者サービス提供者など。2,4項 を参照)と の契約がさらに必要になることもあり・

ユーザーはそれ らの参加者 と有効な契約を結ぶのが望ましい。

2.1項 標準

国際的な適用範囲に合わせ るため、モデル交換契約は国連欧州経済委員会内で策定され、国際標準化

機構(ISO)に よって国際的な使用が認められ たUN/EDIFACT標 準に基づ いて使用するよう作成され て

いる。 これらの標準はメッセー ジの書式、構 文、コー ドのディレク トリ、 データ要素、 セグメン トに関

する推奨項目を含む。それ らは本契約中で言及されて いる国連貿易 データ交換規則書(UN/TDID)に 含

まれる。技術的付属書チェックリス トは、その標準が存在する一定の保安サービスにも言及 している。

モデル契約はUNITDID中 の推奨項 目の1っ であり、ユーザーはモデル契約の使用に関 し、UN/TDID

及び国連の関連発行文書を参考にすることが強 く望まれる。発行文書の リス ト(及 びそれ らの入手方法

に関する情報)は 、本注釈の最後に掲げてある。

2.2項 システム運用
一般的な商慣習に沿うべ く、2.2項 では、各取引当事者が各々のシステムの点検 と保守及び関連 コス ト

に対 して個別に責任を負うことを求めている。合意があれば、当事者は各 々のコス トの割 り当てにつき

別段の扱いがで きる。本契約は、当事者は有 効かっ信頼の置ける通信ができるように保証 しなければな

らないとしている。

2.3項 システム変更

システム運用に何度 も変更を加える と、EDIの プログラムやフ ァイルに直接 関係ないときで も、当事

者間で望まれる端末間通信能力が損なわれることがある。 当事者は実行可能な場合は常に取引当事者 と

協力 して、通信 の中断が起こ らないよう保証することが望 まれる。この項は、選択 した標準のバージョ

ン ・リリースを変更す る提案を通知することを取引当事者に義務づけることを意図 している。

契約の7.6項 は、取引当事者がこの2.3項 に従 って変更 の提案の通知を行 う方 法を指定 している。提

案された変更に先立 って通知を行わなければならない期間については指定されていない。取引当事者は・

項 目の変更を実施す る前に、技術専門家の間で適切な対話、試験、認証を行 う必要性が 生 じると予期 し

ておくよう望 まれる。

2.4項 通信

EDIに 関す る取 引慣 習にお いては、当事 者が メ ッセ ー ジを通信 す る方法を決 定 し、 合意 す るこ とが 必

要 とされ る。方 法は さま ざま で、メ ッセー ジは テ レコ ミュニケー シ ョンに よ り、磁気 テ ー プまたはデ ィ

スケ ッ トの送 付 を通 じ、ある いはハー ドコ ピー媒体の使 用 によ り、通信す る(送 信 と受 信 の両方)こ と

が できる。2.4項 は これ らの要件を指定す る必要が ある ことを規定す ることによ り、取 引当事者 の個別 の

運用の調和 を保証 して いる。指定され る可能性がある技 術的側面は、 この注釈 の最後の技術 的付属書チ ェ ッ

ク リス トに掲げ られて いる。

取引当事者 は、技術 的付属書 に単 に端 末間通信 の要件 を指 定す るだけで な く、EDI活 動 が実施 され る

他 の契約関係 に も注 目す るよ う望 まれ る。6.3項 は それ らの 関係 も考慮 して いる。
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25項 安全

EDI使 用のため、有効で安全な環境を確立 し、維持することは、重要な業務 目標である。また、保守

手順 とサービスの管理は、メ ッセー ジの記録の法的取扱い とそれ らの法的有効性を定め る上で決定的な

要素となり得 る。

取引当事者はメッセージの性質、相対的洗練度、コス ト、利用可能な資源、技術の変化を考慮に入れ、

最 も受け入れやすい端末間セ キュリティの達成に努めるべ きである。送受信 され るメッセージの真正性

を確認 し、通信 の完全性に関 して当事者が維持できる継続 的コン トロールを改善する手順 とサー ビスを

利用することが できる。技術 的付属書は要約 した形で、取 引当事者間の保安サービスに関 して利用可能

な代替案と、内部保安手順を確立する際に考慮すべきファクターを特定 している。

2.6項 記録の保管

EDIの 使用によって完成する取引の有効性 と執行力を保証するため、2.6項 は取引当事者に対 し、(a)

通信される(送 受信)メ ッセージ、及び(b)そ れ らのメッセージに関係する記録を保管 ・保持することを

義務づけている。それ ら記録には、通信のヒス トリーまたはログ、及びメ ッセージの一定部分か ら抽出

したデータを格納 したデータベースが含まれる。

技術的付属書 で指定するこ とができる記録保管の要件は、各当事者が業務を行 う際に従 う取引または

法的要件を基礎 として策定すべきである。その 目的は、必要な記録とあるのが望ましい記録の双方が 必

要な時に存在す ることを、各取引当事者に最 も確実に保証できるような要件を提供する ことである。 電

子記録の読み取 り可能性、耐久性または完全性に関し、各国の法律、規則の間に大きな相違が存在す る

ことがある。

特に時間的な要件や特定の保管書式は示されていない。だが、取引当事者は、将来何 らかの意見の不
一致や紛争が起 きた場合

、適切な記録を検討のために回復 できるよう、それ らに関する詳細を定めてお

くのが望ましい。それ以外には、当事者が2.6項 の要件に準拠す るために使用する内部手順に関 し、本

契約はいかなる制約 も加えない。

第3条 メ ッセー ジの処理

3.1項 受信

国内及び国際 的な各種法的文書及び書類の もとで、通信の法的効力は、 それが伝送された時、受信 さ

れた時、あるいは当然受信 されているはずの時の いずれかの時点に生 じる。本契約では通信 されたメ ッ

セージが受信されたと見な される時点及び法 的効力が生 じる時点を特定す るための枠組 を提供する。 こ

の枠組は、特定の通信の結果を理解する上で重要である。

具体的には、本契約の3.1項 によれば、メッセー ジは技術的付属書に示され たように受信者か らアク

セス可能 となるまで法的効力 を生 じない。これにより、当事者は通信プロセスの どの段階でメッセー ジ

が受信されるか 、すなわち電子メールのボ ックス、 トランザ クション ・ログ、特定マシンに入ったとき

か、あるいは特 定の個人または会社の役員による受信時か、について指定することがで きる。メッセー

ジが実際にアクセスまたは検討される必要は無い。アクセス可能性のみが必要 とされる、,

本契約は、重要な例外を想定 している。一定の国内商事法規または行政法規の下では、通信の送信に

ついて、それが 電子形式か否かを問わず、意図 した受信者 によって実際に受信 されるか 否かを問わず、
一定の法的効力 を与え られ ることがある

。た とえば、欠陥商品である旨の通知を送った買主は、売主が

その通信を受信 しなか った場合でも、その権利を保持する。

3.2項 受信確認

UN/EDIFACT構 造では、制御 と保安双方の目的で、メッセージの受領が受信者によって確認 される こ

とを取引当事者が望むと予想 している。その目的のために特定のメッセージが利用できる。それ らのメ ッ

セージは受信の事実 と、メ ッセージの構文にエラーがなか ったことの両方を確認できる。ある特別なタ

イプのメッセー ジが受信確認 に適切か どうか は、純粋に取引当事者による決定に委ね られる。取引当事

者は、伝送され た各 メッセー ジの受信確認は必要ないと決めることもできる。これ らの決定を下す際、
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受信確認をなすコス トが しば しば考慮される。

3.2.1項 は、当事者にメッセージの受信確認を行 う時点を技術的付属書で指定するよう義務づけている。

伝送者にメッセージが有効に受信されたか どうかを判断す る機会を与えるべきであることか ら・技術的

付属書は2種 類の状況を想定 して作成 しなければならない。

それは(a)通 常の場合受信確認が必要 とされ る時、そ して、Φ)伝送されるメッセージ中で特に受信確認

が要求される時である。3.2.1項 に示されているように、取 り上げる事柄には、受信確認の方法とタイプ・

及び必要に応 じ、受信確認が受信されなければならない時間的範囲が含まれ る。

3.2.2項 では、受信確認を関連するメ ッセー ジが受信されたことを示す一応の証拠 とみなすことを認め

ている。この規則の下では、反対証拠が提出 されることもある。証拠に関する国内規則 の中には、訴訟

手続きにおける証拠能力を当事者が左右する ことを認めな いものがあるので、取引当事 者は注意が必要

である。

受信確認が必要とされる場合、3.2.2項 はさらに負わされる義務を規 定している。 まず、受信者は受信

確認を送信する までは、メッセージにもとつ いて行動を起 こ してはならな い。受信確認を伝送できない

場合は、受信者は発信者に当該メッセージにっいてそのよ うに通知するか、またはさらに指示を要求す

る。発信者か らさらに指示を受信するまで、受信者は3.2.2項 に従ってメッセージにもとついて行動を起

こしてはならな い。従 って、ほとん どの状況では、当事者 は通信する機会 を得るまで、 中間的な地位 に

とどまる。指示は電話、ファクシミリ、または送付文書で与えることができる。

次に、必要とされる受信確 認を発信者が待 っていたにかかわ らず、受信確認が無 く、 さらに指示もな

かった場合、発信者は通知す ることによ り、メ ッセー ジを無効と宣言す るこ とがで きる。その通知は

7.6項 の要件に従わなければな らない。この権利は最初の回に 「正 しく伝送 された」メッセージに関 して

のみ発生する。

メッセージの 中には、受信者にとって不利 な法的効力を持つ ものがあるため(た とえば、売主に送信

される欠陥商品である旨の通知)、3.2.2項 は、受信者がメッセージを受信 した際、義務づけ られた受信

確認の送信を怠ることにより、メッセージの法的効力を奪 うことを許容しない。

3.2.3項 によると、意図された受信者の身元が元のメッセージか ら判断できない場合にのみ、受信者は

義務づけられた受信確認の送信を免除される。その身元を判断するために、メッセー ジの構成要素の全

てを調べるべ きであるが、それ以上は求め られない。

3.3項 技術的エラー

メッセージのさらなる処理を阻害する状況が存在する場合、3.3項 は受信者に対 し、発信者に通知する

ことを義務づけている。この ような状況としては、 システ ムの誤動作が含 まれ るが、受信 された伝送に

おける技術的エ ラー も含まれ る。それ らの状況下で、発信者に通知するという義務は、受信確認が必要

とされないメッセー ジについても存在する。

第4条 有効性と執行力

第4条 では、 本契約に署名する取引当事者は、EDI通 信の結果 として、有効かつ執行力のある義務が

発生することを意図するとされている。 ここではEDIを 国際取 引に使用す ることの重大な法的側面を取

り上げている。

4.1項 有効性

国内法の中には、書面または署名のある書面が別に必要であることを根拠に、取引当事者が一定の通

信の有効性を争うことを認めるもの もある。本契約の4.1項 は、いずれの当事者も、その本質がEDIで

あることを理 由に、取引の有 効性を争 うことはできないことを明らかにしている。この条項は、法律制

度によっては常に執行力を持つとは限らない。7.1項 に基づ く適用国内法の選択は、 この点によって影響

を受ける可能性がある。

EDIの 使用によ り肉筆署名はな くなるこ とを考慮 し、当事者は取引当事者間で選択 ・使用される保安

手1頂とサービスを評価するのが望ましい。電子署名は当事者間では受け入れ られ、技術 的付属書に指定

す ることができるが、電子署名の全てのサー ビスが、類似 の状況で使われ る従来の署名 と全 く同じ機能
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(法 的機能を含む)を 果たすとは保証できない。

4.2項 証拠

4.2項 は、当事者が維持す るメッセージの記録は証拠能力があ り、証拠として使 うことができるとす る

当事者の意図について定めて いる。だが、当事者が一定の証拠の訴訟手続 きでの証拠能力を左右 しうる

範囲が、国内法により異なる可能性があることを、本契約は認めている。

4.3項 契約の成立

4・3項はEDIの 使用によ り締結され る契約が、 どの時点で成立 した とみなされ るかを定め ている。成

立時点を決めることは、法律 上 しば しば重要 である。郵便 または電話で締 結され る契約 に関しては、一

般的に規則が定められて いるが、EDIの 使 用によって締結される契約に関 しては、不確実 な部分が存 在

する。本契約で確立された規則は、取引当事者に予測可能性 と期待を保証す る。

4・3項により、また、3.1項 と調和すべ く、申込に対する承諾 と して送信 されたメ ッセー ジが受信 され

た時、契約が成立す る。この 「受信ルール」は現在使われ ているさまざまな国及び地域 のモデル契約 の

条項並びに一般的なEDI商 慣習と一致する。

第5条 デ ータ内容 の要件

5.1項 秘密性

商取引における情報交換では、しば しば取 引当事者の事業に関す る秘密 データの通信 が必要となる。

その基礎 となる契約では、通常、データの取扱いに関す る当事者の義務が 明定される。適用可能な国内

法も、情報の秘密性に関す る一定の責任を定めている場合がある。当事者は電子形式の情報の秘密性が、

同じ情報が他の媒体によって通信 される際に匹敵すると保証するのが望ましい。

この項の下で、メッセージの内容は、別段の定めがなければ、秘密 とは見なされない。取引当事者は

技術的付属書を、あるいは特別なメッセージにより、メッセージに含まれ る情報が秘密 であると指定す

ることができる。

5.2項 法の遵守

この項は、メ ッセー ジの内容を定義または制約する可能性がある国内法の遵守を保証するため、当事

者がどのように業務を行 なうべきか に関 し、当事者に指針 を提供するものである。 また、一定 の法律

(データ保護法など)は 、一定の情報の国境を越えた通信を規制 している。

5・2.1項では、各当事者に対 し、メッセージ内容がその当事者に関係する全ての法的要求をみたすよう

保証することを義務づけてい る。 「保存」 という用語はメ ッセージに含まれるデータの保存を意味 し、

メ ッセージが保存される方法 とは無関係である。

本項では、取 引当事者に対 し、メッセージが他当事者を規律する法律に従 うことを保 証することは義

務づけていない。 しか しなが ら、残 りの副項は、ある取引当事者か らのメ ッセージが受 信または保存 さ

れた時、他当事者に適用法の侵害をひきおこすという場合、当事者がどの ように行動すべ きかについて

概要を示 している。

通知が義務づけ られ(7.6項 参照)、 さらに、発信者は違法になるような行為を繰り返 してはな らない。

実例 としては、データ保護法のない国か ら、データ保護法が発効 している国へ個人データを含むメッセ
ージを送信することが考え られる

。

第6条 損害賠償責任

6.1項 不可抗力

この項は電子通信実施中に発生す るかもしれない予期 しない損害賠償責任の危険性を取 り除 くことに

より、電子通信を実効的なものに しようとする当事者双方の意図を強調 している。6.1項 には、通信の遅

延または不履行が、各当事者のコン トロールの及ばない事 由によって生 じた場合には、当事者の損害賠

償責任を免除するという多 くの商事契約でみられる文言を含む。
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当然、当事者の支配の及ばない 「不可抗力」とみなされ る事由にっいて、当事者はもっと詳細に定 め

ることができる。天災などの予測できる一定の事由が生 じたとして も、そのようなコン トロールできな

い事由の結果が回避または克服不可能な場合、損害賠償責任は負わされない。

6.2項 損害賠償の制限

本項は、本契約に従うEDIの 使用によ り、当事者が指定され た種類の損害に対す る賠償責任を負わ さ

れ る可能性が生 じることには ならない、とい う当事者双方の意図を明らか に している。 国内法上、契約

上の義務違反の場合、取引当事者に損害賠償(こ れには、適用可能性に応 じ、特別、間接、付随または

懲罰的損害賠償が含まれる)を 受け取る権利 を与えている場合 もある。これ らの種類の損害賠償はしば

しば、逸失利益を補償するため、あるいは著 しく不適切な行為に制裁を加えるために認められる。

本項は、指定 された種類の損害賠償が、当事者間の他の契約上の義務についての条件に従 って課され

るか否かは定めていない。ある種の国内法は、本項の執行力を制限できる。

6.3項 提供者の損害賠償責任

EDIを 使用する多 くの企業が、必要な通信または関連する機能(た とえば、 メ ッセージを送信できる

電子メールボ ックスやメッセージに関係する記録の社外保管場所の維持な ど)を 遂行する助けとして、

第三者提供者(し ば しば付加価値網 と呼ばれる)の サービスを受けている。

どの第三者提供者 と契約す るかについての選択、及び取 引当事者と第三者提供者との契約条件には、

他の取引当事者のコン トロールは及ばない。従って、6.3.1項 は、取引 当事者がその提供者の行為、不履

行、愉怠に対 して責任を負 うことを義務づけている。(6.3.1項 は取 引当事者が異なる第三者提供者 と

契約 した場合、及び自発的に同じ提供者の使用を選択 した場合の双方に適用 され る。)

ある取引当事者の一方が他方当事者に対 し、特定の第三者提供 者を使 うよう求める場合 もある。6.3.2

項は、そのような場合には、提供者の行為に対する責任は指示 した取引当事者にあるとする。

第7条 一般条項

第7条 は多 くの取引契約で しば しば見 られる条項を含む。これ らの条項は一般条項の唯一の リス トで

はな く、特定業界または地域における慣行及び慣習により、他の類似の一般条項が含まれることがある。

7.1項 準拠法

本契約は、EDIの 使用を規律する適用可能な法令 または規則がな い場合、当事者 にEDI通 信の有効性

と執行力をできる限 り保証す るために作成されている。多種多様な法制度 の下でかかる結果がえられ る

よう意図されている。取引当事者は、本契約を規律する国内法を指定するのが望ましい。その選択は、

コンピュータ ・プライバシー、データ保護、越境データ移動、または類似 の事項に関す る国内法におけ

る相違によって影響を受けることがある。だが、大部分の法制度の下で、選択は当事者 と何 らかの関係

を持たなければな らない。

本契約の下でのEDIの 使用に基づ く取引 に関して生 じる紛争の解決を求める上で、法律規則が矛盾す

ることがあるため、本契約ではそれ らの紛争を解決する方法を定めている。

国内法を参照 しても、当事者が本契約に適用 したいと望む地域的な取決 または規則が十分明かにな ら

ないことがある。その場合、当事者は適切な文言を追加するのが望ましい。

7.2項 可分性

7.2項 は、義務を十全たらしめん とする取引当事者の意図を強調 している。特定の法的理由により、本

契約のある部分が無効または執行不能となることがあるため、本項では、 その場合でも、契約全体が保

留になることはないと保証 している。

7.3項 解約

本契 約は、 いっ メ ッセー ジが 当事者間 で通 信 され る場 合 を規律 す るにす ぎない。あ らゆる業務通信 に

常にEDIを 使 用す るこ とを義務づ けては いな い。7.3項 は取 引当事者 に対 し、契 約の 自由を 保証 し、 ど
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の時点で も契約 の適 用可能性 を終 了させ ることを取 引当事者に認めている。解 約 しなか った当事 者には、

通 信のための代 替手順 を 確立す るのに十 分な期 間が保証 される。30日 とい う期間 は一般 的な商 慣習を 反

映 してい るが 、当事 者間の合意 に基づ き、調整す ることがで きる。必要 とされ る通知 は、7.6項 の文言 に

か かわ らず、書 面でな されな けれ ばな らな い。

特定の項 につ いては、 解約 によ り取 引当事者が その拘束力を 回避す るこ とは許 され な い。(特 に25

項(保 安手順 とサー ビス)、2.6(記 録の保管)、4(有 効性 と執 行力)、5.1(秘 密製)、6(損 害賠償 責

任)、7.1(準 拠 法))

7.4項 すべての合意

本項は、技術 的付属書が明白に契約の一部に含まれることを定めている。紛争が起きた場合、本契 約

を解釈する際に当事者間の関係の他の側面を考慮することを認めている国内法も当然存在する。

さらに、7.4項 は改訂は書面で行い、署名が必要であることを強調 している。電子メッセージでは不 十

分である。技術 的付属書の改訂は、技術的専門家によって考察される可能性が高いため、当事者は自己

に代わって改訂に署名する資格をその技術的専門家に与えることができる。

7.5項 見出しと小見出し

本項では、契約の解釈方法 に関係する慣行的な解釈規則を定め、契約の全内容を考慮 できるとしてい

る。また、当事者は適宜、見出しを契約の一部として解釈 しないよう排除することもできる。

7.6項 通知

7.6項 では、必要とされる署名された書面に相当する記録を作成できることを条件に、取引当事者は必

要 とされ る通知 のための書面 にっいての電子相当物を採用することもできるとしている。この結果を可

能にする技術的解決手段が存在する。

しか しなが ら、多 くの国内法制度では、電子通信を明白に 「書面」として認めてはいない。取引当事

者は電子通知の採用を慎重に行 うべきであり、また、関連法規の新 しい展 開をフォローするのが望ま し

い。

7.6項 の規定は、3.2項 「受信確認」の下での通信に関係 しない。

7.7項 紛争の解決

電子通信の使用を望む人 々は、この技術が 提供するスピー ドと効率とい う利点に魅力 を感 じているは

ずであり、従って、彼 らは紛争の解決にも同 じような方法すなわち調停(選 択集1)を 選 びたいと考 え

るだろう。この選択集では、手続を行なう場所、調停人のパネル、彼らを選択する方法 、適用可能な規

律法など、採用する手続に関 し、当事者による決定が さらに必要である。

より従来型の裁判を希望する人 々のために、選択集2で は、おこりうるいかなる紛争に対 しても管 轄

を有する裁判所 を、当事者が指定することを認めている。この点について確実性が強 く望まれるため、

本契約では専属管轄を定めている。

さらに、取 引当事者は、各種市場または業界で出現 しっっある代替的紛争解決手段の利用を指定す る

ことを希望す ることもできる。
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技術 付属書 チ ェック リス ト

以下のチェックリス トは、交換契約当事者 による詳細 と仕様の策定が推奨される項 目を リス トアップ

するため、モデル交換契約の一部として提供されるものである。

この リス トは、技術的付属 書中で取 り上げ られる可能性のある全ての項 目の完全な リス トを意図した

ものではない。含まれる項 目は、モデル交換契約中で技術 的付属書 と参照することとしているものか ら

直接生 じる。それらの項 目は必要に応 じ、取 引当事者が必要 と判断 した レベルの詳細さで、取引当事者

が完成させることができる。

使用者は、EDIの 実施に関する技術的、手続的要件 について、取引当事者間に十分な理解が存在す る

ことを保証することにかかわ ると思われる他の項 目も考慮 し、取 り上げるのが望ましい。モデル交換契

約の1条2項 に示された通 り、

「添付された技術的付属書 は、一定の技術 的及び手続 的要件に関 し、当事者が合意 した仕様を明らか

にするものである。」

使用上の便宜か ら、以下 のチ ェ ック リス トでは、 モデル交換 契約の関連条項の条 文を示 した。

第2条 通信 と運用

2.1標 準

「当事者 は技 術的 付属 書 で特 定 され たバ ー ジ ョンのUN/EDIFACT標 準を 使用 す る もの とす る。 」

当事者は使 用 しよ うとす るUN/EDIFACT標 準のバ ー ジ ョン ・リリー スに関 して合意すべ きであ る。 ま

た、 当事者はUN/EDIFACT標 準 の新 バー ジョン ・リリースの使用 を検討 す る方法を定め て もよい。

当事者は必要 な関連技術の 仕様並 びに詳細 につ いて も、 実用的 な詳細 まで指定すべ き であ る。考慮 す

べ き項 目と して は、デ ィ レク トリの識別、 コー ド・リス ト、 メ ッセー ジ提 供ガイ ドライ ン、指定 され た

標準お よび関連 バー ジ ョンと直接結 びつ くその他の項 目等であ る。

2.2シ ステム運用

「各当事者は メッセージの送受信を有効かつ信頼の置け る方法で行 うために必要な各 自の装置、ソフ

トウェア、及びサービスの点検 と保守を行うものとする。」

当事者は、システム運用メ ッセージ交換プ ロセスの有効性と信頼性を点検する方法と手順、そのよう

な試験が行われる時点、いかなる結果が得 られれば満足され るのかを記載すべ きである。当事者は、メッ

セージ送受信のためのEDIシ ステムの使用可能性を明瞭に示すような方法を採用すべきである。

2.4通 信

「当事者は技術的付属書の中で、テ レコ ミュニケーションの要件あるいは第三者提供者の利用を含む通

信の方法を指定するものとする。」

通信の方法に関する詳細と仕様については、以下の点を記載すべ きである。
一選択 した通信方法;

-UN/EDIFACT標 準(X .25やX.400な ど)の ほか、当事者が使用する使用可能な通信

プロ トコノレ;
一必要に応 じ

、適切な住所 と連絡についての情報およびこれに関連する他の詳細を含

む第三者提供者に関する詳細な情報。

当事者は消失 や故障などの場合にメッセー ジを取 り戻す ため、または選 択 した通信方法が故障 した場

合に別の経路 と手順を提供するため、回復手順の指定を考慮することもできる。

25保 安上の手順とサービス

「各当事者は不適切なアクセス、改変 または消失を含む事故または誤使 用か らメッセージとその記録

を守るため、技術的付属書に指定 されたものを含め、安全手順 とサービスを履行 し、保守するものとす

る。」

当事者はEDIの 使用に関連 して提供する必要がある保安上の手順 とサービスを詳細に指定することも
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採用できる。取引当事者間のEDI交 換の信頼性改善のため、各種の手段が存在する。その共通の 目的は、

コス トを不当に高 くせずに、できる限り多 くのメッセージを有効かつ正確に伝送、処理することである。

安全/保 安手段の選択、使用は通常、脅威の評価に基づいて行われ法律とは全 くかかわ りあいがない。

これは各種安全対策の提供を もたらしうるが、それ らは全てUN/EDIFACTメ ッセージ構造とは独立 して

いる。ただ、記録か ら生 じる法律上の信用に寄与することもあろう。

UN∠EDIFACTを 利用する取引当事者は、多種多様な保安上の手順およびサー ビスの中か ら選択できる。

その一部はUN/EDIFACT内 で利用可能で、他は一般に利用可能である。

UN/EDIFACT中 の保安サービス。取引当事者は、法的要件を満たすため、あるいは特定 された脅威 を

解消するため、以下にあげたUN/EDIFACT内 で利用可能な保安サー ビスのい くつかか ら成る保安サー ビ

スを選択することができる。これ ら保安サービスの各々は、暗号化街街の利用を必要とする。すなわち、

あるコンピュータか ら別の コンピュータに転送 されるメッセージ(こ れは数字を並べ たものにすぎない)

は、伝送の前 と後にメッセー ジについてデジタル数学関数 を実行する(暗 号化技術と呼ばれる)と い う

方法で保護できる。 これは伝送中だけでな く、いずれかの端末での保管中にも、意図 しない変更を検 出

する手段 とな り、これにより、望 ましい保安サービスが実現する。

この技術的付属書チェックリス トに続 くリス トに掲げたUN/EDIFACT文 書には、以下に詳 しく紹介す

る保安サービスと鍵の管理技術を説明する特別資料が含まれる。使用者が情報を探す際には、これ らを

参考にすべきである。

メッセージ内容の完全性は 、いかなる種類のメッセー ジ中のデータも、変更を受けることか ら保護す

る。これはさらにメッセージ順序の完全性に拡張され、メ ッセー ジが現れ る順序が確立 される。メッセ
ー ジ完全性 自体は通常

、メ ッセー ジ真正性確認 コー ド(MAC)と 呼ばれ るものを生成するための鍵 が

組み込まれない限り達成できない。これはメ ッセージの暗号指紋で、秘密 の鍵を用いて作 られる。特別

に保護されたハー ドウェアが使われない限り、その秘密鍵の所有者は誰で もMAC値 を生成できるのが

通常である。

さらに、メッセージの送信 者と受信者を識別する必要がある場合(た とえば法律上の 目的で)に な さ

れるべ き正 しい保安サービスは、発出の非否認である。これには適時性の ための時刻スタンプを添え、

それに続 き、公開された鍵のアルゴ リズムに基づ くデジタル署名の計算を行 う必要がある。

従って、発出の非否認はメ ッセージの真正性確認を意味 し、それがさらにメッセージの完全性を意 味

する。

発出の非否認への応答として、受信者はデ ジタル署名で保護され、受領の非否認を提供するメッセー

ジを返すことができる。サー ビス守秘は性質が異なり、ネ ッ トワークを介 した伝送中の メッセー ジ内容

が公開されることか ら保護するものである。

UN/EDIFACTセ キュ リティはEDIFACTメ ッセージの保護のみに関する もの で、メ ッセージが作成 ま
たは処理され るエン ドユーザー ・アプ リケーションに関する内部セキ ュリティとは無関係である。

結論として、UN/EDIFACTに おける保安対策の利用には、暗号化技術の使用が必要 であ り、それには

暗号鍵の使用が必要である。従って、UN/EDIFACTに おける保安対策の使用は、鍵の管理が必要である

ことを意味する。

全ての保安上の 目的のために、鍵(実 際には大きな数値である)を 慎重 に扱わなければならない。通

常、アルゴリズ ムは公開され た知識であり、鍵と組み合わせて初めて希望する保安対策 を実行できる。

ユーザーは暗号化 目的に使われる共通鍵を持つか、または各 々が一・対の組み合わせキー(1つ は私用鍵、
1つ は公開鍵)を 持つ。 どの システムに も共通するのは、鍵を安全な方法で配布 しなければ ならないと

いう点である。 これは両当事 者間で行なわれ るか、または第三者が関与 して行われる。第三者は、鍵の

登録、認証、配布に関する一 定の手続きを行なう資格を与 えられる。かか る第三者は しば しば認可第三

者(TTPS)と 呼ばれる。あらゆる状況において、関係当事者間で、鍵 管理に関す る合意された規則と手

続きが必要である。

付加的保安手続き及びサー ビス。電子デー タ交換に伴 うさまざまな リス クに十分対処するため、当事

者は以下の リスクの一部に関し、UN/EDIFACT構 造とは独立 した以下の手続き及びサ ービスの一部を提

供することも検討 してもよい。
一 追加IDコ ー ド、 一意な シーケ ンスコー ド、 または類似の非暗号化 追跡及 びラベル化方式の利用
一 メッセージ交換 ログを記録するため

、または同様に交換活動を実施または確認する
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ための付加価値第三 者サー ビス提供者 の採用
一 企業の コ ンピュータ ・ネ ッ トワーク内の ロー カル ・ワー クステー ションにおけ る保

護 され た 自動保管 の利用
一 通信設備の 利用可 能性 と完全性 のモニ タ リング

2.6記 録の保管

「当事者は本契約に従って通信 された記録及びメッセー ジを、技術的付 属書で指定す るように保存 ・

保持す るものとする。」

記 録 と メ ッセ ー ジの 保 管 と保 持 に 関す る詳 細 と仕 様 に は 、 以 下 の 項 目が 含 まれ うる 。

一 保存する記録の範囲

一 保管がなされるフォーマ ット

ー 記録を保持する期間

一 保管と保持に使用する媒体

一 保存される記録にアクセスする権利

一 保管 しておく方法(点 検、環境条件等を含む)
一 記録の完全性 と不可逆性のための要件

一 記録の利用可能性に関する規則

当事者 は この 項 目に 関 し、2.5項 に対応 して指 定 され る詳細 事項 を考 慮す るのが望 ま しい。

第3条 メ ッセー ジ処理

3.1受 領

「本契約に従 って送信され たいかなるメッセージも、技術的付属書に指定された方法で受信者がア ク

セス可能となったときに、受信されたとみなされる。」

アクセス可能になる方法の指定には、以下のものが含まれる。

一 受信者に代わって行動するサー ビス提供者を介 したアクセス可能性

一 サービス提供者が保管するメッセージに対する受信者のアクセス可能性(電 子メー

ルボックスなど)
一受信者の内部 コンピュータ ・システムを介 したアクセス可能性

3.2.1受 領確認

「技術的付属書に別段の定 めがある場合を 除き、メッセー ジの受信は受 信者によって受信確認され る

必要はない。技術的付属書における受信確認 に関す る要件 には、受信確認の方法 と形態(メ ッセージま

たは手順を含む)、 また、 もしあれば、受信確認が受信されなければな らない期間を含む ものとする。」

当事者は、複数の方法で受信確認が必要な場合を指定できる。受信確認 されるメッセージの指定は、

メッセージのタイプによるか(UN/EDIFACTメ ッセー ジ名を使 うな ど)、 または伝送 されたメッセー ジ

が受信確認を必要とする状況 を指定することによって行われる。当事者は、伝送され たメッセー ジ中で

要求された場合に受信確認が必要であると指定することができる。

受信確認が義務づけられ る場合、当事者は受信確認が提供される方法に関し、以下の ような詳細 も指

定すべきである。
一受信確認の方法(受 信 したメッセー ジの再送信、CONTRLメ ッセージのような別の

メッセージの送信、ファクシミリ伝送のような他の媒体の使用)
一受信確認を受信 しなければな らない期間

一使用すべ き関連保安手順並びにサービス(AUTACKメ ッセージなど)

第5条 データ内容の要件
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5.1秘 密製

「本契約下で通信 されたいかなるメッセー ジに含まれる情報 も、法の適用あるいは技 術的付属書また

はメッセージにおける指定による場合を除き、秘密 とみなされない。」

当事者は技術的付属書中に、特定タイプのメッセージ(乗 客 リス トの通信に使われるPAXLSTな ど)

またはメッセージに含まれ る特定情報(価 格 リス トや個人データなど)を 秘密 とみなすよう指定できる。

さらに当事者は、伝送す る側がメッセージ内部でメッセージまたはその メッセージに含まれる特定情

報の秘密性を要求する方法の詳細を指定することができる。

秘密性が必要 とされるどの ような場合でも、当事者は、技術的付属書または関連する商事契約で、秘

密性を保持する方法に関す る各 自の義務を指定することを保証するのが望ましい。

第7条 一般 条項

7.6通 知

「第3条 に従う受信確認および通知を除き、本契約または技術的付属書に従 って必要 とされるあらゆ

る通知は、通知を出す当事者の代表 として正式に認められ た人物の署名が入った書面または記録を作 成

できるような電子的相当物の形で他方の当事者に提供され た場合、適切に提供されたとみなす。各通 知

は他方当事者の上記住所で受領された日の翌 日か ら効力を発するものとする。」

技術的付属書の前記条文の もとで適切 とされる通知に加 え、当事者は電子データ交換 の使用に関係 し

て通知がなされ るべ き他の状況を指定することができる。たとえば、2.3項 はシステム運用における変更

の通知を義務づ けている。当事者は技術的付属書に、その ような通知に関する特別な要 件を指定するこ

とができる。
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4海 外 にお けるEDl立 法例

4.1韓 国 貿易 業務 自動化促進 に関 す る法律

(制 定1991.12.31法 律 第4479号)

[韓 日:仮 訳]





貿易業務自動化促進に関する法律

制 定1991.12.31法 律 第4479号

第!章 総則

第1条(目 的)

この法は、貿易業務の自動化(以 下 「貿易 自動化」と呼ぶ)を 促進 し、貿易手続の簡素化 と貿易情報

の迅速な流通を実現 し、貿易業務の処理時間と費用を節減 し産業の国際競争力を高めることによって、

国民経済の発展に寄与す ることを目的とする。

第2条(定 義)

この法で使用する用語の定義は次のとおりとする。

(1)「貿易自動化」 とは、貿易業者 および貿易に関連する機関が、対外貿易法令および対外貿易法弟

18条 第2項 の規定による統合公告に関連する法令 ・輸出保険法令 ・外国為替管理法令等、大統領

が定める法令、および当事者間の契約(以 下 「貿易関連法令等」 と呼ぶ)に よって定めた貿易業務

を、電子文書交換方式によって行 うことをいう。

(2)「貿易業者」とは、貿易に関連する機関において、貿易関連法令等の定める申請 ・申告 ・報告等

(以下 「申請等」 と呼ぶ)を 行 う者で、大統領令で定める者をいう。

(3)「貿易に関連す る機関」 とは、貿易業者に対 して、貿易関連法令等の定める承認 ・免許 ・認証等

(以下 「承認等」 と呼ぶ)を 行 う機関で、大統領令で定める機関をいう。

(4)「貿易 自動化事業」とは、貿易業者 と貿易に関連する機関等を連結す る通信網(以 下 「貿易自動

化網」 と呼ぶ)を 利用 して、貿易業者 と貿易に関連する機関に貿易 自動化の役務を提供する事業を

いう。

(5)「貿易 自動化事業者」 とは、貿易 自動化事業を営む者(以 下 「事業者」と呼ぶ)を いい、 「指定

事業者」 とは、第5条 第1項 の規定によって商工部長官の指定を受けた事業者をいう。

(6)「電子文書交換方式」とは、貿易業務をコンピュータ等情報処理能力を持つ装置(以 下 「コンピュー

タ」 と呼ぶ)間 で電気通信設備を利用 して電子文書を電送 ・処理、または保管(以 下'電 送等」と

呼ぶ)す る方式をいう。

(7)「 電子文書」とは、コンピュータ間で電送等が行われた、または出力 された、電子署名を含む電

子データをいう。

(8)「 電子署名」とは、電子文書の名義人を表示す る文字の作成者を識別することのできる記号また

は符号をいう。

第3条(適 用範囲)

この法は、貿易関連法令等で定める貿易業務のうち、大統領令の定めにより電子文書交換方式を用い

て行われるものに適用され る。

第2章 貿易 自動化事業者

第4条(事 業者の資格)

事業者は、電気通信事業法弟2条 第1項 第1号 の規定による電気通信事業者でなければな らない。

第5条(事 業者の指定等)

① 事業者の うち、第10条 第2項 の規定による貿易業務に関する貿易 自動化事業を営もうとする者は、

公正な競争を阻害 しないよう、大統領令の定める基準 と手続に従って商工部長官の指定を受けなけれ

一159一



ばならない。

② 第1項 の規定によって指定を受けた指定事業者は、次の各号の事業を行 う。

(1)第10条 第2項 の規定による貿易業務に関する貿易 自動化事業

(2)電子文書または貿易貨物流通情報等、貿易関連情報(以 下 「貿易情報」 と呼ぶ)の 電送等の事業

(3)電 子文書および貿易情報を体系 的に処理 ・保管 し、検索等に活用することので きる集合体(以 下

「データベース」と呼ぶ)の 製作および普及事業

(4)貿 易業者および貿易に関連する機関に対する、 電子文書交換方式に関連す る技術の普及、および

普及 した技術に対する事後管理事業

(5)貿 易自動化網に加入 していない貿易業者のために、貿易 自動化網を利用 し貿易業者を代行 して処

理する事業(以 下 「代行処理事業」 と呼ぶ)、 および代行処理事業を行 う者(事 業者を除き、以下

「代行処理事業者」と呼ぶ)に 対する管理

(6)その他、貿易 自動化のための教育 ・広報等、大統領令で定める事業

第6条(指 定の欠格事 由)

① 次の各号のいずれかに該 当する者は、第5条 第1項 の規定による指定 を受けることができない。法

人の場合、その役員のうちに次の各号の いずれかに該当する者がいるときにもまた同様 とする。

(1)禁治産者または準禁治産者

(2)破産宣告を受け復権 していない者

(3)この法に違反 して懲役以上の刑の宣告を受け、その刑の執行が終了 し、もしくは執行を受けない

ことが確定 した日から1年 を経過 していない者、または刑の執行猶予を受けその執行猶予期間中に

ある者

(4)第7条 第1項 の規定によって指定が取 り消 された 日か ら2年 を経過 していない者

② 指定事業者が第1項 の事 由に該当するよ うになったときには、その指定はその時か ら効力を失う。

ただし、法人の役員のうちにその事由に該当す る者がいる場合、3月 以内にその役員を解任したとき

にはこの限りではない。

第7条(指 定の取消等)

① 商工部長官は、指定事業者が次の各号の1に 該当するときにはその指定を取り消 し、i年 以内の期

間を定めて第5条 第2項 各号の規定による事業の全部 もしくは一部の停止を命 じ、または!億 ウォン

以下の課徴金を賦課することができる。ただ し、第1号 に該当するときはその指定を取 り消さなけれ

ばならない。

(1)詐欺その他の不正な方法で第5条 第1項 の規定による指定を受けたとき

(2)第5条 第1項 の規定による基準に達 しなくなったとき

(3)この法またはこの法による命令 もしくは処分に違反 したとき

② 第1項 の規定によって課徴金を賦課す る違反行為の種別および程度に従 った課徴金の金額その他必

要な事項は、大統領令で定める。

③ 第1項 の規定による課徴 金を納付期限までに納付 しなか ったときは、商工部長官が 国税滞納処分の

例に従 ってこれを徴収する。

第3章 貿易 自動化網の構成および利用

第8条(事 業計画の承認等)

① 第5条 第!項 の規定によ る指定を受けよ うとす る者は、貿易自動化網の構成等につ いて必要な事業

計画を樹立 し商工部長官の承認を受けなければな らない。これを変更 しようとするときにもまた同様

とする。

② 商工部長官 は、第1項 の規定によって承認または変更承認 した事業計画が効率的に推進されるよ う

支援するために、必要と認める場合は関係中央行政機関の長または貿易に関連する機関の長に協力を
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求 めるこ とが で きる。

第9条(約 定の締結等)

① 第8条 第1項 の規定によ って事業計画の承認を受けた者または指定事業者は、貿易 自動化網に加入

しようとする貿易業者 ・貿易に関連する機関 ・事業者および第5条 第2項 第5号 の規定による代行処

理事業を しようとする者 と、貿易 自動化網への加入および利用等について約定を締結することができ

る。

② 第8条 第1項 の規定によ って事業計画の承認を受けた者または指定事業者は、第1項 の規定による

約定を締結 したときには、当該約定の内容を遅滞なく商工部長官に報告 しなければな らない。報告 し

た約定を変更 したときもまた同様とする。

第10条(貿 易 自動化網の利用等)

① 貿易業者 と貿易に関連す る機関は、第3条 の規定による貿易業務を、貿易自動化網を利用 して行な

お うとする場合には、第11条 の規定によって標準化された電子文書によらなければならない。

② 貿易業者および貿易に関連する機関は、第3条 の規定 による貿易業務の うち、大統領令で定める貿

易業務を貿易 自動化網を利用 して行なお うとする場合には、指定事業者を通 して行わなければな らな

い。

第4章 電子文書の標準化および効力

第11条(電 子文書の標準化計画)

① 商工部長官 は、貿易 自動化の効率的推進のために、大統領令の定めるところに従って貿易業務に関

する電子文書の標準化計画を樹立 し、これを告示 しなければな らない。告示 した事項を変更 したとき

もまた同様 とする。

② 第1項 の規 定による電子文書の標準化計画に含まれるべ き標準化の内容 ・対象等主要な事項は大統

領令で定める。

第12条(申 請等または承認等の効力)

貿易業者または貿易に関連す る機関が貿易 自動化網を利用 して申請等または承認等を電子文書交換方

式で処理 した場合は、貿易関連法令等で定めた各種手続によって処理されたものとみなす。

第13条(電 子文書の形式の効力)

貿易業者または貿易に関連する機関が貿易自動化網を利用 して申請等または承認等を した電子文書は、

貿易関連法令等で定めた文書 とみなす。

第14条(電 子署名の効力等)

① 貿易業者または貿易に関連する機関が貿易自動化網を利用して申請等 または承認等を した電子文書

上の電子署名は、貿易関連法令等で定めた文書上の署名捺印とみなす。

② 第1項 の規 定による電子文書上に電子署名を行なった名義人は、貿易 関連法令等の規定によ り文書

上に署名捺印した者とみなす。

第15条(電 子文書の到達時間)

① 貿易業者または貿易に関連する機関が貿易自動化網を利用 して申請等 または承認等を した電子文書

は、事業者または指定事業者のコンピュータファイルに記録された後、相手方のコンピュータファイ

ルに記録 された時に、その相手方に到達 したものとみなす。

② 第1項 の規 定による申請等および承認等は、事業者または指定事業者の コンピュー タファイルに記

録された後、通常電送に所要 される時間が経過 した時に、相手方のコンピュータファイルに記録され

一161一



たものと推定する。

③ 電子文書の到達時期に関 して他の法律、 または第9条 の規定による約定において第1項 および第2

項の規定 とは別の定めがある場合には、その法律 または約定の定めるところによる。

第16条(電 子文書の内容の効力)

貿易業者または貿易に関連する機 関が貿易自動イヒ網を利用 して申請等または承認等を した当該電子文

書の内容について、当事者または利害関係者の間に争いがある場合には、当事者または指定事業者のコ

ンピュータファイルに記録された電子文書の内容のとお りに作成 されたものと推定する。

第17条(申 請等関連提出書類に関する特例)

商工部長官が貿易関連法令等において定めた申請等のための書類の うち、電子文書として電送等を行

うことが技術上困難であると認めて告示する書類に関しては、関係中央行政機関の長と協議 して定める

ところに従 って、貿易関連法令等において定めた申請等の書類の うち一部の提出を免除し、または商工

部長官が告示す る文書 もしくは電子文書以外の方式によって提出させることができる。

第5章 電子文書および貿易情報の保安管理

第18条(電 子文書および貿易情報に関する保安)

① 何人も、指定事業者 ・貿易業者 ・貿易に関連する機関および代行処理事業者のコンピュータファイ

ルに記録された電子文書またはデータベースに入力された貿易情報を偽造 もしくは変造 し、またはこ

れを行使 してはならない。

② 何人も、指定事業者 ・貿易業者 ・貿易に関連する機関および代行処理事業者のコンピュータファイ

ルに記録された電子文書またはデータベースに入力された貿易情報を殴損 し、またはその秘密を侵害

してはな らない。

③ 指定事業者の役員もしくは職員、あるいは役員または職員であった者は、業務上知 り得た電子文書

上の秘密および貿易情報に関する秘密を漏洩または盗用 してはな らない。

④ 指定事業者は、電子文書およびデータベースを大統領令の定める期間中、保管しなければならない。

⑤ 指定事業者は、第1項 な いし第4項 の規定による電子文書および貿易情報に関する保安のために、

必要な保護措置を講 じ商工部長官の承認を得て、これを施行 しなければならない。

第19条(電 子文書および貿易情報の公開)

① 指定事業者は、コンピュータファイルに記録された電子文書およびデータベースに入力された貿易

情報のうち、大統領令に定めた場合に該 当するものを除いて、これを公開してはな らない。

② 指定事業者が第1項 に規定する電子文書および貿易情報を公開 しようとするときは、利害関係者の

意見を聞いた後、大統領令の定めるところによって商工部長官の承認を受けなければな らない。

③ 第2項 の規定によって商工部長官が承認を行なおうとす るときには、 関係中央行政機関の長または

地方自治団体の長と協議 しなければな らない。

④ 第2項 の規定によって公 開された電子文書および貿易情報を利用 しよ うとする者は、指定事業者 に

対 してその利用を申請 しなければな らない。

第6章 補則

第20条(聴 聞)

商工部長官は、第7条 第1項 の規定によって指定事業者の指定を取 り消 し、事業の全部 もしくは一部

の停止を命 じ、または課徴金処分を行なおうとす るときには、大統領令の定めるところに従 って、事前

に当該指定事業者またはその代理人に意見を陳述する機会を与えなければな らない。ただ し、指定事業

者またはその代理人が正当な事由な くこれに応 じないときには、この限 りではない。
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第21条(電 気通信事業法との関係)

事業者に対 しては、この法に規定されたものを除いて電気通信事業法を適用する。

第22条(権 限の委任)

商工部長官は、この法による権限の一部を、大統領令の定めるところに従 って所属機関の長、ソウル

特別市長、直轄市長、または道知事に委任することができる。

第23条(報 告 ・検査)

① 商工部長官 は、この法の施行のために必要と認め られ るときには、指定事業者にその業務に関する

報告をさせ、または所属公務員をして指定事業者の事務所 ・営業所等において帳簿 ・書類その他の物

件を検査させることができる。

② 第1項 の規定による検査 を行う公務員は、その権限を表示する証票を携帯 し、これ を関係者に提示

しなければならない。

第24条(指 導 ・監督)

商工部長官は、第5条 第2項 の規定による指定事業者の事業について指定事業者を指導 ・監督 し、こ

れに必要な命令をすることができる。

第7章 罰則

第25条(罰 則)

① 第18条 第1項 の規定に違反 して指定事業者 ・貿易業者 ・貿易に関連 する機関および代行処理事業

者のコンピュータファイルに記録された電子文書またはデータベースに入力された貿易情報を偽造も

しくは変造 し、またはこれを行使 した者は、1年 以.ヒ10年 以下の懲役または1億 ウォン以下の罰金

に処す。

② 第1項 の未遂犯は処罰する。

第26条(罰 則)

次の各号のいずれかに該当する者は、5年 以下の懲役 または5千 万ウォン以下の罰金に処す。

(1)第5条 第1項 の規定に違反 して、商工部長官の指定を受けずに第10条 第2項 の規定による貿易

業務に関す る貿易 自動化事業を行なった者

(2)第10条 第2項 の規定に違反 して、指定事業者を通さず、第10条 第2項 の規定で定める貿易業

務を、貿易 自動化網を利用 して行なった者

(3)第18条 第2項 の規定に違反 して、指定事業者 ・貿易業者 ・貿易に関連する機 関および代行処理

事業者のコンピュータファイルに記録された電子文書またはデータベースに入力 された貿易情報を

毅損 し、またはその秘密を侵害 した者

(4)第18条 第3項 の規定に違反 して、業務上知 り得た電子文書上の秘密および貿易情報に関する秘

密を漏洩 もしくは盗用 した指定事業者の役員もしくは職員、または役員 もしくは職員であった者

(5)第18条 第4項 の規定に違反 して、電子文書お よびデータベー スを大統領令の定める期間中保管

しなか った、指定事業者の役員または職員

第27条(両 罰規定)

法人の代表者、法人または個人の代理人 ・使用人その他の従業員が、その法人または個人の業務に関

して第25条 または第26条 の違反行為を行なったときには、行為者を罰するほか、その法人または個

人に対しても当該各条の罰金刑を科す。
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第28条(過 怠料)

① 次の各号に該当する指定事業者は、1億 ウォン以下の過怠料に処す。

(1)第18条 第5項 の規定による保護措置を施行せず、または商工部長官の承認を得ないで保護措置

を施行 した指定事業者

(2)第19条 第1項 および第2項 の規定に違反 して電子文書お よび貿易情報を公 開 した指定事業者

② 次の各号の1に 該当する指定事業者は、5千 万ウオン以下の過怠料に処す。

(1)第23条 第1項 の規定による報告をせず、もしくは虚偽の報告を した指定事業者、または検査を

拒否 ・妨害 もしくは忌避 した指定事業者

(2)第24条 の規定による命令に違反 した指定事業者

③ 第9条 第2項 の規定に よる報告を しない者は、1千 万ウォン以下の過怠料 に処す・ 第!項 ないし第
'3項 の規定による過怠料は

、大統領令の定めるところに従って商工部長官が賦課 ・徴収す る。ただし、

第7条 第1項 の規定によって課徴金を賦課 した行為に対 しては、過怠料を賦課することができない。

④ 第4項 の規定による過怠料処分に不服のある者 は、その処分の告知を受けた日か ら30日 以内に商

工部長官に異議 を申 し立てす ることができる。 第4項 の規定によって過怠料処分を受けた者が第5

項の規定により異議を申し立てたときには、商工部長官は遅滞なく管轄法院にその事実を通報 しなけ

ればならず、その通報を受けた管轄法院は非訴訟事件手続法による過怠料の裁判を行うもの とする。

⑤ 第5項 の規定による期間内に異議を申し立てせず過怠料を納付 しない ときには、国税滞納処分の例

によってこれを徴収する。

第29条(罰 則適用における公務員擬制)

指定事業者の役員または職員は、刑法その他の法律による罰則の適用においては、これを公務員 とみ

なす。

附則

この法は公布後6ヶ 月を経過 した日か ら施行す る。
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4.2DraftUNCITRALModelLawonLegalAspects
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ANNEXII

Dra丘UNCITRALModelLawonLcalAs ectronicD tcane

EDI)andRelatedMeansofCommunication

PartI.Textofarticlesland3tollastheyrcsultfromthe

workoftheCommissionatitstwenty・eighthsession

CHAPTERI.GENERALPROVISIONS*

Article1.Shereofalication**

ThisLawAppliestoanykmdofinformationinthefommofdatamessageused

COmnierCial***aCtivitieS.****

丘lthecontextof

* ThisLawdoesnotoverrideanyruleoflawintendedfortheprotectionofconsumers.

**TheCommissionsuggeststhefollowingtextforStatesthatmight

applicabilityofthisLawtointernationaldatamessage:

ThisLawappliestoadatamessageasdefined

meSSagerelateStOintematiOnalCOmmerCe.

wishtollrnitthe

inparagraph(1)ofarticle2wherethedata

***∩ete㎜"commercial"shouldbegivenawideinterpretationsoastocovermatters

arisingfromallrelationshipsofacommercialnature,whethercontra血alornot.Rclationshipsofa

commercialnatureinclude,but肛enotlimitedto,也efollowingtransadions:anytradetranSactionfor

也esupplyorexchangeofgoodsorservices;distributionagreement;commercialrepresentationor

agency;facto血g;leasing;constructionofworks;consulting;engineering;licensing;investment;

financhlg;banking;insurance;exploitationagreementorconcession;jointventureandotherformsof

垣dustrialorbusinesscooperation;carriageofgoodsorpassengersbyair,sca,railorroad.

****TheCommissionsuggeststhefollow垣gtextfbrStatesthatmightwishtoextendthe

applicabilityofthisLaw:

ThisLawappliestoanykindofinformationintheformofdatamessage[usedinthe
contextof_][,exceptinthefollowingsituations:.,.].

Article3.Interetation

(1).IntheinterpretationofthisLaw,regardistobehadtoitsintemationalorigin

promoteunifomitシ 血itsapplicationand也eobsen・anceofgoodfaith.

andtotheneedto
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(2)QuestionsconcemingmattersgovemedbythisLawwhicharenotexpresslysettledinitareto
besettledinconformitywiththegeneralprinciplesonwhichthisLawisbased.

CHAPTERII.APPLICATIONOFLEGALREQUIREMENTSTODATAMESSAGES

Article4.Lealrecoitionofdatamessaes

Informationshallnotbedeniedlegaleffectiveness,

groundsthatitisinthefomofadatamessage.

validityorenforceabilitysolelyonthe

Article5.=

(1)Wherearuleoflawrequiresinformationtobeinwritingortobepresentedinwriting,or
providesforcertainconsequencesifitisnot,adatamessagesatisfiesthatruleiftheinformation
containedthereinisacccssiblesoastobeusableforsubsequentreference.

(2) Thcprovisionsofthisarticledonotapplytothefollowing:[_].

Article6.』 こ

(1)Wherearuleoflawrequiresasignature,orprovidesforcertainconsequencesin
asignature,thatruleshallbcsatisfiedinrelationtoadatamessageif:

theabsenceof

(a)amethodisusedtoidentifytheoriginatorofthe
originator,sapProvaloftheinformationcontainedtherein;and

datamessageandtoindicatethe

(b)thatmethodisasreliableaswasappropriateforthepurposeforwhichthedatamessage

wasgeneratedorco㎜unicated,垣 也elightofal1也ecircumstances,including皿yagreementbe恒een

theoriginatorandtheaddresseeofthedatamessage.

(2) Theprovisionsofthisalticledonotapplytothefollowing:[_].

ノ㎞icle7.Ω 工迦 旦⊥

(1)Wherearuleoflawrequiresinfo頂ationtobepresentedorretainedinitsoriginalform,or

providesforcertainconsequencesifitisnot,adatamessagesatisfiesthatruleif:
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(a)thereexistsareliableassuranceastotheintegrityoftheinformation丘omthetimewhen

itwasfirstgeneratedinits丘nalform,asadatamessageorotherwise;and

(b)whereitisrequiredthatinfolmationbepresented,that
displayedtothepersontowhomitistobepresented.

informationiscapableofbeing

(2)Whereanyquestionisraisedastowhethersubparagraph(a)ofparagraph(1)ofthisarticleis
satisfied;

(a)出ecriteriaforassessingintegrityshallbewhether也einfomation

completeandunaltered,apart丘omtheadditionofanyendorsementandany

arisesinthenomalcourseofcommunication,storageanddisplay;and

hasremained

changewhich

(b)thestandardofreliabilityrequiredshallbeassessedinthelightofthe
whichtheinfomationwasgeneratedandinthelightofalltherelevantcircumstances.

purposefor

(3) TheprovisionsofthisarticledonotapplytQthefollowing:[_].

Article8.Admissibilitandevidentialvalueofdatamessaes

(1)Inanylegalproceedings,nothing五1thcapPlicationoftherulesofevidenceshall

denytheadmissionofadatamessageinevidencc:

applysoasto

(a) onthesolegroundsthatitisadatamessage;or,

(b)ifitisthebestevidencethatthepersonadducingitcouldreasonablybeexpectedto
obtain,onthegroundsthatitisnotinitsoriginalform.

(2)Infomationinthefomlofdatamessagcshallbegivendueevidentialweight.Inassessing也e

evidentialweightofdatamessage,regardshallbehadtothereliabilityofthemannerinwhichthedata

messagewasgenerated,storedorcommunicated,to也ereliabilityof出emannerinwhich也eintcgrity

oftheinfomlationwasmaintained,tothemamerinwhichitsoriginatorwasidentified,andtoany

otherrelevantfactor.

Aiticle9.R⊆一

(1)Wherearuleoflawthatcertaindocuments,recordsorinformationberetained,
satisfiedbyretainingdatamessages,providedthatthefollowingconditionsaremet:

thatruleis
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(a)
reference;

theinformationcontainedthereinisaccessiblesoastobeusableforsubsequent

and

(b)thedatamessageisretainedinthefbmlatinwhichitwasgenerated,transmittedor
received,orinaformatwhichcanbedemonstratedtorepresentaccuratelytheinformationgenerated,
transmittedorreceived;and

(c)suchinformation,ifany,isretainedasenablestheidentificationoftheorig丘1and

destinationofdatamessageandthedataandtimeofitstransmissionorreception.

(2)Anobligationtoretaindocuments,recordsorinformationinaccordancewithparagraph(1)does

notextendtoanyinfo皿ationthesolepurposeofwhichistoenablethemessagetobetransmittedor

received.

(3)Apersonmaysatisfytherequirementsreferredtoinparagraph(1)byusingtheservicesofany
otherperson,providedthattheconditionssetforthinsubparagraphs(a),(b)and(c)ofparagraph(1)
aremet.

CHAPTERIII.COMMUNICATIONOFDATAMESSAGES

Adicle10.Variationbaeement

(1)Asbe細eenpa丘ies血volved血generatmg,storing,communicat血g,receivingorothe頑se

processingdatamessages,andexceptasotherwiseprovided,theprovisionsofthischaptermaybe

variedbyagreement.

(2)Paragraph(1)doesnotaffectanyrightthatmayexisttomodifybyagreementanyruleoflaw

referredto丘1chapterII.

Article11.Attributionofdatamessaes

(1) Adatamessageisthatoftheoriginatorifitwascommunicatedby也eoriginatoritself.

(2)Asbetweentheoriginatorandtheaddressee,adatamcssageisdeemedtobethatofthe
originatorifwascommunicatedbypersonwhohadauthoritytoactonbehalfoforiginatorinrespectof
thatdatamessage.

(3)Asbetweentheoriginatorandtheaddressee,anaddresseeisentitledtoregard4datamessageas

beingthatoftheoriginator 、,andtoactonthatassumption,if:
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(a)inordertoascertainwhetherthedatamessagewasthatofthe
properlyappliedaprocedureforthatpurposewhichwas:

originator,theaddressee

)●
1( previouslyagreedbytheoriginator;or

(ii) reasonableinthecircumstances;or

(b)thedatamessageasreceivedbytheaddresseeresultedfromtheactionsofpersonwhose
relationshipwiththeoriginatororwithanyagentoftheoriginatorenabledthatpersontogainaccessto
amethodusedbytheoriginatortoidentifydatamessagesasitsown.

(4) Paragraph(3)shallnotapPly:

(a)aftertheaddresseehasreceivednoticewithinareasonabletimefromthe
thedatamessageisnotthatoftheoriginator;or

originatorthat

(b)inacasewithinparagraph(3)(a)(ii)or(3)(b),atanytimewhenthe'addresseeknewor
shouldhaveknown,haditexercised'reasonablccareoruscdanyagreedprocedure,thatthcdata
messagewasnotthatoftheoriginator.

(5)Whereadatamcssageisthatoftheoriginatororisdeemedtobethatoftheoriginator,orthe

addresseeisentitledtoactonthatassumption,then,asbetweentheoriginatorandtheaddressee,the

addresseeisentitledtoregardthecontentofdatamessageasreceivedasbeingwhattheoriginator

intended・totransmit,andtoactonthatassumption.Theaddresseeisnotsoentitledwhenitknewor

shouldhaveknown,haditexercisedreasonablecareorusedanyagreedprocedure,thatthe

transmissionresultedinanyerrorinthecontentofdatamessageasreceived.

[6)ThcaddresseeisentitledtoregardeachdatamessagereceivedaSaseparatedatamessageandto
actonthatassumptionunlessitrepeatsthecontentofanotherdatamessage,andtheaddresseekncwor
shouldhaveknown,haditexercisedreasonablecareorusedanyagreedprocedure,thattherepetition
wasaduplicationandnotthetransmissionofaseparatedatamessage.]
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PartII.Textofarticles2and12to14astheyresulted

丘omtheworkoftheWorkhlgGroupon

ElectronicDataInterchangeatitstwenty・eighthsession

(Thetextofthosealticleswasnotconsideredbythe

Commissionatitstwenty-eighthsession.)

Article2.Definitions

ForthepurposesofthisLaw:

(a)"Datamessage"meansinformationgenerated,storedorcommunicatedbyelectronic,
opticaloranalogousmeansincluding,butnotlimitedto,electronicdatainterchange(EDI),electronic
mail,telegram,telexortelecopy;

(b)"Electronicdatainterchange(EDI)ITmeanstheelectronictransferfrom
computerofinformationusinganagreedstandardtostruCturethe'information;

computerto

(c)ttOriginator"ofadatamessagemeansapersonbywhom,oronwhosebehalf,thedata

messagepurportstohavebecngenerated,storedorcommunicated,butitdoesnotincludeaperson

actingasaninte㎜edi～ 江ywithrespecttothatdatamessage;

(d)"Addressee"ofadatamessagemeansapersonwhoisintendedbytheoriginatorto
receivethedatamessage,butdoesnotincludeapersonactingasanintermediarywithrespecttothat
datamessage;

(e)"Intermediarプ,withrespecttoapalticulardatamessage,meansapersonwho,on

behalfofanotherperson,receives,transmitsorstoresthatdatamessagcorprovidesotherserviceswith

respecttothatdatamessage;

(0"lnformationsystem"meansasystemforgenerating,

info㎜ationinadatamessage.

の コ ロ ロ コ
tranSmlttlng,reCelvlngOrStOrlng

Article12.Acknowledentofreceit

(1)Thisarticleapplieswhere,onorbeforesendingadatamessage,
message,theoriginatorhasrcquestedanacknowledgmentofreceipt.

orbymeansofthatdata

(2) Wheretheoriginatorhasnotrequestedthattheacknowledgmentbeinaparticularfrom,tle

－170一



requestforanacknowledgmentmaybesatisfiedbyanycommunicationorconductof也eaddressee

sufficienttoindicatetotheoriginatorthatthedatamessagehasbeenreceived.

(3)Wheretheoriginatorhasstatedthatthedatamessageisconditionalonreceiptofthat

acknowledgment,thedatamessagehasnolegaleffectuntildleac㎞owledgmentisreceived.

(4)Wheretheoriginatorhasnotstatedthatthedatamessageisconditionalonreceiptof.the
originatorwithintheac㎞owledgmentandtheacknowledgmenthasnotbeenreceivedbythctlme

specifiedor・agrcedor,ifnotimehasbeenspecifiedoragreed,withinareasonabletime:

(a)theoriginatormaygivenoticetotheaddrcsseestating出atnoac㎞owledgmenthasbeen

receivedandspecifyingatime,whichmustbereasonable,bywhich也eacknowledgmentmustbe

received;and

.(b)iftheacknowledgmcntisnotreceivedwithinthetimespCcifiedinsubparagraph(a),the
originatormay,uponnoticetotheaddressee,treat

transmitted,orexerciseanyotherrightsitmayhave.

thedatamessageasthoughithadncverbeen

(5)Wheretheoriginatorreceivesanac㎞Owledgmentofreceipt,itispresumedthattherelateddata

messagewasreceivedbytheaddressee.Wherethereceivedac㎞owledgmentstatesthattherelateddata

messagemcttechnicalrequirements,eitheragreeduponorsetforthinapplicablestandards,itis

presumedthatthoserequirementshavebeenmet.

Article13.Formationandvaliditofcontracts

(1)In也econtextofcontractfo㎜ation,unlcssotherwiseagreedby血epa丘ies,anofferandthe

acceptanceofanoffermaybeexpressedbymeansofdatamessages.Whereadatamessageisusedin

theformationofacontract,thatcontractshallnotbedeniedvalidityorenforceabilityonthesoleground

thatadatamessagewasusedforthatpurpose.

(2) Theprovisionsofthisarticledonotapplytothefollowing:[_].

Article14.Timeandlaceofdisatchandreceitofdatamessaes

(1)Unlessotherwiseagreedbctweentheoriginatorandtheaddresseeofadatamessage,the
oftheethecontroldispatchofadatamessageoccurswhenitentersaninformationsystemoutsid

ロ コ

orlglnator・

(2)Unlessothcrwiseagrcedbetweentheoriginatorandtheaddresseeofadatamessage,thetimcof
receiptofadatamessageisdeterminedasfollows:
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(a)if血eaddresseehasdesignatedaninfomationsystemfor也epurposcofreceivingsuch

datamessages,receiptoccursat也etimewhenthedatamessageentersdledesignatedinfomation

if出edatamessageissenttoani両mationsystemof也eaddressee血atisnot血esystem,but

designatedinfo㎜ationsystem,receiptoccurswhen出edatamessageisretrievedby出eaddressee;

(b)f血eaddresseehasnotdesignatedaninfomationsystem,

messageentersaninformationsystemoftheaddressee.

receiptoccurswhenthedata

(3)Paragraph(2)apPliesno榊ithstanding出a品eplacewhcre出einformationsystemislocated

maybedifferentfromtheplacewherethedatamessageisreceived皿derparagraph(4).

(4)Unlessotherwiseagreedbetweentheoriginatorandtheaddresseeofacomputerized
transmissionofadatamessage,adatamessageisdeemedtobereceivedattheplacewherethe
addresseehasitsplaceofbusiness,andisdeemedtobedispatchedattheplacewheretheoriginatorhas
itsplaceofbusiness.Forthepurposesofthisparagraph:

(a)iftheaddresseeortheoriginatorhasmorethanoneplaceofbusiness,theplaceof
businessisthatwhichhastheclosestrelationshiptotheunderlyingtransactionor,wherethereisno
underlyingtransaction,theprincipalplaceofbusiness;

(b)iftheaddresseeorthe
madetoitshabitualresidence.

originatordoesnothaveaplaceofbusiness,referenceistobe

(5)Paragraph(4)shallnotapplyto也edete㎜inationofplace`ofreceiptordispatchfbr血epu中ose

ofanyadministrative,criminal6rdata・protectionlaW.
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